
第 1 1 0 3回 教 育 委 員 会 

令和３年 10月 14日 

県庁舎教育委員室 

１ 開  会 午後２時 

２ 会議録署名委員の指名 

３ 会期の決定 

４ 議席の決定 

５ 報 告 

（１） 教育長職務代理者の指名について  （教育長） 

（２） 県立高等学校における個人情報を含むメールの誤送信について

 （高校教育課） 

（３） 令和４年度震災による福島県等からの山形県立高等学校への受検に

係る実施要項について   （高校教育課） 

（４） 令和３年度山形県産業教育審議会について  （高校教育課） 

６ 議 題 

議第１号 令和４年度山形県立高等学校及び山形県立特別支援学校の高等

部の入学者募集について            （高校教育課） 

議第２号 令和５年度山形県立高等学校入学者選抜基本方針の決定につい

て                      （高校教育課） 

議第３号 押印等の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則の制定につ

いて                     （教育政策課） 

議第４号 山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則の制定に

ついて                                  （教職員課） 

議第５号 山形県金峰少年自然の家の指定管理者の指定について 

 （生涯教育・学習振興課） 

議第６号 山形県体育館及び山形県武道館に係る指定管理者の募集につい

て                     （スポーツ保健課） 

議第７号 教職員の人事について            （教育政策課） 

７ 閉  会 



 

県立高等学校における個人情報を含むメールの誤送信について 

 

 

１ 発生日時 

 令和３年 10月５日（火） 午前 11時 15分頃 

 

２ 概要 

○ 県立鶴岡中央高等学校の教職員が、10 月 23 日開催の「中学生対象

学校説明会」の参加申込者に連絡事項をメールで一斉送信した際に、

本来他人にメールアドレスがわからないようにＢＣＣで送信すべきと

ころ、誤ってＣＣで送信してしまった。 

○ その際、アドレス帳に氏名も登録していたため、申込をした中学生

の氏名とメールアドレスが他の人にも送信された。 

○ 送信したメールは、264件。 

○ 現在のところ、二次被害は確認されていない。 

 

３ 鶴岡中央高校の対応 

○ 事故発生日に、誤送信したメールを削除するように受信者に依頼し

た。また、同日、校長名でお詫びのメールを送信した。 

○ 事故翌日から、申込者、保護者及び所属中学校長に対し、電話にて

謝罪している。 

 

４ 当該事故を受けた県教育委員会の対応 

○ 当該高等学校における業務体制を検証し、再発防止を徹底する。 

○ 全県立学校に対し、情報セキュリティポリシーの趣旨の徹底を図る

こと、特に、個人情報を取り扱う際やメールを一斉送信する際には複

数名で確実に点検すること等を徹底するよう指導していく。 
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令和４年度震災による福島県等からの山形県立高等学校への受検に係る実施要項 

１ 目的 

⑴ 震災の影響により、山形県（以下、「本県」という）内の小学校あるいは

中学校に入学又は転学した者が、令和４年度山形県公立高等学校入学者選抜

において県立高等学校を受検しようとする際に、円滑かつ公正な受検に資す

る。

⑵ 原発事故等の影響により、他県から本県の県立高等学校の受検を希望する

中学生及び本県の中学生が安心して受検できる入学者選抜制度に資する。

２ 本実施要項において対象となる者（以下、「対象者」という） 

 本県または本県以外の中学校を卒業見込みの者で、以下の項目のいずれかに

該当する者とする。 

⑴ 震災で罹災した者、または罹災地域に居住しており、地域環境の悪化等に

より通常の生活を営めず避難に及んだ者

⑵ 福島第一原子力発電所の２０キロ圏内に居住しており避難に及んだ者また

は、その付近に居住しており、原発事故による放射線の影響のため地域環境

が悪化し、避難を余儀なくされた者

⑶ 福島県内の居住地から、放射線の影響により避難をした者

３ 入学者選抜に係る措置 

⑴ 定員を超える合格者の認定

令和４年度入学者選抜において、対象者が受検する県立高等学校にあって

は、あらかじめ１学級あたりの上限を４５名以内に定め、合格者を認定でき

るものとする。 

⑵ 志願の制限

① 対象者の住民登録については以下のとおりとする。

ア 他県の中学校を卒業見込みの対象者が本県の県立高等学校を受検しよ

うとする場合は、入学までに、本県に住民登録を行うものとする。

イ 本県の中学校を卒業見込みの対象者が本県の県立高等学校を受検しよ

うとする場合は、本県内への住民登録を条件としない。この場合、在籍

中学校の所在地を受検者の現住所とみなし、本県の学区制に従い受検で

きるものとする。

② 学区外志願の認定については以下のとおりとする。

ア 本県以外から本県の県立高等学校の志願を許可する基準は「一家転住

等」である。

イ 対象者であっても、保護者と同居をしない転住（本人のみの転居等）

については志願を許可しない。ただし、保護者の認定については弾力的

に対応するものとする。

③ 区域外就学により本県の中学校を卒業見込みの者が本県以外の公立高等

学校に入学を志願する場合も、「山形県公立高等学校に志願しない旨の

届」（別記様式第５号Ｄ）を本県教育委員会教育長に１部提出すること。
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⑶ 推薦入学者選抜

① 令和４年３月に本県の中学校を卒業見込みの対象者は、推薦入学者選抜

の志願資格があるものとし、本県への住民登録を条件としない。

② 震災の影響により受検者が増加した場合は、県立高等学校で定める推薦

による選抜の募集人員より合格内定者を多く認定することができる。

⑷ 一般入学者選抜

① 対象者の合否の判断については、一般入学者選抜における選抜方法によ

り判断する。

② 合格者の認定に当たっては、本県の受検者が入学定員を超えて合格しな

いようにすること。

４ 配慮事項 

⑴ 入学定員の上限については、３(1)により県立高等学校長が判断できるもの

とするが、合格発表に先立って上限を公表することはしない。

⑵ 対象者の調査書については、その扱いについて配慮する。

⑶ 対象者の面接については、質問の内容について配慮する。

５ その他 

⑴ 県立高等学校長は中学校長に対して、受検者が対象者であるか確認を求め

ることができる。中学校長は、対象生徒についての証明を別紙により志願先

高等学校長あて提出する。

⑵ 県立高等学校長は、対象者の志願及び合格（内定）状況を、高校教育課長

に報告しなければならない。

⑶ 本実施要項は、令和４年度入学者選抜に対応したものであり、令和５年度

以降の入学者選抜については、避難者の推移等を参考のうえ別途対応する。
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別紙 

証 明 書 

令和  年  月  日 

高等学校長 殿 

  学 校 名 

  校長氏名 印 

貴校に志願した下記の者は、震災等の影響による避難のため、本校に在籍している生徒である

ことを証明します。 

記 

生徒氏名 山形県への転入前の住所 備考 

  「山形県への転入前の住所」については、震災の影響により本県に避難する前の住所を記載

する。なお、本県に住民登録をしておらず、調査書の住所と同じである場合も記載する。 

 「備考」には、本県への転入の事情について、「震災による罹災」「避難区域」「自主避難」な

ど簡潔に記載すること。 
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令和３年度山形県産業教育審議会について 

１ 日 時 令和３年９月１６日（木）１０：００～１２：００ 

２ 場 所 山形県庁 １００１会議室 

３ 内 容 

(1) 諮問

「急激に変化する時代における本県産業教育の在り方について」

(2) 報告

① 今後の審議会の日程等について

② 産業教育の現状と課題について

(3) 協議

① 諮問内容について

ア アフターコロナを見据え、社会や産業の急激な変化に対応するため、産

業教育において、どのような人材育成を目指すべきか。

イ 産業教育の充実を図るために、地方公共団体、地域産業界、大学等、関

係機関との連携や接続をどのように進めるべきか。

ウ 職業教育を主とする専門学科の志願者を増やすために、特色化・魅力化

をどのように図っていくべきか。

② 答申に向けたまとめについて

【主な意見】 

○ 中学生が、将来の仕事をイメージし進路選択できることが大切である。また、

工業や農業においてはバイオテクノロジー等、融合する分野もあることから、

各分野を広い視野で捉えることが必要と考える。人材育成において、基礎科目

は大切だと考える。与えられるだけでは続かなく、自らやりたい、学びたいと

思う人材の育成が大切だと考える。平均的な人材ではなく、専門性や得意なこ

とがある人材が、今後は必要であると考える。

○ 農業は、果物や野菜や水田等、幅広い分野がある。ＩＣＴを活用したスマー

ト農業の導入や６次産業化による新たな産業の創出も進んでいる。一方、農業

従事者の高齢化、米価の下落等の課題もある。農業の法人化や家族経営協定が

進められており、このことにより、女性の働きが認められ、チャレンジできる

機会も増えてくると考える。農業は、食物、食品加工、工業等、たくさんの物

事がつながっている。例えば、小中学校で、稲刈りから炊飯までの一連の流れ

体験することで、食べ物への興味・関心が高まり、将来への学びにつながると

考える。
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○ 仕事は、非常に複雑で一人の力でできる範囲は限られている。物事を成し遂

げようとするには、テーマに向かってチームで進めていくことが必要である。

そのためには、オンラインであっても、コミュニケーション力や説明する力が

必要である。説明するには、国語、数学、英語、専門教科の基礎的な内容が大

切である。例えば、製図で図面を引くことで、部品から製品がどのような過程

でつくっていくかが分かり、効率的に説明することができる。これからの新し

い技術に対応するためには、基礎的な学力とコミュニケーションが大切である

と考える。企業、大学等との連携や接続については、様々な団体が横の連携を

とり一緒にやることで効率的に活動できると考える。今後の人材育成では、ロ

ボットのプログラミングだけでなく、全体的なシステムを構築できるような人

材やデータを解析し有効活用できる人材が求められる。また、工業の知識、技

術に加え、英語のスキルが必要だと考える。 
 
○ コロナ禍もあり、企業ではテレワークや在宅勤務、学校ではオンライン授業

やそのためのインフラ等の環境整備が推進されている。その反面、人と会うこ

とができないため心のケアも必要だと思う。今後、生徒とのコミュニケーショ

ンや心のケアも大切にしてほしい。人材育成においては、課題に対して、自ら

考え、主体的に取り組み、解決していけるような課題解決能力を身に付けるた

めの教育が必要である。また、ものをつくることができる学習は魅力である。

この魅力をＳＮＳ等の活用により情報発信することで、高校の志願者増につな

げることができるのではないかと考える。 

 
○ 高齢者は年々増加し続け、併せて認知症をもつ高齢者も増大している。また、

後期高齢者ともなれば医療依存度が急激に上がり、要支援者（介護利用者）の

数は上がる一方である。介護職員の人員不足が恒常的に続いている。介護に携

わる多くの職員は介護の知識・技術の研鑽を積み、利用者のＱＯＬの向上のた

め日々利用者と向きあっている。そのような介護職員の現場での姿を、中学生

や高校生が直接見て、進学する学校や職業の選択肢に入れられるような仕組み

が必要と考える。また、中学生や保護者向けの高校説明会等で、介護職員が「介

護の魅力」を発信することも、興味・関心を持つきっかけになると考える。 
 
○ 本県の若年女性において、進学や就職する際の県外流出が多い。若年女性の

県内定着が大きな課題となっている。県では、女性の賃金向上や女性労働者が

継続して働ける職場環境を目指し取組んでいる。また、「山形県就職情報サイト」

「ものづくりヤマガタ情報サイト」等で県内企業の情報、活躍する女性、Ｉタ

ーン、Ｕターンの情報を発信している。現在、高校で実施しているトップセミ

ナー事業やインターンシップ推進事業は、県内で活躍する方や企業を知る上で

大変重要である。その経験は、大学等に進学後に本県に戻ってきてくれること

につながると考える。 
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○ 本県には、酒田の宮大工の企業等、全国でも有数の企業が何社かある。また、

本県のいいところは、自然と人間との調和、お互いに協調できることだと考え

る。高校の先生方にも、生徒に山形のいいところを教えて欲しい。若い人を、

ものづくりをベースとして育てることは大切と考える。 
 
○ どんな時代でも、基礎的な科目の学びを重視していただきたい。県立産業技

術短期大学校の卒業研究では、課題を総合的に解決するＰＢＬ（プロジェクト

ベースドラーニング）という授業形態を行っている。経済産業省「未来の教室」

の、科学、技術、工学、数学を総合的に学ぶＳＴＥＭ教育に、芸術を加えたＳ

ＴＥＡＭ教育のイメージである。このような取組みが、高校の産業教育にも望

まれる。 
 
○ ＡＩやＩｏＴ等の先端技術は大変な勢いで進展している。それらを活用し、

社会をより便利にしようとする人材育成が大事である。産業教育の魅力と強み

は、達成感や有用感を得やすい「ものづくり」と「研究」をバランスよく行え

ることである。県内の工業高校では、ＤＸを実現できるＩＴ人材育成を目的と

し、山形大学と連携し、シリコンバレーで活躍する講師によるオンラインでの

プログラミング教室を実施している。企業、大学等と連携した取組みを通して、

生徒が自ら学ぶ意欲を高め、将来の憧れや具体的な将来像を持つ等の変容が見

られている。今後も学びを地域社会で実践することを通して「気概ある、人に

優しい産業人材づくり」に力を入れたい。 
 

 
４ 今後の予定 

令和４年５月、８月に審議会を開催し、令和４年８月に答申をいただく予定。 

報告4－3



高 教 第 ５ ７ ２ 号  

令和３年９月１６日  

 

山形県産業教育審議会 

会長 長谷川 吉茂 殿 

 

 

山形県教育委員会 

教育長 菅間 裕晃 

 

 

 

 

 産業教育振興法（昭和 26 年法律第 228 号）第 12 条の規定により、次の事項につ

いて、別紙理由を添えて諮問いたします。 

 

 

 

諮 問 

 

「急激に変化する時代における本県産業教育の在り方について」 
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（理由） 

 

本県産業教育の在り方については、平成 21 年６月に本審議会から「時代の進展

や産業界の動向等に対応した本県産業教育の在り方について」の答申をいただき、

産業教育の充実に務めてまいりました。この間、12 年が経過し、産業界や社会、教

育を取り巻く環境は大きく変化しております。 

人工知能(AI)、ビッグデータ、Internet of Things(IoT)、ロボティクス等の高

度な先端技術は、産業や社会生活に取り入れられ、私たちがより快適で活力に満ち

た生活を送ることができるとされる Society 5.0 時代を迎えようとしています。一

方で、国連総会において 2015 年に採択された持続可能な開発目標(SDGs)では、自

然環境や資源の有限性、イノベーションなど、地域や地球規模の課題が示され、こ

れからの社会を生きる一人一人が、これらを自らの課題として考え、持続可能な社

会づくりにつなげていく力を育んでいくことが求められています。また、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大は、私たちの生命や生活のみならず、社会、経済、私

たちの行動・意識・価値観等に大きな影響を与えています。 

本県の未来を担う子どもたちには、このような急激な社会の変化を前向きに受け

止め、予測不可能な未来を生きぬくために必要な力を身につけることが求められて

います。とりわけ、これからの地域社会を支え、本県の産業の発展を担う人材の育

成にあたっては、職業人として必要な資質・能力を学習活動の中で育成していくこ

とも重要です。また、ICT 環境整備を促進し、「先端的な学び」「個別最適な学び」

「協働的な学び」の実現も求められています。 

現在、本県では第６次山形県教育振興計画（後期計画）に基づき、地域の将来を

担う人材育成に取り組んでいるところですが、このような急激に変化する時代にお

ける本県産業教育の在り方について、特に、以下の点などから御検討をお願いしま

す。 

 

 

１ アフターコロナを見据え、社会や産業の急激な変化に対応するため、産業教

育において、どのような人材育成を目指すべきか。 

 

２ 産業教育の充実を図るために、地方公共団体、地域産業界、大学等、関係機

関との連携や接続をどのように進めるべきか。 

 

３ 職業教育を主とする専門学科の志願者を増やすために、特色化・魅力化をど

のように図っていくべきか。 
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議第  １  号  

令和４年度山形県立高等学校及び山形県立特別支援学校の高等部の 

入学者募集について 

 令和４年度山形県立高等学校及び山形県立特別支援学校の高等部の入学者を別

紙のとおり募集する。 

提 案 理 由 

 令和４年度における山形県立高等学校及び山形県立特別支援学校の高等部

の入学者の募集を行う必要があるため提案するものである。 

令和３年10月14日提出 

山形県教育委員会

教育長 菅 間 裕 晃
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１　山形県立高等学校全日制の課程及び定時制の課程

入学定員

山形県立 普通 160

探究 理数探究、国際探究 80

同 普通 200

理数 40

同 普通 200

同 普通 160

音楽 40

同 工業 機 械 技 術 40

電 気 電 子 40

情 報 技 術 40

建 築 40

土 木 ・ 化 学 40

同 普通 160

体育 ス ポ ー ツ 80

同 普 通 午前 40

午後 40

夜 40

同 普通 160

農業 食 料 生 産 40

商業 情 報 経 営 40

同 総合 160

同 家庭 食 物 40

福 祉 40

看護 看 護 40

同 普通 200
　普通科一般コース160名、普通
科探究コース40名をそれぞれ募
集する。

同 工業 機 械 40

電 子 機 械 40

情 報 技 術 40

同 普通 80

同 総合 80

同 農業 農 業 経 営 40

み ど り 活 用 40

工業 機 械 40

電 子 情 報 40

商業 流 通 ビ ジ ネ ス 40

同 普通 200
　入学定員に併設型中学校から
の入学者数も含む。

同 総合 120

同 普通 200 普 通 夜 40
　普通科一般コース160名、普通
科探究コース40名をそれぞれ募
集する。

最 上 校 普通 40

同 普通 80

商業 総 合 ビ ジ ネ ス 40

金 山 校 普通 40

同 農業 食 料 生 産 40

農 産 活 用 40

工業 機 械 電 気 40

環 境 デ ザ イ ン 40

真 室 川 校 普通 40

別　紙

学　校　名
全 日 制 の 課 程 定 時 制 の 課 程

新 庄 南 高 等 学 校

新庄神室産業高等学校

谷 地 高 等 学 校

左 沢 高 等 学 校

新 庄 北 高 等 学 校

村山産業高等学校

設 置 学 科 入学定員
特　　　記

設 置 学 科

寒 河 江 高 等 学 校

上山明新館高等学校

霞城学園高等学校

寒河江工業高等学校

山形中央高等学校

山形工業高等学校

山 形 西 高 等 学 校

山 形 北 高 等 学 校

山 形 東 高 等 学 校

山 形 南 高 等 学 校

山 辺 高 等 学 校

天 童 高 等 学 校

北 村 山 高 等 学 校

東桜学館高等学校

　一般入学者選抜において、理
数探究科と国際探究科をあわせ
て、探究科として募集する。
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入学定員

同 普通 120

探究 理数探究、国際探究 80

同 普通 160

同 工業 機 械 40 工 業 産 業 夜 40

生 産 デ ザ イ ン 40

電 気 情 報 40

建 築 40

環 境 工 学 40

同 商業 商 業 80

同 農業 生 物 生 産 40

園 芸 福 祉 40

食 料 環 境 40

同 普通 160

同 総合 120

同 普通 200
　普通科一般コース160名、普通
科探究コース40名をそれぞれ募
集する。

同 工業 機 械 40

電 子 40

福 祉 環 境 40

同 総合 40

同 普通 40

同 普通 160

理数 40

同 普通 120

同 工業 機 械 40

電 気 電 子 40

情 報 通 信 40

建 築 40

環 境 化 学 40

同 普通 120

総合 120

同 水産 海 洋 技 術 40

海 洋 資 源 40

同 農業 食 料 生 産 40

食 品 科 学 40

同 総合 80 総 合 昼 40

同 普通 120

探究 理数探究、国際探究 80

同 普通 160 普 通 昼 40

同 普通 80

工業 機 械 制 御 40

電 気 電 子 40

環 境 技 術 40

商業 ビ ジ ネ ス 流 通 40

ビ ジ ネ ス 会 計 40

情報 40

同 総合 40

庄内総合高等学校

加茂水産高等学校

鶴 岡 南 高 等 学 校

高 畠 高 等 学 校

   ※山形東高等学校、米沢興譲館高等学校、酒田東高等学校の「探究科」は、理数に関する学科である理数探究科と
     国際関係に関する学科である国際探究科を合わせて募集する場合の総称として記載しています。

遊 佐 高 等 学 校

鶴岡中央高等学校

鶴岡工業高等学校

荒 砥 高 等 学 校

入学定員

酒 田 東 高 等 学 校

酒田光陵高等学校

酒 田 西 高 等 学 校

設 置 学 科 設 置 学 科

長 井 高 等 学 校

米沢商業高等学校

　一般入学者選抜において、理
数探究科と国際探究科をあわせ
て、探究科として募集する。

鶴 岡 北 高 等 学 校

南 陽 高 等 学 校

長井工業高等学校

小 国 高 等 学 校

米沢工業高等学校

米 沢 東 高 等 学 校

学　校　名
全 日 制 の 課 程 定 時 制 の 課 程

特　　　記

米沢興譲館高等学校

庄内農業高等学校

置賜農業高等学校

　一般入学者選抜において、理
数探究科と国際探究科をあわせ
て、探究科として募集する。

　一般入学者選抜において、普
通科と理数科は、まとめて募集
する。

　全日制の課程において、機械
科と生産デザイン科、建築科と
環境工学科は、それぞれまとめ
て募集する。
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２　山形県立高等学校通信制の課程

同

３　山形県立特別支援学校の高等部

入学定員

若干名

若干名

同 若干名

同 14

同 14

同 11

同 若干名

同 14

同 14

同 22

同 11

同 11

同 11

同 24

同 16

４　山形県立高等学校専攻科

山形県立

５　山形県立特別支援学校の高等部専攻科

山形県立 若干名

若干名

生産技術 若干名

看　　　護 40

普　　通

同 山 形 聾 学 校 県下一円
商業技術

楯岡特別支援学校
大 江 校

　寒河江市、河北町、西川町、朝日町
　大江町

山 形 盲 学 校 県下一円 理　　療

学　校　名 受入れ区域 設置学科 入学定員

上山高等養護学校

　山形市、米沢市、寒河江市、上山市
　村山市、長井市、天童市、東根市
　尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町
　河北町、西川町、朝日町、大江町
　大石田町、高畠町、川西町、小国町
　白鷹町、飯豊町

普　　通

鶴岡高等養護学校 　鶴岡市、酒田市、庄内町、三川町、遊佐町 普　　通

村山特別支援学校 　山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町 普　　通

　村山市、天童市、東根市、尾花沢市
　大石田町 普　　通楯岡特別支援学校

鶴 岡 養 護 学 校 　鶴岡市、庄内町、三川町 普　　通

新 庄 養 護 学 校
　新庄市、金山町、最上町、舟形町
　真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村

普　　通

酒田特別支援学校 　酒田市、遊佐町 普　　通

米 沢 養 護 学 校 　米沢市、南陽市、高畠町、川西町 普　　通

ゆきわり養護学校 　県下一円 普　　通

米 沢 養 護 学 校
西 置 賜 校

　長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 普　　通

保健理療

山 形 養 護 学 校 　県下一円 普　　通

山 形 聾 学 校 　県下一円 普　　通

普　　　通 80

学　校　名 受入れ区域 設置学科

普　　通
山 形 盲 学 校 　県下一円

庄内総合高等学校

山形県立

学　校　名 設置学科 入学定員

山形県立 霞城学園高等学校
普　　　通 120

服　　　飾 40

山 辺 高 等 学 校

（注）受入れ区域について特別な事情がある場合には、校長が調整する。

学　校　名 設置学科 入学定員
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議第  ２  号  

令和５年度山形県立高等学校入学者選抜基本方針の決定について 

令和５年度山形県立高等学校入学者選抜基本方針を別紙のとおり決定する。 

提 案 理 由 

 令和５年度における山形県立高等学校入学者選抜に係る基本方針を定める

必要があるため提案するものである。 

令和３年10月14日提出 

山形県教育委員会

教育長 菅 間 裕 晃
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令和５年度山形県立高等学校入学者選抜基本方針（案） 

 令和５年度山形県立高等学校全日制の課程及び定時制の課程の入学者選抜は、次の方針に基づい

て行う。 

１ 入学者の募集は、県教育委員会の公告に基づき、各高等学校長が行う。 

なお、教育長が特に必要と認める場合は、第２次募集を行うことができる。 

２ 入学志願は次の各号に定めるところによる。 

(1) 入学志願は１人１校とし、在籍又は出身の中学校、これに準ずる学校、義務教育学校又は中

等教育学校（以下「中学校」という。）の校長を経由して行うものとする。

(2) 入学志願に係る通学区域は、「山形県立中学校及び高等学校の通学区域に関する規則」（昭和

24年３月県教育委員会規則第４号）の定めるところによる。

(3) ２校以上に同時に志願した者は、選抜の対象から除外する。

３ 入学者の選抜は、各高等学校長が、それぞれ次の各号に定めるところにより行う一般入学者選

抜、推薦入学者選抜及び連携型入学者選抜のうちいずれかの選抜方法により、各高等学校、学科

等の特色に配慮しつつ、その教育を受けるに足る能力・適性等を判定して行う。 

  選抜は、中学校における学習等の諸活動の記録及び県教育委員会が実施する学力検査の成績等

の資料に基づいて行う。 

ただし、併設型高等学校においては、当該高等学校に係る併設型中学校の生徒については入学

者選抜は行わない。 

(1) 一般入学者選抜は、次に定めるところにより行う。

ア 中学校長から送付された調査書及び学力検査の成績に基づき選抜する。ただし、体育科及

び音楽科の選抜においては、適性検査を行い、その結果を選抜の資料として加えるものとす

る。

イ 調査書中の各教科の評定と学力検査の成績の比率は、高等学校長が定める。

ウ 必要に応じて面接を課し、この結果を選抜の資料に加えることができる。

エ やむを得ない理由で学力検査、適性検査、面接を受検できない受検者に対して、５教科の

学力検査問題による追検査、適性検査、面接を別日程で行うものとする。

(2) 推薦入学者選抜は、専門学科、総合学科及び全日制の課程で入学定員 40 名の高等学校（分

校を含む）において、必要に応じて、次に定めるところにより行う。

ア 推薦入学者選抜は自己推薦によるものとする。この場合、学力検査を行わずに、自己推薦

書、調査書及び面接に基づき選抜する。ただし、体育科及び音楽科の選抜においては、適性

検査を行い、その結果を選抜の資料として加えるものとする。

イ 必要に応じて作文、実技検査及び当該高等学校作成の基礎学力検査を課し、これらの結果

等を選抜の資料に加えることができる。

ウ 連携型中高一貫教育を行う高等学校が行う推薦入学者選抜には、当該高等学校に係る連携

型中学校の生徒は志願することができない。

(3) 連携型入学者選抜は、中高一貫教育を行う連携型中学校から連携型高等学校への入学者の

選抜に当たり、次に定めるところにより行う。

ア 学力検査を行わず､「学習のまとめ」及び面接に基づき選抜する。

４ 調査書を選抜の資料とする場合は、調査書中の「特別活動等の記録」及びその他の記録にも十

分留意するものとする。 

５ 学力検査は次の日程で行う。 

⑴ 本検査は、令和５年３月７日（火）に行う。

⑵ 追検査は、令和５年３月 12日（日）に行う。
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６ 学力検査は、次の各号に定めるところにより行う。 

(1) 学力検査は、すべての学校・課程・学科において国語、社会、数学、理科及び外国語（英語）

について、各教科同一問題で一斉に行う。

(2) 学力検査の問題は、中学校学習指導要領（平成 29年文部科学省告示第 64号）に基づいて出

題する。

(3) 検査時間は、国語、社会、数学、理科、外国語（英語）それぞれ 50分とする。

(4) 配点は、国語、社会、数学、理科、外国語（英語）それぞれ 100 点とする。ただし､高等学

校長が必要と認めるときは、特定教科の配点の比重を変更することができる。

(5) 追検査の学力検査問題は本検査と同程度の難易度による出題とする。

７ 高等学校長が必要と認め、自己申告等に関する書類が提出された場合は、これを選抜の資料と

して加えることができる。 

８ 合格者の発表は、令和５年３月 17日（金）に受検番号によって行う。 

９ 国立諸学校を受検して合格した志願者については、在籍又は出身の中学校長は、志願先の高等

学校長に対し、国立諸学校への入学の諾否を報告しなければならない。 

10 県外からの志願者受入れについては、別に定める。 

11 その他入学者選抜の実施上必要な事項は、別に定める入学者選抜実施要項に示す。 

付 記 

１ 高等学校専攻科の入学者選抜については、別に定める。 

２ 定時制の課程における成人の入学者選抜及び通信制の課程における入学者選考については、

別に定める入学者選抜実施要項に示す。 
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議第 3 号

押印等の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則の制定について

押印等の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則を次のように制定する。

押印等の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則

(教育職員免許状に関する規則の一部改正)

第1条教育職員免許状に関する規則(昭和30年4月県教育委員会規則第5号)のー

部を次のように改正する。

第Ⅱ条第5項「署名押印して」を「記名して」に改める。

別記様式第1号、別記様式第3号、別記様式第5号及び別記様式第10号中「@」

を削る。

別記様式第Ⅱ号中「印」を削り、

教諭の氏名

及び押印

別記様式第12号中「⑳j を削る。

呂1信己様式第13号中「印」を削る。

別記様式第14号から別記様式第16号まで及び別記様式第20号の2から別記様式

第22号までの規定中「@」を削る。

別記様式第23号及び別記様式第24号中「⑳」を削り、

印」を「年月「年月日 日」

に改める。

別記様式第25号及び別記様式第26号中「⑳」を削る。

別記様式第27号及び別記様式第28号中「⑳」を削り、

印」を「年月「年月日 日」

に改める。

⑳

@

@

教諭の氏名

⑳

⑳

⑳

を

@

@

に改める。
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(学校教育法施行細則の一部改正)

第2条学校教育法施行細則(昭和32年5月県教育委員会規則第4号)の一部を次のよ

うに改正する。

呂1信己様式第5号中「印」を削る。

(学校給食法施行細則の一部改正)

第3条学校給食法施行細則(昭和33年6月県教育委員会規則第13号)の一部を次の

ように改正する。

別記様式第1号中「印」を削る。

別記様式第2号及び別記様式第3号中「印」を削る。

(山形県教育委員会職員被服貸与規程の一部改正)

第4条山形県教育委員会職員被服貸与規程(昭和38年5月県教育委員会規則第Ⅱ号)

の一部を次のように改正する。

別記様式第1号別紙中

加献卸"[亟亙亙回*巨亟亘回"、[Ξ^

*1^回.、[厘^.1^^

匝長^.1^ヨ

同様式の備老第3項中

巨一匝回*1^.、匝匝回別記様式第2号中

を

「担当者受領印」

匝一画

に改める。

巨匝亙回*1^・、巨匝回別記様式第3号中

.巨^].、[1^*[ー^ に改める。

を「担当者受領確認」

に改める。

に改める。

議3-2

に改め、



(山形県立学校の授業料等徴収条例施行規則の一部改正)

第5条山形県立学校の授業料等徴収条例施行規則(昭和"年7月県教育委員会規則

第10号)の一部を次のように改正する。

呂1信己様式第1号中「⑳」及び「印」を削る。

(山形県高等学校定時制課程及び通信制課程修学資金貸与規則の一部改正)

第6条山形県高等学校定時制課程及び通信制課程修学資金貸与規則(昭和四年12月

県教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

別記様式第1号、別記様式第1号の2、別記様式第3号中、別記様式第5号及び

別記様式第7号中「(記名押印又は署名)」を削る。

(山形県教員の大学院における研修に関する規則の一部改正)

第7条山形県教員の大学院における研修に関する規則(昭和56年4月県教育委員会

規則第8号)の一部を次のように改正する。

呂1信己様式第1号、別記様式第3号及び呂1信己様式第4号中「@」を削る。

(山形県教育財産管理規則の一部改正)

第8条山形県教育財産管理規則(昭和印年3月県教育委員会規則第2号)の一部を

次のように改正する。

卿信己様式第3号、卿信己様式第5号、別記様式第6号、別記様式第9号及び別記様

式第9号の 2 中「団」を削る。

卿信己様式第10号、別記様式第12号及び別記様式第13号中「@」を削る。

(山形県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規

則の一部改正)

第9条山形県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関す

る規則(平成元年8月県教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。

第2条第4号中「及び印鑑証明書」を削り、同条第5号中「及び印鑑証明書」を

削り、「)並びに」を「)及び」に改め、同条第6号中「及び印鑑証明書」を削る。

別記様式第1号から別記様式第6号の4まで及び別記様式第8号中「@」を削る。

(山形県教育委員会聴聞の手続に関する規則の一部改正)

第10条山形県教育委員会聴聞の手続に関する規貝IK平成6年10月県教育委員会規則

第7号)の一部を次のように改正する。

第Ⅱ条第1項及び第3項中「、主宰者がとれに記名押印しなけれぱ」を「なけれ

ば」に改める。

別記様式第3号、別記様式第4号、別記様式第6号及び別記様式第7号中「(記

名押印又は署名)」を削る。

(山形県技能教育施設の指定の申請等に関tる規則の一部改正)

第Ⅱ条山形県技能教育施設の指定の申請等に関する規則(平成9年3月県教育委員

会規則第3号)の一部を次のように改正する。

別記様式第1号及び別記様式第2号中「⑳」を削る。

議3-3



(県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行

規則の一部改正)

第12条県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

施行規則(平成9年4月県教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

別記様式第1号中「⑳」を削る。

別記様式第2号中「⑳」及び「印」を削る。

別記様式第3号から別記様式第14号まで及び別記様式第16号から別記様式第20

号までの規定中「⑳」を削る。

(山形県高等学校奨学金貸与条例施行規則の一部改正)

第13条山形県高等学校奨学金貸与条例施行規則(平成15年4月県教育委員会規則第

2号)の一部を次のように改正する。

⑳」別記様式第1号から別記様式第1号の3までの規定中「申請者

を「申請者」に、

ふりがな

氏名

ふり

氏

がな

名

別記様式第3号中「@」を削る。

別記様式第5号中

別記様式第8号及び別記様式第9号中「⑳」を削る。

(指導改善研修に関する規則の一部改正)

第H条指導改善研修に関する規則(平成20年3月県教育委員会規則第3号)の一部

を次のように改正する。

に改め、印を削る。

@ を

区区区1回*E^別記様式第1号中

呂1信己様式第2号及び別記様式第3号中「印」を削る。

に改め、印を削る。

⑳ を

議3-4

に改める。



附則

この規則は、公布の日から施行する。

この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙について

は、当分の間、使用するととができる。

議3-5

提案理由

行政手続き等における押印等の見直しに伴い、規定の整備を図るため提案するもの

である。

令和3年10月14日提出

山形県教育委員会

教育長菅間 裕晃

1
2



1 「行政手続等における押印・書面・対面規制の見直し方針」の趣旨

行政手続等のオンライン化の実現に向け、手続ごとに必要性を検証のうぇ、
【見直しイメージ】

①押印の原則廃止

②書面の原則廃止、添付書類の廃止・簡略化

③対面伸請者等が直接窓口等を訪問し行う手続)の原則廃止

押印等の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則の制定ついて

2 方針の対象となる行政手続等

0 法令等に基づく行政手続のうち、教育委員会の裁量で手続の方法や様式等を改変できるもの

0 条例等に基づく行政手続

0 内部手続(内部決裁及び教育委員会から県民等へ発出する文書を除く)

教育委員会規則

※ 91件のうち、 1件は次の議第4号で付議、10件は11月定例教育委員会に付議予定。

規則数

3 改正規則

教育職員免許状に関する規則

学校教育法施行細則

学校給食法施イテ細則

山形県教育委員会職員被服貸与規程

山形県立学校の授業料等徴収条例施1子'規則

山形県高等学校定時制課程及び通信制課程修学資金貸与規則

山形県教員の大学院における研修に関する規則

山形県教育財産管理規則

山形県教育委員会の所管に属する公益イ言託の引受けの許可及び監督に関する規則

山形県教育委員会聴聞の手続に関する規則

山形県技能教育施設の指定の申請等に関する規則

県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

山形県高等学校奨学金貸与条例施イ子規則

指導改善研彦に関する規則

うち改正

規則数

52

うち押印が必慶

な手続き数

14

図、翻圏
擢0・香面え廃止

94

うち廃止する

手続き数

電子嚇膏ノ岼劉子

91 (※)

4 改正内容

行政手続又は内部手続に係る様式について押印の廃止をするもの

押印を存続する手続き

契約書に準じるもの

(借用証書、保証害など)

5 施行期日等

0 公布の日から施行

0 経過措置として、現にある改正前の様式による用紙は、当面の間、使用可能

令和3年度内(令和4年3月末日まで)に完了0 規則等以外の押印の見直し

議3-6



教育職員免許状に関する規則新旧対照表

第1条~第10条の2 一略一

第Ⅱ条一略一

2~4 一略一

5 前項の宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、かつ、

これに署名押印して行うものとする。この場合

現

において、当該宣誓書には、良心に従つて真実

を述べ、何事も隠、さず、何事も付け加えないこ

とを誓う旨が記載されていなければならない。

第12条~第17条一略一

嘱己

式第1号

行

山形県教育委員会殿

教青職員免許状授与願

1条~第10条の2 一略一

Ⅱ条一略一

~4 一略一

前項の宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、かつ、

これに記名して行うものとする。この場合にお

県征紙はり付け櫑

議3-フ

私は,教育職員免許法第5条第1項第3号から第6号までに規定寸る者に該当しない

ことを宣誓し、下紀の教育職員免許状の授与又は教育職員免許状への新教育領域の迴加

を関係書類を浮えて出願L主す。

改

]免許状の種類

2教 科

3 特別支援教管領域

注意 1 免許状の種諏の項には、免許法第4条第2項又は免許怯施行規則第63条第2

項芯Lくは第63条の2第2項に規定する井通免許状の種類を記入するこ●。

2 教科の項には、必要のある考のみ、授与を出願ナる免許状に係る數科(教科

の領城の一部に係る事項を含む。)を記入すること、

3 "別支援教育領妓の項には、"別支援学校の緻員の免許状の授斗又は免許状

~の新數青領域の追加を出願L1うとする者のみ、免許怯第2条第4項に規定

tる特別支援教育領域を記入tること'

4 教育職員免許庄第5条第1項第3号かみ第6号主での規定は、炊のとおりで

6う02

敏育職員免許庄第5条築1項抜枠

(3)業倒以上の刑に処せられた名

( D 第10条第1項第2 号又は第3 牙に該当ナることにより免許状がその効

力を失い、当該失効の日から3年を経過Lない者

(5)第Ⅱ条第1項から第3項までの規定により免許耿取上げの処分を受け

当該処分の日から3年を羅過しない者

(6)日木国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立し

た政府を暴力で破壊寸る二とを主張寸る政党その他の団体を結成し、又は

これに加入Lた者

いて、当該宣誓書には、良心に従つて真実を述

べ、何事も隠さず、何事も付け加えないととを

誓う旨が記載されていなければならない。

12条~第17条一略一

11記

式第1号

正

籍地

住所

(電話番号

案

年 月

りがな
名

H

年

記

井 日牛(男

山形県穀訂委員会貸

(旦

女)

教脊職員免許状授5廂

県征紙はり付け欄

式第2号

式第3号

私は、教青職員免許法第5条第1項筑3号から第6号主でに規定1る者に該当Lない

ことを宣誓L、下記の教青職員免許状の授与ヌは教育職員免許ガ;への新教育領城の追加

を関係書類を添えて出願しま寸、.

1 免許状の種類

科2 敏

3 特別支援教育領域

注意】免許状の種類の項には、免許沙第4条第2項又は免許紘施行規則第63条第2

項若しくは第卵条の2第2項に規定すろ普通免許状の種類を記入すること。

2 教科の項には、".要のある者のみ、授与を出願する免許状に係る教科(教科

の領城の一部仁係る事項を含む。)を記入tること、

3 特別支援教官俺域の項には、特別支援学校の教員の免許状の援与又は免許状

への新教脊領域の追加を出願しようとする者のみ、免許法第2美第4項に規定

する特別支援教育領域を記入すること。

4 教青職員免許法第5条第1項鋪3号から第6号主での規定は、炊のとおりて

左コる'

教育職員免許法第5条第1項抜粋

(3)禁鋼以上の刑に処せられた者

(■第10条第1項第2 号又は第3号仁該当することによ"免許壮がその効

力を失い、当該失効の日から3年を靴過しない者

(5)第Ⅱ条第1項から第3項主での規定により免許状敗上げの処分を受け、

当該処分の日から3年を経過Lない者

(6)日本国憲法の施行の日以後において、日本困憲法又はその下に成立L

た政府を暴力で破壊寸るこ七を主張する政党その他の団作を結成し、又は

これに加入した名

一略一

籍地

住所

(電話得月

年

ε、リ

氏

月

がな
名

日

年

記

月 罫生(り」・女)

、式第2号

式第3号

一略一

木
現

本
現

小
氏

2
5



泛'ナ11゛と寸る

4ι許".d」廷勲

孤碍貸惰く11

鳥硯兆許υ

勤筵の端所

{甥弗壮名}

k姥に姻d る'1蛸占

職竜

出顎名■職及び氏タ

良ιiな虚鎖、で

鰯務した断同

教

県証紙はり什け槻

敵マ;匂."Ⅱ

式第6号一略一

料

私は、數育職員免許怯第5条第1項第3号から第6号主でに規定する名に該当Lない

とを宣誓L、教青職貝検定による下記の教育職員免許状の授与又は教育職員免許状へ

記

[]香.'

U土、C

の新教青預域の追加を関係書顯に蔀えて出願Lます

口

胤鷄火奔

1に、し

Π主て

児童,1 仙及び詞倖かしの1

"

免許状の種類

教 科

特別支援教育領城

規則第冊条第2項若しく仕第3頂に規定する免許駄の種類を記入するご上

2 教科の項には一必要のある者のみ、授与左出願ナる免許状に係る數科{數科

の領域の・部に係る堪項を含む。)を記入すること。

3 特別支援教育領域の項には、特別支援学校の教員の免許状の授与又は免許状

への新教青傾域の追加を出願しようとする者のみ、免許怯第2条第4項に規定

する特別支援教青領城を記入すること。

4 教青職員免許注第5条第1項第3号から第6号までの規定は、吹のとおりて

ある.

教育職員免許法第5条第リR抜粋

(3)禁鋼以上の夘」に処せられた名

(4)第10条第1項第2号又は第3号に荻当することにより免許耿がその効

力を失い、当該失効の日から3午を雜過しない者

(5)第H条第1項から錦3項までの規定により免許状取1:げの処分を受け

当該処分の日から3年を経過Lない者

(6)"本国憲法の施行のHLI.後において、日本国憲法又はその下に成立L

た政府を曼力で破壊1ることを主張,る政党その他の団体を結成L、又は

二れに加入した者

式第6号一略一

長開H恥、 1、騒穿1上上"

騒kに誌事しむ小ウた噸隠

Ⅱ'.む

Ⅱ主で

」1

"マ

本縮地

現住所

(電話番号

ふりがな

名氏

11

良■1な虚績で鳧籍Lた非"勲

11ι、む

肌"→

Ⅱ

Ⅱ"、ら

"主で

註意 1 免許状の種類の項には、免許怯第4条第2項若Lくは第4項父は免許怯施行

U

Ⅱ"寸コ

Ⅱ主で

受け上]Ξ・1'π)

免m 討、仍琢勧

1記の主お"であるこどを証剛1る

"かむ

11 ミで

鼠礎貸挌X仕

域礎鳧江状

1に,「」

H 上で

肱から

Ⅱミで

{1

髭亮の場所

f勤務牧●.J

斗倉 l r職商[勺マ;」山桐仁註.判汽赦U.川「奈翁等を立1/、可'る二と、主た、溌粛卦丈壮笈藷山場nに.そ

Ⅱかし

Ⅱ主で

咋

" Uι#1携糊弊左蹄算Lた髭籍陶兇の実翫"験}

k1乞にILI、J る'1fl,1゛;

錨務抑揚1所が"捌立授?收●場介仁仕、 d学部,小?怖弊託弁及び扣"數U〕旨を'己ノ、,'ろこと

"領域ゾ"Xも紀ノ、・」る二と

2 {所繍異仍内見」 J〕燭仁11、愚介計血,歓材研究、¥昇摺興、,1t'1h騨、党竜,1.11.順τ円'1隻小りm輪

鼻.分掌出巷気輿,火h/J、勇跨.閏鐙井仁一"、て、貝1ιゞ力に玉】人ナるこ占

3 二田a剛寺け、1霽属竪長び災籍a制貞仟よ}二訂いて朗1+J ること

」折罷長央儁見

j}

"野 n

Ⅱ

職タ,

式第5号

1"吻1冉山照及てて↓〔字,

教青職員樟定願

旦6fむル欺で

勤窃Lた馬問

所

山形県教育委員会殿

属

宏務証捌責Ⅱ三

凱

年

R

IR?}{1、ⅡⅡ

興山

月

科

教育職n

ΠノJ.、ノ

U 主、C

Π

{1

年

職亮N¥

県i鹸長はり付け欄

Ⅱ力、ン

a 主、C

月

月

長則fι獄1.{、軽τにと"

瑳勗に徒事L九かうた身間

"カ'ら

" 1叉'

n"九1是断で勤務Lたり,Ⅱ数

Π、1

'1

打から

UI-,

砕小

私は、教育職員免許法第5条第1項第3号から第6号までに規定寸る者に該当Lない

とを宜誓し、教育職員検定に上る下記の教青職員免許状の授与又ば教育職員免許状へ

Ⅱ

検

Π力む

" 1で

J新敏育伺城の追加左閥係書顛に添えて出願し主す。

暑

Π

期

定願

Uか巧

"主で

日生(男・女)

1'L!●と才JJ」である:をを'1U引すろ

11から

U1で

待1

免許状の種類

科教

特別支援教青預城

規則第腿条第2項若しくは第3項に規定寸る免許状の種類を記人ナること

2 教科の願には、ι腰のある名のみ、綬与を出願する免許状に係る教科(教科

の領域の一部に係る事jo.を含む。)を記フ、すること。

3 特別支援教介領域の項には、特別支援学校の教nの免許状の授り又は免許υ

への斬教青韻城の追加を出願Lようと寸、る者のみ、免許法第2条第4項に規定

する特別支援教青做域を記人十ること。

4 教育職員免詐怯第5条第1項第3号から第6路までの矧定は、女のとおりで

古〕るコ

教青職負免許法第5条第1項抜"

(3)紫網以上の刑に処せられた者

(q)第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効

力を失い、当該失効の日から3年を羅過しない者

(5)第Ⅱ条第1川から第3珀までの規定により免許状取上げの処分を受け

野該処分の日から3圷を経過しない占

(6)日木田杢法の施行の昌以後において、日本国雀怯又はその下に成立し

た政府を曼力で破壊ナることを士帳tる政覚その他の団体を結成L、又は

これに加入した者

'1

本籍地

現住所

(電話番月

ふりがな
氏 名

"カ、む

Ⅱ'で

注態 1 免許状の種顛の狼には、免許怯第4条第2項若Lくは第J項又は免許恕施行

」」

Ⅱ力.'〕

H 生で

{1

議3-8

11,」] U

】 1曝藷H¥"仍欄に仕

ψ1弓左記人司、る!と.む才0

ff勧域の呼詫,認人十ること

2 「/,「輔jιの1禿見」の楓にι1、敏青311'i、キミ材既究、 7冉擢非.'1.i工揣畔

頼.分掌事蒜処N、丈11力、動轟峩貸排に0いて、札IW」仁認八1るt上

1 この乱川害け,所属"及び支袴鉦咽責任冉仁北いて厳封,るこ上

年

"カ、も

Π上で

イ1

」1 「Ⅱ畔」謝惜r手を貯界 Lた動藷瑚1司゛」りて,1」1最)

月

1壬罷長の"i見

」]

日

fl

式第5号

午

史務驫τ1,!貰Πよ

般町敏科、川町ミ窃等を髭人ナる二と.また,尖#動父は牧錺山場nけ、そ

勤務仂塒j崎が"別立桓¥校の場介に」1、小Υ部、中Y部等iτ真及び扣、駐

配

刀

所

日生(り」

山形県教育委員会鳳

踊

0

女)

長

剛嬬

饗
務
山
靜
働

人
務
の
げ
"

,
寸
 
F
1

、
も

告
』

苛
 
b
,

討
町

"

音
突

介
町

f
 
{

"
"

1
 
台

打
訂

"
"

丸
"

{
'

"
リ

Ⅱ
"

q
打

Ⅱ
"



式第10号

氏 名

本籍地

現住所

身休に閑する;止明書

身

体

長

胎

重

肖

囲

柱

視

年

力

色

月

Cm

眼

聴

判,

右

取

日生

既往症

耳

疾

右

Cm

力

兜・女

式第10号

呼吸器

左

その他の猫気及ぴ異常

疾

循環器

左

運動機能

上記のとおり証明しま寸,

年月日

氏

皮

名

本籍地

精神機能

膚

注意この証明書は、願苔提出前3月以内のものとtること、

現住所

身作に閼寸る証明書

式第Ⅱ号

身

語

体

長

既

重

山形県教育委n会教育長殿

学按●

校長氏名 鎚

下記のとおり免許教科以外の教科の教授を担任tることを許可してくださるよラ申;青

背

免許數科」11.外の教科を担任することの許可申請書

囲

柱

視

L 土・J、。

年

力

色

月

Cm

マ濯Z

"Ⅱ'で

眼

聡

右

神

蚫

日生

既往症

耳

右

疾

C皿

力

男・女

YE・11字,

呼吸器

左

疾

その他の病気及び異常

急諭の氏弔略

ド"ヒ

循環器

左

運動機能

融

上紀の主おり証明し主す.

年月 B

科

皮

扣仟L上

ー・1
數青職員鳧

年

記

宅

精神機能

膚

月

t打IF地

注意この証明寄は、願書提出削13月以内のものとすること。

)主

日

式第Ⅱ号

朔

語

t る教共

山形県教青委員会教古長殿

'1 」1 11JJ.むイ;ヰ U 主、C

"

問

免許教科以外の教科を担任寸ることの許可申請書

←一ー}

イ1. 11 1]ノ」、q〕 tl

下紀のとおり免許教科以外の教科の教綬を担任寸ることを許可してくださるよう申舗

L 主,',

"η"カ.む坪月Ⅱ主で

励イ」寸る鳧許

試肌径蔦壁び

継H山

ξト」1 Ⅱι.

」]Π主一

設蟹壱

'「.」」Ⅱ力ゞ,臼

!ト']芽 t'ζ

" 1] 111,..,Ⅱ

〔・・・・→

〔佼气

丸打荘み、之司」」

拜 n主一

髄詠の氏乳

η

熟

H 打井、ン打門霞ミで

0 11主で

学枝名

校長氏名

科

熨仟

午

t・・1

記

フ.

]上で

L 上

円

j葺イf地

日

」 レ司

閉

る勲軒

イ1

固

" 11ι、1,訂、」]Ⅱ主て

1-、・・-1

り"Ⅱι、し郎"罫主C

η

所'・」る音共

軟1'」廷顎及び

敦鼻111

」」駐二、し'1二Π打支で

ヨ、Ⅱ 11/,"ン打'ⅡΠミて

勺 門Πブ寸""""ミC

(、・脚)

イ1 Jj tjJ>.t,'1

議3-9

,1 」」{1,、ゞ{1

{F IJ H,いら勺

」1 ヨミ、ー

"Ⅱ夕で

言

裸
眼

矯
正

所
師

住
咲竺

言

刊

裸
眼

矯
正

住
医

再
合



'1Ξ{1

鞭反 ?紐数

1 {{

免許

2打

田新

粒興別

3 ι1

汝愉

1打

;1

勲n数

鼠窒

..、

計 駿

'巳,1拶,之

異阿

農

R

嬪

教論

買

業

戊

助椴;訴

X習

心

1

ギ鮖

最

{j、?

玖二)

K

1,

似雄怜☆

業

小計

赫

'i;暴

数

契洲

商

そ山他
の1亀n

ι
」

リ

ナ、';

'

傑

H生〔男・女)

畔

健

ノ、
f l

永

創

Ji

"

佐

産

伽

^

計

1週'1た"の打仟闘盟数

英

姉゛

炭

免許
敦科

,式

f配

編戒

、r ,f

ヨ与問
数

゛媛数

】打

兜列

議3-10

兜許

、,1i風

N

式第12号

免詐艷兵U外●

g寺間
数

気科別

Ⅱ丸

美 1打

4"

存庖毅科

"

教札数

駐業

』'、

計

山形県教育委員会殿

職

地夫ド子也

'

k台

農

n

婿

駐諭

氏

衆

特別免許歌検定願

」女

哨数諭

火習

道

公

県証紙はり付け欄

講部

量

(人リ

J女棒)

?,

W健作斉

ミ

1キ

、」、盲1・

Xイ1

!断

私は,數育厩員免許注第5条第1項第3号から第6号までに規定する者に該当しない

モの他
●職員

f゛

リ

ことを宣誓し、愨育職員検寔による下記の教育職員特別免許状の授与を朋係書類を添え

て出願しまt.

名

{¥

望

」瑚

健

介計

乳駿

粁験

匂駐

永

"

1 免許状の種類

2 教科又は事項

注意 1 免許献の種類の項には、免許法第4条第3項に規定寸る特別免許状の種類を

1上

π

書

」、
」」

誘

】淫町 1 " U〕1"仟噛凋数

業、

籍地

住所

(電話番号

語

孝

年

嘘

記入すること。

2 教科の項には、必要のある者のみ、授与を出願する免許状に係る教科(教科

の領域の一部に係る事項を含む。)を記入すること。

3 教育職員免許法第5条第1項第3号から第6号・までの規定は、炊のとおりで

月

士習

日

盟"

兜詐嚢昇以外の

式第12号

年

記

排

男

触青職員免許法第5条第1項抜粋

(3)柴繼以上の刑に処せられた者

(4)第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効

力を失い、当叢失効の日から3年を経過しない者

(5)第H条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、

当該処分の日から3年を羅過Lない者

(6)日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立L

た政府を曼力で破壊ナることを主張する政党その他の団体を結成L、又は

これに加入した者

音教"

髭

日生(男・女)

山形県數青委員会殿

特別免許状検定願

爆証抵はり付け欄

式第13号

私捻、數育職員免許注第5条第1項第3号から第6号までに規定する名に該当Lない

ことミ宣誓し、數育職員検定による下認の數育職貝特跳免許状の授与を関係書類を添え

て出麺します,

1 免許状の種傾

2 數粁又は事項

注意 1 免前状の種類の顎には、免許並第4条第3項1こ規定,る特別免許状の種類を

本籍地

現住所

{奄話番号

りがな
名

年月

年 開

記入吋'ること.

2 急科の項には、必亜のある者のみ、授ぢ.を出願する免許状に係る數科(數科

の領域の一郁に係る事項を含む。)を記入,ること。

3 數育騒員免許塾第5条第1項第3号から第6号までの規定は、汰のしおりで

"

數育職貝免許注第5条第1嘆抜砕

(3)紫網以上の剤に処せられたお

(4)第10条第1項第2号又は第3号に註当する二とにより免許状ボその勃

力を失い、当該失効のUから3年を経還Lない老

(5)第Ⅱ条第1項から第3噴主での現定に上り免許状取1二げの処分を受け、

当詮処分の日から3年を経過Lない名

(6) n4国憲注の施行の臼以後において、 B本国憲往又はその下に腿立し

た政府を暴力で破嫉することを主彊,る政党モの他の鴎体を結成L、父は

二れに加入した名

式第13号

記

り力

め0

駈

英

'
、

話
具

吉

訂
科

免
鞍

瓢

野
専ヤ

.

/
J

業

謡
弁

耆

「
立

喋
驗
敦

ふ
氏

本
現

な
名

ι

ふ
氏

るあ 0

鰹
呼

教
赫
部 印

教



助靴繍捺用に閔ナる理由書

当委員会(学校)上しては、教諭替通免許状を有する者を採用tるこ主ができない現

状{二あるの、で、下記の者を助繊猫上 Lて援用したい.

月

年月日

氏 名

採用予定年月日

校名孚

発令内睿4

式第14号

數青委員会〔校長氏名)

記

山形県數育蚕員会殿

ι1.
、,ー 月

戀育職員免許状書換願

県鉦紙は"付け欄

日

助鞍諭採用に悶寸る理由書

当委員会(孚校)上しては、穀諭苔通免許状を有する者を採用司、るこ上ができない現

免許状の書換えを鬨係書類を酢えて出願Lます,

蚤

Ik{二島る山で.下記の耆を励靴諭上して採吊Lたい"

年

理由

変更前の氏名(本籍地)

書き換えようと1る免許状

月

籍地

住所

{竜話爵号

がな
名 」、三

H生(男・女)年月

を変更Lましたので、下記の數育職員H11けで氏名(本籍地)

年

種

年

氏 名

採用予定年阿日

字校名

ノ、 内容発

月日

教

ふり
氏

民

月

特別土才墾數育領城

日

甑

器

式第H号

記

科

長

教育委負会〔校長氏名)

記

授

年月日

号

与

山形県慧育委貸会殿

与

年

式第15号

棲

権

打

者

駈育職員免許状書換題

日

県証紙はり付け榔

山形県鞍脊委貝会殿

年

免許状の書換えを鬨係書類を添えて出願L主す。

數育職員免許状再交付顯

月

年

県証掘はη付け撫

理由

変更前の氏名(本籍地)

書き換えようとする免許状

月

B

籍地

住所

(電話爵"

え1 な
条

年月日生(男・女)

を変更Lましたので、下認の數台職員臼イ1けで氏名(本籍地)

種

年

下認の勲育職員免許状を磁損{紛失}

緻

占、リ
丘

Π

本籍地

魂住所

イ窒話番号

ふりがな
名氏

(慣」ま二奈)

年月露生【男,女)

したので、その再交イ、1を出題します,

記

理由

再交イ寸を受けよう上寸る免許状

特別立援鞍青甑城

日

類

番

種

,1

科

年

長与年月 n

數

阿

授

特別支援數育領域

号

吉

顎

ぢ

口

式第15号

権

科

授打年 jl u

名

授

山形県數育黍員会殿

ぢ

年

権

年

右

緻脊職員免許状再交付願

月

県証紙け卜H,け繍

n

下記仍數青職員免許状を破掛(鉛失)

月

ι鰭地

現住所

(竜話番号

'、りがな
棗氏

(1裂ξ是宅)

年円日生〔男・空)

したので、その再交付を出願L立,、.

記

理由

再交イ・1を受けようと゛る免許状

齡

種

年

數

月

特別立援數育領域

類

日

番

嬰

授与年月Π

慢

"

議3-11
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本
現
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年

号

1
 
2

3
 
4



式第16号

山形県教育委員会殿

教青職員免許状交付願

県証紙はり付け欄

毛は、教育職員免許法第5条第1項第3号から第6号までに規定ナる者に該当しない

ことを亘誓し、教青職員免許法施行念第1条第3項の規定による下記の教青職員免許状

)交什を関係書頴に添えて出願Lま、よ。

1 免許状の種顎

科2數

注意 1 免許状の種類の項には、免許法第4条第2項又は第4項に規定する免許状の

籍地

住所

(電話番丹

年 月

種頬を記入寸、ること。

2 教科の項には、必要のある者のみ、交付を出願tる免許状に係る教科(教科

の領域の一都に係る事項を含む。)を記入すること。

3 轍育職員免許法第5条第1項第3号から第6号までの規定は、歌のとおりで

H

E

式第16号

年

記

月

敏育職員免許法第5条第1項抜粋

(3)業纓以上の刑に処せられた者

(4〕第】0条第1項筑2号又は第3号に該当することにより免許状がその効

力を失い、当該失効の日から3年を経過Lない名

(5〕第H条第1項から第3項主での規定により免許状取上げの処分を受け、

当詑処分の日から3年を経過Lない者

(6)日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立L

た政府を曼力で破壊することを主張する政党その他の団体を私成L、又は

これに加入した岩

日生(男

山形県激青委員会殿

髭

女)

教而職員免許状交付願

県証紙はり什け繍

様式第20号の2

私は、數育職員免許法第5条笛1項第3号から第6号主でに規定する者に該当しない

ことを宣誓し、數育職員免許法施行法第1条第3項の規定による下記の教育職員免許状

の交付を関係審類に添えて出願します.

山形県數青委員会數育長殿

教育職員免許状を有Lない者を非常勤の請師に

任命(歴用)しようとすることの届出書

1 免許状の種顎

科2教

注意 1 免許状の種類の項には、免許法第4条第2項Xは第4項に規定する免許状の

箭地

住所

(電話番号

"がな
名

教育職員免許法第3条の2第2項の規定により、相当する学校の教育の相当免許状を

有しない者を非常勤の講師に任命(雇用)しようとすることを下記のとおり届け出ます'

仔

種顎を記入すること。

2 教科の項には、彪、要のある者のみ、交付を出願すろ免許状に係る數科(數科

の領域の一部に係る事項を含む。)を記ノ、すること'

3 教育職員免許法第5条第1項第3号から第6号までの規定は、談のとおりで

ある。

教育職員免許法第5狐第1項抜粋

(3)業網以上の刑に処せられた者

(4)筑」0条第1項第2号又は第3号に該当寸ることにより免許状がその効

力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者

(5)笛H条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、

当該処分の日から3年を怒過Lない名

(6)日本国憲法の施行のBPI.後において、日本図憲法又はその下に成立L

た政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成L、又は

これ仁加入した者

欝生

月

記

非常勤の講部を叱、要とする学校に係る事項1

日

設

年

記

月

教授
担任

置

教授
担任

日生(男・女)

校

者

届出名

職

氏名

モの名に數授又ば実習
一担任させる理由

年

名

月

2 任命(雇用)しようとする非常勤の講師に係る事項

式第20号の 2

日

現

り

年

最終学歴及び卒業又は
年些 月 日

が

月

山形凱鰍育委員会盤育長歳

住

戀育職員免許状を有しない者を非常勤の講師に

任命(雇用)しよう上する二之の届出書

教授又は実習を担任し

ようとする事項に係る

主な資挌・職歴等

了

日から

卒奈

所

最育職員免許注第3条の2第2顎の燐定に上り、相当tる学牧の曇育の相当免許状を

有Lない者を非常勤の講飾に任命(離用)しようとする二Eを下記のとおり羅け出ま゛'

年

式第21号

懐一

月

記

非常勤の謂師を必亜とする学校に係る事項1

日主で

生年月日及
び男女の別

設

学

職

債

年

業

年月
男・女

校

月

者

届出者

職

氏名

その者に鹸按又佳撫習
を担荘させる理由

年

日

名

日生

卒業

月

任命(雇用)1ノよう上ナる非素鋤の講師に係る事壇

日

修一

理

り

年

最終学歴及び序業又は
修了年阿日

が

兵

住

最綬父は実習左躯任L

よう上,る事項に係る

主な資格・斑歴警

日から

所

年

式第21号

村 日まで

1月日及

議3-12

瑳

年

業

・女

門

木
現

ふ
氏

本
現

な
宅

がりふ
氏

を
鬪

習
期

饗
る

ば
せ

るあ 0

豊

を
項

智
事

饗
る

は
せ

又
き

ヌ
さ

按
任

椴
担

授
任

數
捉

力
互

ふ
氏

を
間

習
期

実
る

は
せ

又
さ

を
項

習
事

笑
る

は
せ

又
さ

羊

な
名

ふ
氏



山形県教育委員会殿

県証紙は"付け穐

數育職員免許状綬巧'証明書交付願

下記の數育職員免許状に係る授与証明各を交付されるよう出願します。

免許状の種頻

本籍地

現住所

(電話番牙
'、りがな

氏名

教科又は特別
支握教青領域

年

式第22号

月

授与当時の本籍地
及び氏名

日

有効期間更新市請審(免許状更新講習修7によるもの)
上F

山形県數育委員会殿

年月 日生(男・女〕

山形嚇數育黍貝会触

'

授与年月日

數育職員免許状授与証明去交イ.!願

県証量は畍竹け饗

県証綴はり付け欄

毛は、下記の免許状を有してお"、免許耿更新講習の課程を修了Lたため、教育職員
免許法箪9条の2第1項の規定に基づき、免許松の右効期闇の更新を申請Lます.

年

本籍地
現住所

(電話番号
勤務(干定)校・機関
職名
フりガナ

名
年月日生

注意「職名・勤務(予定)校・機閉」
名」は、記入できない揚合は不要

年

月

下記の慧育職員免許状に係る授与誠明書を交付されるよう庁癒しま,、,

記

年

月

有する免許状

日

鳧許状の種董

免許状の種類

月

年

日

月

日

曇・斐,緊

日

本籍地
現住所

(電話番号

リオ"な
右

急裂又は特博

立援數青価綾

數科父は特別
支援教育領域

月

庄意 1 免許状の写し、免許状授与証明書又は有効期間更新証明寄{有効期間が延長

年

日

免許弐嵜丹

されている場合は有効期間延長証明書)のいずれかを添付すること。
2 記入槻が不足する場合、別紙に残余の免許状にういて記入L、添付すること。

修了又は履修Lた免許状吏新講習

記

円

式第22号

綬与当時の本滝地
及ぴ民名

日

疑ぢ珂月口

有効期間更新申請書(免許状吏新講習怒了によるもの)
年

山形県數青委貝会殿

甚師城

月

選択"終傾域

樋綾

イ男・女)
及び 1駿

授与権膚

艇生〔男・'〔)

弔畢

選炉短域

免芦状に記霞
の氏t

番号

注廼

授与年突日

闇設名

免許弐に記載

の享籍地

熱註景ば力竹"橿

免許状更斬講習修了証明書又は履修鉦明書を桑付すること、
{対象免許種j には、幼稚樹、小羊枝、中羊校、高弊学校、特別支援学校の

教誇免許ガ、に対応tる講習であれぱ「教」、養護數諭免許状に対応する講習で
あれば!養」、栄養教諭免許耿に対応する講習であれぱ「栄」を0で囲むこ上
(複数ある場合は、該当する 1,のtべてを0で囲むこと〕。

年

紅は、下記の免許状を支しており、免許状更新簿習の課程を修丁したため、數育職員
免許怯第9条の2第1項の幾定に基弓き、免許状の有効欺閻の更新を申誇Lまt、

式第23号

年

月

勢間

本絡地
現住所

(倦話爵号
(予定)校・機鬨

」

フりガナ
氏名

(男・女)年月日生
注意「或名・勤銘(于定)校・機関1 及び「職

名」は、記入できない鳩令技不喫

月

日

有する免許状

修、]'イ騒修]'「"日

年

貝

"

盡"状の樗奉

U

興

寺

議3-13

臼

坏

月

最斜X社勢別

宝撫量青煙域

写

月

月

対畠鳧ず種

日

作

注意

月

日

日

丘

"

灸許丘書号

容

記

1 免許状の写し、免許岐授5,証明書又江右効期閻更覇証明書(有効期閻が誕長
されている場合は有効期鬪廷長証明書)のいずれかを添付するこ上、

2 認入棉が不足する場合、別綴に残糸の免許状について記入し、添イ丁,、ること.

"

數・蔓・栄

B

2 修了父け履修Lた免許状更新棄習

急・彊・栄

日

檀与坪戸6

數・共・弐

番号・

ι蛙聶域

電択'娃傾域

煽拡

墨与権貴

遷挟優域

鳧武サに巽鰻

の氏峯

屬殴者

免許壮に記輩

仍牟蛉蝕

1 免許状更新講習笹了証明書又は履修証翊書を深付,る二と。
2 「対象免許種」には、幼稚園、小学校、中学校、高等学枝、特別立援学校の
曇諭免許状に対路する簿習であれげ「戀」、養護曇論免許状に廿広する講習で
あれば「養」、髪養數諒免許状に対応する講習であれば「栄」を0で團む二と
(複数ある場合は、該当゛るものナべてを0で醤む二と),

式第23号

艶燭 俵7 (襲薹)青■日

尋

奪

月

写

月

好最免許催

日

畔

芭

E

g

異

B

肩

鰍・興・栄

日 曇・捷・榮

日

年

,
小
氏

年

1
2

氾

意主



有効期闇更新由請書(免許状更新講習受講免醗に上るもの)

山形県數育委員会殿

異烹妖1ユリ十11づ檎

私捻、下記の免許状を有Lており、數青職員免許払第9条の2策1項の規定に基づき、
免許状更新講習の受講の免除による右効期間の更新を受ける二とを申請します。

主籍地
現侘所

【竃言舌爵号

鋤務(〒定)佼・機幽
_廠■

フりガ,
名
年月民生

往意「職名・勤務(予定)校・機関」
名」は、記入できない揚合仕不妾

1 有する免許状

免監状の棺軍

年

議3-14

扱科X'二物別

左援員倉厘域

月 日

記

注意 1 免許状の写し、免許状授与証明書又は有効期間更新証馴書(有効期鬪の廷曼

免許款番号

有効期間更新申請書(免許状更新講習受講免除によるもの)

山形県教育委員会殿

されている嶋合は有効期鬪廷長証剛書)のいずれかを添付,ること、
2 記入棉が不足する場令、別紙に残余の免許状にういて記入し、泳十門、るこ●.

免除事由
荘意表彰を受けたことによる鳩合には、表彰を行った主体・去彰を行った跡期も配

入するこ七.

長与奪見貴

(男・女)
及び「職

豊

長与俺雪

{謹明右記入槻」

する.

臭許状に謡鯵

の丘名

※上記2の免除事由に該当することの証剛のためご託入ください。
上記の者は、數育磯員免許怯施行規貝り第61条の4に規定する名に該当ナることを証閏

印年" H

県支氣「士"什け属

私は、下記の免許状を有しており、教青職員免許法第9条の2第1項の規定に基弓き
免許状更新講習の受講の免除による有効期間の更新を受けることを申請L主司、。

免酢辻に記量
の本捺博

式第24号

本籍地
現住所

(磁話番号
勤務(予定)校・機朋
職名
フりガ・ナ

名

年月日生
注意「職名・勤務(予定)校・機関」

名」は、記入できない場合は不要

有効期聞廷長申請書

山形凱數育黍員会殿

有する免許耿

免許悲の種類

年

急瓢又仕特別

立援戀育領域

月

黒誕纂吐む付け度

私は、下記の免許状を衣して翁り、數育職員免許紘第9条の2第5埴及び數奇職員免
許往施行規貝U第61条の9の規定に基づき、免許状の有効期閻の肇長を申請しま寸'.

日

注意 1 免許状の写し、免許状授与証明響又は有効期間更新証明書(有効朔問の延長

免許状喜号

有,る免許状

されている場合は有効期問延長証明書)のいずれかを訴什すること。
2 記入槻が不足する場合、別紙に残余の免許状に0いて記フ、し、添付する二と。

授与郵月口

本鰭地
現侘所

(竜話爵号
勤務校・機鬨

ノ

フりガナ
氏名

2 免除事由
注意表彰を受けたことによる場合には、表彰を行0た主体・表彰を行0た時期も記

兵熟仕の蛋顎

(男・女)
及び「職

疑与艦名

入すること。

日

量斜又壯興別

生捜愚青覇域

〔証明者記入欄}※上記2の免除事由に該当することの証明のためビ記入ください。
上記の者は、教育職員免許法施行規則第61条の4に規定する者に該当することを証明

年

免許状に記黄
の氏乳

月

よJ-
^

注意 1 免許状の写し、免許状授与証朋書又は右効期間更新証明書(有効期間が廷長

r'ー

竜許弐脅牙

免鮓状に記骸

の本寂地

羽

式第24号

月

されている場「↑1」有効期闇廷長証圍書)のい,'れかを添イ、!,、ること.
2 記入欄が不足,る燭ノ寸、別紙に発余の免許状について記入し、詠付1るこ占.

延長事由
日)月年 冊~月

延長前の有勃朔閻
延長後の有効期間

有効期問延長申鞘書

山形県教育委員会殿

掻与尋月日

年

E

村

授写糧者

日

{証明名記入欄}
上記の者は

明,、る、

免首状に賢軸

功氏圭

月

県詔無U"竹け催

私は、下記の免許状を有Lており、敬育職貝免許法第0条の2第5項及び數育職員免
許法施行拶倶1」第61条の9の規定に基づき、免許状の右効期問の延長を申請Lまt。

免曹T款に記魚

の本舞地

式第25号

司・罷2の砥長事山に叢当,ることの証閉のためご記入ください.;1

急脊職員免許粘姥行規則第61条の5に規定,、る事由に該当,ることを詔

印年月Π 日

月

有する免許状

本籍地

現住所
(電話番号

勤務校・機閨
職名

フりガナ

名

免芸状の陸額

日)

印

急昇又け"別

立塑教育類域

年

印

円

作

泣意 1 免許秋の写し、免許状授与証明書Xは有効期間更新証明番(有効期間が矼長

記

免許状爵号

臼

月

きれている場合ば有効期間延畏証剛書)のい十れかを添付・とる二と、
2 記入棚が不足する鳩合、別紙に残余の免許状について記人L、添付十ること。

延長事由

授与号月口

日生

3 延長前の有効斯問
越長後の右効期問

授"権名

(男・女)

〔証明者記入槻j ※上記2の延長事由{こ該当する二との証明のためご記入ください。
上記の名は、継育職員免許法施行規則第61条の5に規定司、る事由に該当することを証

明司、る。

鳧許状仁記貧

の氏名

年

免許状仁記叡

の本糖堆

村

式第25号

年

氾

01

窒
女男

年
口
日

年
年

生

月
月

年
年

年
 
B
 
e

打
月



更新講召修了確認申請審

山形県教青委n会殿

呉訟慧け0"け属

私は、下記の免許状を有しており、教青職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改
正する庄律{平成19年法律第98号}附則第2条第2項及び教育職員免許庄施行規則のー
部を改正tる省令(平成20年文都科学省令第9号、)附則第9条第1項の規定に基づき、
免許状更新講習の課程を修了したことについての確認を申請し主す。

本籍地
現住所

(燈話爵号
鋤銘(〒定)校・機閼
職名
ワりガナ

名 g
生(男・女)年月 日

注意「職名,勤務(丁ず■ 校 機関」及び f職
名」は、記入できない場合は不要

1 有寸る免許状

鳧蔡歌の種意

年

鯲器灘

月

注意 1 免許状の写し、免許状授与証明書、更新講習修了確認証明書又は教育職員免

口

免許駄器号

許法及び教育公務員将例法の一部を改正する法徹附則第2灸第3項第3号の確
認証明書{前回免除されている場合は型新講署免除証明番、悠了確認期隈が延
期されている塀合は修了確認期隈延期証明審)のい十れかを添什すること。

2 記入檎が不足tる場合、別紙に残余の免許状にういて記入し、添付すること.

毛ラ

2 悠了又は履修Lた免許状更新講習

授ぢ野"ロ

時麼

ι懐闇鰄

山形以數育委員会

虐援ι耀傾域

傾域

授与搾名

選些綬域

免許款仁認量
の氏輩

更新講習終了磯認申請書

殿

翼黙怒壯り竹1,撰

麟設岩

級織韻

免許状更新講習修了証明書又は股修証明書を添付,、ること。
「対象免許種」には、幼稚園、小孚校、中学校、高弊学校、特別支按字校の

教諭免許状に対応する講習であれば 1教」、養護教諸免許状に対応tる講習で
あれば「養」、栄養教諸免許状に対応すろ講習であれば!栄」を0で囲むこと
(複数ある場合は、該当するもの司、べてを0で囲むこと),

胤は、下記の免読状を有Lており、數育職員免許1ι及び數育公務員特例註の一都を改
正する怯律(平成19年注津第98号)附則第2条第2項及び數脊職員免許注施行規貝,」のー
部を改王する省令 f平成.町年文都科学省令第9瑚附則第9条第1碩の規定に基弓き、
免許状更新講習の翻程を修了した二とについての確認皇小誇Lまナ,

式第26号

本籍地
現住所

(竃工舌爵号
(チ定)校・機鬨

プリガナ
氏名

月日生〔男・女)年
(予定)校・機関」及び「職・舞務注意「職名

名」は、認入できない矯介は不喫

時闇

數育職員免前庄及び教育公務員特例庄の一部を改正する怯律(竿成W年
怯徐第98牙)附則第2条第3項第3号の確認申請書

午月
山形県教育委員会巌

1 有ナる免許状

鳧黙状●粛覇

修了{履修}坪月Π

年

't

升

數科又陸勢別
支捜靴青煙域

月

井

守

兵

対諏免ミ種

日

注意 1 免許状の写し、免許状長与証剛書、塑新毒習俸了確認証明書又け數音職員免

年

月

R

U

呉認撮佐""け樫

、

月

童許状暑号

日

許法及び數育公務員特例注の一都を改正tる注捧鷲則第2条第3項第3号の確
認証明書(前回免除されている場合は更新講習免除蒜馴書、修了確認期隈が延
期されてぃる鳩合は悠了破認期隈延糊証明書)のいずれかを添十j、,'ること、

2 記入梶が不足tる場合、別紙に残余の免許状について記入L、添イ,ナ、す、ること

月

記

勧・養・炎

私は、下記の免許耿を有しており、免許状更新講習の課程を修了Lたため、教育職員
免許怯施行規則の一部を改正する雀令(平成20年文都科学省令第9号)附則第9条第]
項の規定に基ノづき、穀青職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正tる法徐(平成
19年法津第98号)附則箪2条第3項第3号に規定する確認き申請し主す'

日

2 俸了又は履腔した免許状更新講習

勲・養・学

C

樫与昔旦E

本籍地
現住所

(電話番月
勤務(干定)校・機関
職名

フりガナ

名

日生午月

注意「職冬・勤務(予定)校,機関」
名」は、記入できない鳩合は不要

怯7 {襲畦j 武具於

數・隻・栄

必鮭価域

1

選投4蟻傾域

籟域

授与挫者

有寸、る免許状

灸許状の種踏

選択甑域

灸許状に謡黛
の氏客

注意

阿魯妻

慧翼又壯特別
立援勲音価域

免許状に記藍
゛)聿怖,老

免許状吏新講習修了註明書又は履修証閉書を添付すること,
「対象免許種」には、幼稚園、小学腔、中学校、高等学校、特別支援学校の

數諭免許状に対応する講習であれば「教」、隻護戀詠免許状に対感する講習で
あれば「養」、髭養數裁免許状に対応゛る講習であれば「条]を0で囲む二と
(複数ある場合捻、談当1るものすべてを0で匪むこと),

注意 1 免許状の写し、免許状授与証明書、更新講習修了確認証明書Xは數育職員免

日

式第26号

許法及ぴ教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第2条第3項第3号の確
認、証明書(前回免砕されていろ場合壯更新講習免除証明書、修丁硫認期隈が延
期されている場合は修了確認期隈延斯証明書)のいずれかを添什する二上。

2 記入裡が下足tる場合、別凝に残余の免許状について記入し、添行tる二上。

修了又は殿修Lた免許壮更新講召

免首状喜号

記

吽閏

鞍育職員免許注及び穀育公務員特例注の一都を改正,る払律
注津第98号,附則第2条第3項第3号の磯認由請書

山形県急育黍員会殿

極与音月口

畦了 t凄修)髭、筒 H

(男・女)

及び{職

丘

俵妬域

畏巧棲名

迦訳'修価域

午

甑敏

抹

月

免許軟に髄裟
の氏二

澄挨掘ゞ

卑

月

曽象量堅理

日

卑

円

毒髭無「立り十「H撫

注意免苫午状更新講習修了証明書又は履修証明書を瀞けtること.

日

卑

真

私は、下記の免蔚状を有Lてお"、免討状更新講習の謬程を佳了したため、數育職員
免許注施行規貝;」の一部を改正1る賓令(甲成20年文部科学賓令第9号)附則第9条第1
狼の規定に基ノづき、數育職員免許塑及ぴ級育公覇貸特例立の一部を改正tる注律{早成
19年悲律第98号〕附則第2条第3噴第3号に規定する確認を申請Lまサ。

日

尭許款に認賞
σ〕本純地

月

量,餐・曇

鵬設名

日 最・典・髪

本編地
現佳所

(能話番号
勤務(予定)校・機関

名

フりガナ
名
年珂負生(男'女)

注意「廠名・勤務【干定)校・機勝j 及び「職
名」は、記入できない鳩合稔不要

日 巌・隻・竜

1 有,る免許状

鴎聲

亜慕せの保珊

(平纎19年

年村

娃了(騒懐)"曳 R

磐論怨

キ意 1 免許状の写L、免許状畏ぢ証明書、更新講習修了確認憙明書又は數育職貞免

日

許注及ぴ鰍育公珪員特偶往の一凱を改正,るi主樺隣則第2条第3項第3号仍礫
認裂明書ι前回免除されている端介は更新癖習免除謹剛書、怪了確認期隈が延
期されている鳩合は修了確認期隈延期証明書)のい,'れかを添什するこ主、

2 記フ、櫑が不足tる堪ノ寸、別紙に蔑余の免許状に0いて認入し、逢イ,11るこた,

修7父は履修Lた免許状更新講習

貞僻敦番号

記

桂与卑貞芦

,修領域

鍵与棲噺

遷枳■娃価壊

慨域

選輿塑埴

灸許t.'に記鹸
の氏事

意免許状吏斬講習修了証剛書Xば履終誠劉書を添付ナるこ●、

議3-15

免幣きに記量
■享榎地

除景者

1
2

1
2



式第27号
修了確認期隈延期印請書

山形県急育委員会殿

鼻怒懸辻り付け橿

私は、下記の免許状を有しており、數育職貝免許荘及ぴ數育公務員特例謠の一郁を改
正する注律(平成19年弘律第98号)附則第2条第4項及び數育職員免許t七箇行經貝りのー
都を改正ナる江津(甲皮帥年文都科学省令第9号)附則第9条第1項の担定に基dき、
佳了確認期隈の延期を申請Lま十、

1

本籍地
現住所

(附清舌爵号
勤務校・機関

フυガナ
氏お

有,る免許状

量無状の電覇

日

年

穀葦1又仕角嗣

片

注章 1 免許状の写し、免許状授与証明書、更新講習俸了確認罷明書又は數者職員免
許韮及び鰍育公務員特例法の一部左改正,る江律附則第2条第3項第3号の硫
認証明書(前回免除されている鳩合は更新講習免除証喫書、修了確託期殴が葦
期されて、,る場合は佳了確認擢隈延期証明吉)のい,'れかを添十!,、ること、

2 記入欄が不足゛る楊合、別紙に駿余の免許状について詑7、L、添イ村'るこを,

2 延期事由
日)月年 年月 R

3 延期前の悠了確認期隈
4 延期後の修了磯認期隈

年

Ⅱ

式第27号

尭許状器号

記

村

修了確認期隈会〔期申請書

山形県教育委員会殿

日

捜与年月日

生

ど

〔男・女)

授与撞老

注意 1 免許状の写L、免許状授与.証明審、更新講習修了確認証明書又は教育職員免
許法及び教育公務員特例法の一都を改正する法役附則第2条第3項第3号の確
認証明書(前回免除されている場合は更新講習免除証明書、修了確認期隈が延
期されている場合は修了確認期限延期証明書)のいずれかを添付すること。

2 記入棚が不足する場合、別紙に残余の免許恕に0いて記入し、謡付すること。
2 免除事由

注意麦彰を受けたことによる場合には、麦彰を行った主体・麦彰を打0た時期も記
入・「ること,

t証明者記入欄〕※上記2の免除事由に該当することの証明のためご記入ください。
上記の者は、數育職員免許法施行規則の一部を改正ナる名令附則第10条第1項に規定

寸る者に該当することを証明する。
印年月日

色許状に謡藍

央名

{誠鋼者記入檎〕券上記2の廷期事由に肢当する二との証璃のためご記入ください.
上記の者け、數育職員免許法施行規昼11の一部を改正する省令附則第7条に規定する事

由に荻当,ることを誠明1る.
印年月日

奥驫掘壯η什け厩

私は、ト記の免許状左有しており、継育職員免許惑及び教青公務員特例怯の一部を改
正ナる法律(平成19年法難第98号)附則第2条第4項及び教育職員免許怯施行規則のー
部を改正する法律(平成20年文部科学省令第9 号)附則第9条第1項の規定に基弓き、
悠了確器期隈の延期を申請Lます。

疊計款に記俊
゛ユι

式第28号

免許状爵牙

免許状更新講習免除申請書

山形県教育委員会殿

月

1

本籍地
現住所

(徴話番号
勤務校・機関
職名
フりガナ

氏名

有する免計状

日

免許状の種類

授与仔月日

年

教斜又け特別
支堺盲河珪

曝表錘壯η什け喫

円

注意 1 免許状の写し、免許状授与証明霄、更新講智修了確認証明書Xは穀育職員免
許注及ぴ教育公務員特例法の一部を改正tる注徠附則第2条第3項第3号の確
認証明書(前回免除されている場合は更新講習免除証明書、修了硫認期隈が誕
期されている場合は修了確認期限延期証明書)のいずれかを添付すろこと。

2 記入槻が不足司、る場合、易1情長に残余の免許状について記入し、瀞付すること'

2 延期事由
月年 日)月年 H

3 延期前の修了確認期隈
4 延期後の修了確認期隈

私は、下記の免許状を有しており、教青職員免許法及び數育公務員特例怯の一部を改
正十る浩律(平成均年法雛第98号〕附則第2条第5項括弧書及び數育職員免許法施行規
則の一部を改正tる省令(平成20年文都科学告令第9号)附則第9条第1項の規定によ
り、免許状更新講習の受講の免除を申請Lます.

記

年

生

免首悲番号

日

記

月 口

授与汗月口

本籍地
現住所

(電話番号
勤務校・機関

フりガナ
名

生

有・とる免許状

(男・女)

免計甑の種類

授与権晝

〔証明者紀入撫〕※上記2の延期事由に該当することの証明のためご記入ください。
上記の者は、教育職員免許注施行規則の一部を改正する省令附則第7条に規定する事

由に該当tることを証剛・とる。
印年月日

免許款に記鞍

の氏又

年

煮科又は特別
支饗急膏甑域

月

年

免許状に記鰄
央ι筒

(男・女)

式第28号

日

注意 1 免許状の写し、免許駄授与証明書、更新講習修了確認証明霄又は教青職員免
許庄及び數育公務員特例法の一部を改正する法律附則第2条第3項第3号の確
認証明書(前回免除されている場合は更新講習免除証明書、修了確認,期隈が延
期されている場合は修了確認期限延期証明書)のい十れかを添付すること。

2 記入榴が不足する場合、別紙に残余の免許状について記入L、訴付tるこ上'
2 免除事白

注意麦彰を受けたことによる場合には、表彰を行0た主体・麦彰を行った鉾期も記
入tるこ上。

〔証明名記入欄〕泳上記2の免除篤由に該当する二との証明のためご記入ください。
上記の者は、教育職員免許法施行規則の一都を改正する省令附則第10条第1項に規定

する名に該当十ることを証明する。
印年異日

免許状壽号

月

免許状更新講習免除申請書

山形県鞍育委員会殿

擾与権告

日

授与年月ヨ

生 (男
旦
女)

授与権名
免井状に記黄
の氏畠

免許状仁記纖
の氏名

灸許軟に記載
の'籍地

鳳嘉紙は"付け壕

私は、下記の免許状を有しており、教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改
正する法律(平成19年法徐第98号)附則第2条第5項括弧書及び數育職員免許法施行規
則の一都を改正する岩令(平成20年文部科学岩令第9号)附則第9条第1項の規定によ

り、免許状更新講習の受講の免除を申請します、

記

議3-]6

免許駄に記最
の本轟増

1

本籍地
現住所

(電磊番号
勤務校・機関
職名
フりガ十
氏名

有する免許状

尭許状の種類

年

慧科又は特別
立授數官優域

月

年

日
日

月
月

年
年

日
"

男
男

年
年



学校教育法施行細則新旧対照表

第1条~第13条一略一

1信己

式第1号~様式第4号

'式第5 号

現

山形県數育委員会殿

00市町村數育委員会

特別主援学按に人学'1べき兜暇(牛徒)の氏名通知書

下記の●おり通知します.

イテ

牲別
障害の
種別

児童(生徒)
生年円

氏名
日

記

第1条~第玲条一略一

リ記

式第1号~様式第4号

式第5号

山形県教青委負会殿

現

年

住

n

所

保護者

H

氏名

議3-17

改

続柄

備

正

00市町村教青委員会

特別支援学校に入学寸ぺき児童(生i村仍氏名通知書

ト記のとおり通知します

案

件別
障害の

種別

児童(生1走)

生午村

氏名

n

記

午

現

月

住 所

貫

悍護者

氏名 続桷

備 X

一略一一略一

苫



学校給食法施行細則新旧対照表

第1条~第3条

嘱己

式第1号

現

山彫獻嚢青【酸☆"青異

二巾たび、「記山上上"Υ蛯給nを圃'裂いセL生', UJ C゛」藏'11立祉食函書&ゞ'えて上尾1+L上サ

行

1 悶nン'{q?

旦用:?野、"h

3 Υ牧靴食生腔制

J ?1を乳;食J1内¥

貴

f 肱副;貞属詮枯 1Ⅱ書

式第 1号月1俳氏

別醤ミ「半膽鴛;食磊実,σ]ど」.1

所在地

寸,冨j井最青轟員1

第1条~第3条

1」記

式第1号

1 実施人員

"

2 学校給食の
種類及び毎週

の実施回数

校

"

」1

校名

給

児童生徒数

兇

3 羊校給食の
運営のための

職員組織

食

rl

校長氏名郷

鍔

給食の種類

改正案

「j」石.鴬勲音之負イ1乳青長

教職員数

人

書

4 学校給食の

運営に要司、る

経費及ぴ維持

の方法

こ山,り、トRW]上ι"リ牧卸含五捕励い,1"キ十山で畔」凱、井マ髭;貞訓吉を'Jt,"瑚"しミ'」

調査年月

人

】殉罷学聢t

υ揣'2b 」1日

3 ¥!史●じ古文1、動

■下蛯刷,良の内石

種

給食専従職員の人
件費

牙1

勘

備

燃

5 学校給食の
閉設の時期

類

ノ、

給

日

1' 1々鯰貪輿設ι1,"書

'式第1号別紙

考

学級数

6その他

彪、要事項

料

運営貸金徴収費

掘週の

実施回数

経

食

(注)※印の欄については、共伺調理場から給食の供給を受けている学校に島つては

当該共同翻理場の内容を記載すること。

費

別断Υ1之k食謠書」'主ゴ."

費

の

学級

'式第2号

所在地

費

'i雪1リ最'ι員1

{也

年

回

1 実姥人員

高

負担区分

'1

月

1駐昂胤於弁吉n女穀皆塁

2 学校給食の

種顎及ぴ毎遇

の実施回数

校

」]

学校名

η

日

寛0

露

3 学校給食の
運営のための

駿員組織

児童生徒数

ニ゛ゞ_び、下配円ι」ニ"¥牧稔食角開畝ヤ至里いたした、、山て聨蟻?弦鞍貪辞書を認之く上軍けL士,

食

1 畷麦甲1票証7睦を

=宏支雫院'ユ突""

1 ?皎釜轟玉亀烈

.フ、1之鈴女゛J六乏.蹴軽 b「R靴食罰青」'り上才,し

{Ⅱ」甥鼠レ「牧宴.金領書1 山喋式11、冒躍」尋':期 1 り邑.薪●譽.七ごR帳゛隆';と"'畢

校長氏名

調

給食の種類

候

教職員数

人

書

4 学校給食の

運暫に要する

経費及ぴ維持

の方法

゛帷登食亭亥喫陶威場出書

式第3号

調査年月

翻獄姦倫知

人

種

給食専従職員の人
件費

計

11」",鳳駛古重貝☆最身長

備

5 学校給食の
閼設の時期

類

人

Hi肩「射嚢貴'R会

日

給

学級数

考

6その他

必要事項

料

:"]たび 1 孟:U〕トニ,゛「,とキ2玉.貞左",」ι躯Ⅱ}ι・た L ミ', U)で才,闇け L 之一1

運営蛮金徴収費

毎遇の

実施回数

経

食

1 小(ト 1挫'」)Υ肱タ

2,f睦式貴凸先

3 j雫'."Ⅱ q 1中Ⅱ謡珂

4 '1,1L 1壌,L〕りノ事"]

弓Υn此食再坤山"捲丈北見゛

b 7R紅支庄11"にt十ン麹驫於俶脚処分υぜ

7 1枝;:.尭中Ⅱ旋Ⅱ仁イ手カン'じ玲女杓妾血で分」介よ

(柱)※印の欄については、共伺調理場から給食の供給を受けている¥校にあつては

当該北制調理場の内客を記載すること.

式第2号

費

」1

費

議3-18

"

の

費

斤

他

年

覽;δ食中 11. 1 隣旦」舶吉

回

負担区分

*",凱敏官圭貝会最秤髭

男 日

二山六び、 1記山上立"り,マ款立山閉設剛寒更いたL七、、,」'で別凱学、n松食調含を蹄凡て■届,+L 主→

'1酷"勲g'貝:

】甲窒吏閉設7睦?

こ剛キ雫t貌設打、"U

3 、1佼乳丸支鳧申

斗'゛R款貴山内1;"1駅レ「駿勧食劃妾」 0モ才」11

U;}剖甑りiり靴食西書山阪':捻、剖却惚式醗は」別餓の様よ1詞様の蟻よ上4 る

睦斜. k 小" 1廃Ⅱ)↓煮審

段

1]

?牧給女学ミ童隨設秘鄭高

'1,,「村最斉之FI.

式第3号

t

山愚以勃訂tn女俄古上

111町村美f1◆員イ

二d]ノ_t「、ト孟!d]ι',"'才1ξ!ι0食を 1,1L イ旋d } 1、た L 主 1 ゛」、0才,届,ナ L I

q

1 111赴.(暁'、」 7ι之キ

2 Υ怯松兵山小

'1 暁」1q 」1" f'11b 埋"詐]

4 小'(蝉IL,山瓔仙

〕告,{を靴宜"剛山"馬父社別.゛

b 学曼此立隣旦仁什',脆晶ιユ常上地分上,上

フ¥舩威史'b [1・庚」.イ、.什」7 R;。女1乞管011り力寸

一略一

学級

一略一

婁
對

記

ニ
、

学

立

対
合

一
場

タ
の

ノ
校

セ
象

調
名

同
場

共
理

配

撚

そ

学

学

疾

記

習
 
U

ワ
」

¥
」

号
Ⅱ

市
 
1

↓
J

書
司

"
"

U
 
1



山形県教育委員会職員被服貸与規程新旧対照表

第1条~第Ⅱ条

嘱己

式第1号

被貸与者

現

翌

課件、名

貸与品名

行

個人別叢服貸与台畿

職名

貸与期
闇満了
年月日

j ,ノ

井

氏宅

奉,管

第1条~第Ⅱ条

1」記

様式第1号

雙釜 攘

備考 1 この台帳は、個ノ、ごとに所属長が作成,ること.

2 貸与期闇濁了年月日は、あらかじめ記入,ること.

3 返納年月日及てド担当室叉^の機は、規程第8条第1項に規定,る鳩合に記

入し、摘翌欄にその事由を記入tること.

式第2号

J,"ノノ"J /

ノノノノノ

要

詰貸与噺

改正案

厩瓢曼
穩一、1烹

謬係名

個人別被服貸与台纏

貸与品名

ノノノノノ

貸与品目

職名

此用被職備付

煮量
貸与

槻罰

書認左嬬え

H"る埋厩

備色二の台桜は、織え'付ける此用被際を定めた鳩合に、所属是が作成する二占.

氏名

式第3号

台帳

所属名

欄汁

=刃日

拙蔓

処9

尋月白

備考

ー゛ノノノノ

1 この台帳ぱ、個人ピとに所属長が作随すること.

2 隻与期閲淑了年月日け、あらかじめ記入ナること

3 返納年月日及び担当宝受甑慾認の胤は、規樫第8条第1項に規定,る嶋合に

竺二
老ξ口

摘

式第2号

記フ、し、摘要橋にその事由を記入,ること.

憂 貸与品 R

共用被厩備付

念量
侍与

朔鬪

後段を緯え

什ける場所

備考この台帳は、備え付ける北用被服を定めた場合に、所属長が作成tること

式第3号

台峨

所属名

儒け

牙月日

処分

仟月
擴

議3-19

一略一一略一

器

凝
一

納
日月

近
年瓢

朔
了
日

与
潮
月

貸
間
年

与
日月

貸
年

器 婆一
二

与
日月

貸
年



子i鰄

女剛
貨与品名

共用被耀貨与

貸与期間
被

課係名

貸

職名

与

戟

氏

者

名

返荊

年月 H

炉二丘
壁巡」王

1苛与.'、口名

佛考

艾用

議3-20

貸与期間

二の台製は、所属長が作成すること'

瓢員に貸与するとき、そのつど所要事項を記入すること。

被照貨5

被

課係名 職名

台峻

与

氏名

名

謹

返納

年月訂

麺 'J J 占

ニ'」登,_黄墨踏 1り

佛考 1 この台帳は、所属長が作成tること、

職員に貸与するとき、そのつど所要事項を記入すること.

摘
要

貨

0
"

搖
要商

台

1
 
2



山形県立学校の授業料等徴収条例施行規則新旧対照表

第1条~第W条

リ記

式第1号

現

山形県教青委員会靴育長

制の課程高等羊校
科) 学年{劃D

氏名

保護者氏名

授業料等被額(免除)印請書

下記により授業料(受講料)を誠額Lて(免除して)くださるよう山形県立学校の授
業料弊徴収条例施行槻則第5条第1項の規定によ"巾請L主す。

記

殿

減額(免除)を受

Ⅱと÷と十る期間

けよ)七十る理由

年

第 1条~第10条

1」記

式第1号
月

1 休学

休隙が1

年

生活假護費受給

秋虎の確認

日

月

留学

゛

学按豊

鶴人情報悍護に

闊十る伺憲

嘩子(父〒〕家庭 3 悍謡者の長期挨窮又は身2

モの他{理由を具"、酌に記入Lて'ください。}

議3-21

日力、ら

改

山形県教台委員会教育長

珂.は、授業料の蔽額(免除)審査のために、孚校長が払の在箭学校

名・氏名・年齢・住所を県スけ市町t;山福祉に閨ナる事務所一、提供L

牛活偶護費の受絵状況にりいて確認息飛めることに岡憲L'、J

虫箇き些主^n

侵篭盡兵金_^

侘 1,
中請者

高勺学校県立 制の課程

手刃 半年(部)
氏名

保護者氏名

授業料等減額(免除〕印請書

下記により綬業料(受講料)を減額して(免除Lて)くださるよう山升勢,{立芋校の授
鷺料等徴収条例施行規則第5条第1項の規定仁よ"申諭Lま司

記

孚校長の廷見

(授梨科等の納付が経請め理由によ"困難であること及び字撫成漬に閉十ることを含む、)

午

正

円

案

日.'、'

式第2号~様式第7号

年 月

殿

減額げゴ制を兵

け1うとする期間

R

誠額(免砕)を曼

U よンと1る理由

年 "

1 休芋

仁、障か、

生'保護費受輪

状皮の確認

U

学校長

一略一

月

悟¥

」

一略一

母子(父テ)室鷹 3 悍讓岩の長期疾柄又は身2

ミの他(理由を具は酌に記入Lてくだきい、)

鬮ノ、脩報保護に

閏司る同壱

一略一

日から

1鈴Lている

受鉛L、ぐいノ'い

巻ば,授業斜の減額(免除)審古のために、学佼長が私の在鋳字絞
名・氏名・年齡・イキ所を県又は市町村の揺粧に閨tる事務所、提供L

生活保護費の受玲状侃仁0いて確認を隶める二とに同意L宗す"

虫苗窒垂3^

霪蟹宣垂曇^

年

¥校是の意見

(後叢料等の納付が経済的理白によ"困難である二と及び字業成績に闘することを含む')

旧 日よで

式第2号~様式第7号一略一

年 月 日

行

羊

1
2

所
者
立

舗
県
(

住
中

1
 
0
』

る
な

て
ぐ

L
L

和
1

受
受



山形県高等学校定時制課程及び通信制課程修学資金貸与規則新旧対照表

第 1条~第12条

式第1号

山形県惣台香R会殿

什"1

局等学絞 制の課秤1甲{、'」

フィ「 U怜科)

巾請者氏宅

傑諧者氏俗

C[レk乎醐又ル、三J

山形県高等字校辻時制課程及び逓情制課程修学貸令貸ケ

巾詰欝

下記により山升j県高響掌按定肪斜課奪及び通佰制課甲ι修学質令の貸」)む受けたいのて

閖係舌類を添付し、ぐ申請しまナ

現

斗

貸与を豊け上うーナる

則問

j]

第 1条~第12条

式第1号
口

貸与を契けようとtる

者の就労怯祝

徐」帳

、こ事」訂

聴=

貸ぢを受けようとすろ

者の属・ナる川路の状批

山形県救台虔R会殿

刻.労『〒業所,',

U土)保護者は、山形県立品智学校簀艸運営規則第嶋条に規定する保護占と寸る

式第 1号の 2

仟

改

打

訓'労形熊の状況

正

日'〕')

世吊状況劇番(別記様式鮠1号の2)の上才、;リ

案

'乎仁及:メΥイ1

汀

-1

埜昇.{冉,>

山形県高芋学校建時制課桂及び通信制課程修学資个貸勺

申請杏

F記に上"山形県高等学校定時刷課秤及び通信制課T、!怪学資金の貸ケを受けたいのて

鬨係冉類左儒付して中託L主t

〔寔1哉・フ'ノレバイト・パートのXI」響)

Π

午ル0氏0'

1 1 1

武

臼ま又

'1 午

HH

圭,司作巾'1

山
fh

竿

仁所

玩叫」/

小訥占氏乙

傑姓者氏名

イ1 州1

り、

」

年司

ι kl}

午

制

枇

靴」内

貸与を受" J、うと・とる

期問

モん,にKI

/1 井',
イ、,安タ

及マrη

{1 {nc

"

1☆」等'1をt交

科)

' J

斗

日

「、

保論"

上五)

貨ザを受:j上う上、上る
者の献労状況

1町門 1白

5
斗、月

1 '乍

;1'の献程

学年(部)

h

キイ」」
共)1
血υ

.,寓

七力 1

り,→一

イ護)

1上IS_玉力

貸与を受け上ウどj'る

者の縛寸'る世揣の状洸

'」三

1玩袖,貫十乃豚片

お
年昇

、 L宅

上主ノ

記

就労"業所洛

口

(注)保護者H、山形県立尚等学校管理運営劇則拠43条に脱定・ナる似謹者どナる。

式第1号の2

年

イ1 →
イ挫)

如H
→'

」人助

男

就労形態の状況

1乱の之お0扣違あηミせノU

年 jj u

身 2 振

11力、ら

世帯状況調美(別記様式第」易の2)のとおり

士:,、Z.11)

誤"ルぴ¥斗

;'.1!'、1^

t具・X JO「"

小誌七氏中,

保樺七氏中,

二邑二三」三塁と^

(i]_) 1 '世粥の炊説」の欄には、牛計を1"」じくゴマ;J'ナぺての者にノ)いて記入し'てく

たさも、

2 _卓線、マ四まれた枠内は、字佐、C記人ナ6ので記人しんい、ζくがさい

出

ヤ午{州

年

」也ズV上'n牛樋ト

牛苓・1乢く乍

円

(定1醍・フルバイ 1

k

1 1 1

仲゛:り、島1

ノ、^^ニ」

H ;}ミで

生,1

nu

'"'」ト左・)

Ⅱ」
111

?

ト」

Ⅱ枇J)カ:凡

、

斗「

t

粘

丹

川

乃

貨、

{豐額

、カ.ニ,「 3'ミ

n /、コト}、

1 歳)

バートの別等)

!1

ニフも工'ゞ

卯

1)ι

涜柄

1 1

月

畿]

LH

〔 t宅}

亡

驫モく

1 「,17
?n北
長リ、」

イ1f 口

モ坤匠;

忽

}' 1

ヘナ、

杏

仁't

5

6

坤E桎分

」'1(ヤSロヰ、,)圷 a'

H

4

希 1顛

κ]
,」

〔氏)

喝
Π'

Jj、」勺

荻則

ι異

に己d)とコJ リ'1h靈あ"主せノν.

仟月"

1み 2 抽

π臥貪OD

1●H■舶'」

1{1・Y IU田

M{'」}」編蒔二貸上

Gギ) 1 1世耕ヅ〕状1兄」の欄には、生訓を冏じく・ナる1べ'ての者につい'〔記人し、てく

大イさ写、

2 _'゛線で囲まれ六オ●~け、¥校、で記ノ、・;、ろの、C記人しhいでください

サt,、ⅧH

1゛宅

、

議3-22

TI

需冨・11

{.、ブ'、EI・主'C

山き二I×1動

コ',ニ'ぞ

U 刈

(

eミ事Ⅷ

11喘i占氏,,,

侃謹者氏名

一略一一略一

行

ー
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"
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式第2号

式第3号

一略一

山Ⅱ

1會

委Q会尺

約 当

〒

よ寸

者が貸与を曼:jる{

式第2号

式第3号

年

倍受ノ

g

氏名

コエ

住所

一略一

式第4号

式第5号

て

学校中

本ノ 虫栴しぐ

山形県教育香員会殿

重帯保誠ノ

化

一略一

Ihl-6,ι子.イ

誓

倍務を負1

山汀

元

キ女育委員会殿

ξ,{」

r 寳金返遷債務免除申請書

下記によ

上記の名が貸り.を曼けろ修学資介に0いてほ、本人と連哥し、て返還のイ貞務を負判

L 主・ナ

貸りを受けた石

学告金

貸

名

一

遅ω佐務の免除を受け

仁

り

氏名

門

還

免除を

年

所

L学校名

日

什励

氏名

式第4号

式第5号

牡

免除を受け

月

ーノ、

ナ1

口

'

1叩「 0

! 1

額

古 L ミ,

イ.1

一略一

決足番

李由

連帯保訂人

仕 由

尚'六"枝

円(年月~年月分)

痢r

式第6号

式第7号

1Ⅱ形県教育蚕員会殿

頻

円

比

議3-23

修学言金返逓債務免欧巾稍書

円

名

下記に上り修学資金の返還の債務の免除を受けたいので巾請L上一1、。

一略一

貸与を受けた者の氏薪

貸 』チ

よム 還

〒心

免1余を受けようと'小る額

作

未

住所

氏名

額

免除を受けろ琳山

済

記

門

額

添

日

什

決定番号

冉

円(午月~午刈分)

式第6号

式第7号

煩

円

主

円

一略一

霄

一
一

「

"
用

夫



山形県數倉委員分殿

修'1資命返還偵務履行猶予申M意

ト記により怒学貸金の返還の価務の履行の猶 fを巾論L上司、'

発

貸ぢを受けた名の氏名

-1中・ー

作

遅

月

*

IM乢

〕き1

1 返還偵務の履 1」

1猶予巾請

日

纈

木

円

所 額

安

决定冷月

fを受けよ

る杓1

円

111形県教育委員会殿

修¥資会返還偵病股行猶子申諸冉

吋分から

打分上で

円

う●

問

猶予左受け上う

ト記に上り修学貸金の辺還ω倍務の職行の狛 f,を小請L上,、,

記

上寸る垤由

円

打小み

月.ミ、マ

要

村分から

H分まで

貸与を受けた者の氏名

貸与

氏名

化所

.K し1,」額

返

斗

遼

月

済

Π

額

地還憤務の履行の

柄 r・小請額

末

門

涜 顎

猶予を受けよ

・1'ろ棚

挑定器号

議3-24
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貸
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山形県教員の大学院における研修に関する規則新旧対照表

第 1条~第12条

リ記

式第1号

現

山形県教青委員会

教育長氏

イテ

名殿

大学大学院を受験したいので承認、くださるよう申請します。

式第2号一略一

式第3号

年

第 1条~第12条

嘱己

式第1号
月

所属学校名

職名

験

口

承

大学大学院に入字した場合に比、山形県數員の大学院における研修私は

に闊する規則を守り、勉学に専心するとともに、大学院修了後は引き綾き山形県におい

て教員として勤務することを誓い主す

申

改

氏

請

山形県敏育委員会

教育長氏

誓

正

書

案

名

約

名殿

山形県歓育婁員会殿

式第4号

,言、り力=J'C

大学大学院を受験したいので承認くださるよう印舗しま寸。

式第2号一略一

式第3号

氏

年

所属学校名

職名

a二年打Π

名

打

所属学校名

職名

身長

年

験

健

日

挽力

月

ιr

聴力

氏

h¥

大¥大学院に入学Lた鴫合には、山形県教員の大学院における研修私は

に閼ナる規則を守町、勉学に専心すると占もに、大学院好了後は引き毓き山形捍におい

て教員として勤務することを誓います。

日

認

右(

月

診

申

日ノ上

氏

1析

)ι:{

名{

Cm

断

エツクス線検覧所見

体重

書

現住所

書

血圧

色神

(撮影年月日)

名

丑゛

府i兄

事

JE常,色弱〔

kg

区総
.う、

白Ⅱ「1.

のり

書

項

胸囲

冏按

年

出形県教青委R会織

式第4号

届

)・色盲(

月
圭荘

健康で品り軌学に斧L支えんい,

多少の問題もあろが以学に画tえられる
眺¥にル耐えられない

診断の粘果上記のとおり托心ない二とき,1正明ナる
'手" 1ヨ

NT 在地

匡擦機問名

班師の氏名

蛋白(

ε、"カ=な

運

H

氏

生長

隙

〕・全色盲

(庄)受験承認印諭書擢出Πの1円」り,内に公立住瞭機閲かむえけたものであろ二と

分

)糖(

生年g e

所属孚校乳

職名

rm

名

"

異常の右無

動

'

宥

し、

身長

年

健

員{

視力

異常の場介の

貝作的内容

年

月

0)

聴力

康

蛭

氏

右(

右

Π0

月

怨

イ也

口

問題声

ぜj-

有

皇圧

日生

)左(

断

11 ●

C伽

窒壬

名

エツウス線検査所見

断

休重

書

現住所

無

血圧

(撮影年月日)

色袖

主と
'

既η
往
症剛

所只

卓

正?昔

kE

峡総

師!,

の兄

色躬(

i貞

厨囲

尿

、ノ

月

健庚であり就学に茶L支えない

3少の問馴t.あるが就¥に面;えられる

航¥1にけ耐えられない

)・色盲(

身

診圃iの結巣上a己のとおり相1婁ない二とを;止叫1ナろ

'1三月 日

1所代地

匠療桃閨名

臣師の氏名

区

蛋白(

1右

日

運

議3-25

規

障

)・全色盲

(;上)鳧騒承認、申請温畦呈出日の 1円D内に公立医療雛闇から女けたも山であること

分

)楠(

聴

Cm

兇常 0〕イi挺

動

L、

れ、

覚 イ1

覚

異常の場合の

具体的内響

ゾ)

イi

皇壬

イ1

他

則賄ノ反

圭江

イ1

一略一略

" 1妾
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青
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ウ
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線
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山形県教育財産管理規則新旧対照表

第 1条~第29条

噛己

式第3号

現

管理者

血凝駐氏

教育財産所属換え依頼書

下記の財産を所属換えしてくださるよう、山形県教青財産臂理規貝1」第9条の規定によ

"、関係書類を添えて依頼Lまt

職氏 乳殿

記

1 所属換えを受Uようと・小る財産の所在地、区分、種同、用途、構造、数量等

2 所繍換え希望年月" 打郵 U

3 所補換えをι安とする理由

4 その他Z.饗な事項

5 添付害顯

a)教育財産台頗写

(2)関係図而

(3)その他ι要な書類

年

管理者

第 1条~第29条

嘱己

式第3号

月 狂

用

式第5号

改正案

途

管理者

摘嗹

山形県數育委員分數青長氏

職氏 名

教青財産所属換え依頼書

下記の財廠を所属換えしてくださるよう、山形県教青尉序管即纓則第9条の規定によ

り、関係書頴を添えて依頼し二ず

職氏

職氏

敦青財産用途 U京状)変更承認申請当

F,;dのとおり当方管理の教青財産の用途 U良状)を変史したいので、山形県教青財産

管理規則第10条の規定により申諦しまナ。

皐殿

記

1 所属換えを受けようと司、る財産の所在地、区分、種日、用途、構i告、数母笄

2 所飼換え希望年月日 年 岡 U

3 所属換えをし、要七ナる玉E由

4 モの他ι、要な事項

5 示付書類

(1)教青財廠台帳写

(2)関係図面

(3)その他必要な書懲

記

当該穀育財産の所在地、区分、種日、構造、数量算1

乳殿

圷

管理者

変更前

管理名

月

所

変更後

年

在

日

2 用途{原状〕変更をE.要とナる理由

3 予算額及ぴ支出科目

4 その他参老となる事項

5 添付書類

a)変吏前後の閨係図而

(2)移築又は移設の場所が併地である場合は、当該土地の面積、所右者の住所、氏

名並びに佛料を明らか仁Lた吾類及び当該士地使用に0いての承諾霄

Cりその仙、必要な書類

打

地 区

日

分

議3-26

式第5号

種 目

一略一

構 造

山形県教育凄員会教官長氏

式第6号

右職氏

教育財淳用途(唖黙)変更承認巾請審

下記のとおり当方瞥理の教青財直の用途σ京状)を変更したいので、山形県數育財産

管理規則第10条の規定により叩請します

量 用 摘要

記

当蔽數青財産の所在地、区分、種目、構造、数艮等

名殿

変吏前

管理名

可i

変更後

午

在

2 用途(原状)変更をこ、要とtる理由

3 予算額及ぴ支出科目

4 その他参考となる事項

5 添イ寸書類

a)変更前後の閼係図而

(2)移築又は移設の場所が惜地で訪る場合は,当詰土地の而積、所有者山住所、氏

名並びに儁料を明らかにした書頻及び当該士地使用についての承諾書

(3)その他叱、妾な器顎

月

地 匡

日

分 挿

一略一

目 掬 這

式第6号

数 艮証

行

数

妥名

Y



山形県數育委n会教育R 殿

教脊財産用途靡止具中書

ド記σ〕とおり教Υ;財産仍用途を廃止1る二とが判当と判断ナ6ので、山形県嶺青財産

面理担則第Ⅱ条の規定に上"、関係書顛を浮えて只申し主す、

凶

口

分

座

所

簀ヂ己者

在

種

名

年

地

用

Π

記

畷氏

惰

Ⅱ

日

迭

数

価

i逃

名丘

敏育財序右帳
素引番号

用途廃止年月罰

鼠

山形県教青委員会穀斉長殿

惰

用途廃止の理m

摘

F記のとおり教脊財産の用途を廃止寸ることが柘当上判断寸るので、山形県教育財牽

簀理堺則第H条の規定により、関係霄顯を添えて貝網しまt、

魯付舎類建物、工作物及び立木竹に0いては配置図、半血図、ぢ哀、士地にういては

要

式第9号

年

位陵図、字隈図、実側図、琴託車項証明書

区

教育財産用途廃止具申禽

月

口

山形県教脊委貝会教育長氏名殿

分

座

所

B

簀理名

名

存

種

年

地

用

月

山形県敦育財産管理規則第H条の規定によη隷告しまナ。

記

職氏

日

擶

臂理者

名職氏 ヒ

教育財産事故殺告書

ヨ、下記の上おり当方管理の教青財産仁事故があり主Lたので、

日

途

数

1 事故発生の日時及び堀所

Ⅱ

遺

価

名

敏育財産台暢
索引番も

当該教脊↓井産の再「在地、区分、種付、用途、構造、数量、価挌

量

用途靡止午月日

格

用途廃止の理由

,点故原因の詳細

4 被書の状況

年

摘

月

心付答額建物、上作物及び立ホ竹にういてけ配置図、平面図、写真、士地については

平素における誓理状況

事赦発見の動棲

当該數育琳産の保全又ほ復旧のためにと0た応急、措置

認

日

塾

R 使用許可財産仁あつて技、事故に計する使用名の責任の有無

9 その他参打主なる事項

10 添付吾瓢

午

式第9号

位買図、字隈図、実泌図、登記事項証明書

(1)間係図血及び写貞

(2)その他立、要な書頻

月

住)閏係図而及び写真

(2)そ山他ι'要な書瓢

山形県數介委員会教青長氏名殿

日

式第 9 号の2

山形県教青財産誇理規則第H条の規ホによ"報告L主1,

誓理吉

職氏 名

教育財産事故報告書

日、下記のとおり当方管理の教育財産に事故があり土したので、年

1 喜故発生の臼時及ぴ嶋所

月

当該教青吋産の所在地、区分、種目、則庄、惰造、叡量、価格

所在地

分区

績 造

3 事故岬、因仍詳細

゛被密の状況

5 、r繁における管理状況

6 事故発見の動権

i 当該教青財産の保全父壯復旧のためにと0た応急播置

8 使用許可財序に南つ・ぐば、事故に対十る使用名の責任の有長

9 その他お芳主なる事埴

】0 添付書類

年 月

記

日

式第9号の2

議3-27
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箸 名

惜 受

名殿

財

下記の併受財淳化、惜受抑1間禍了(契約の解除)により、

も0て返通しま才のでお届けし主・ず。

序 返

記

当該財産の名称、所在、区分、種目及び数量

契約締結年打日

契約期間満f (契約の解除)年月日

惜受目的

借受期問

佶受料金

その他遭.菱な事項

還 届]

イ1,う.:ノ、

J]

式第10号

日

管理名

職氏

年

住所

氏名又は名称及び代表者氏 名 念

教青財産使用許可串請者

下記のとおり教吉財産の目がy村史用許可を受けたいので、山形県教育財産菅理規則第

月

匙

菅

途

日付けを

占

名

{JL

IT条の規定によ"申請しまナ'

殿

a殿

財

記

敏育財産の所在地、区分、種R、用途、構造、数量等

所在地

分 用区

橋 這

使用日的

年日から 月年使用期問 月

分まで時使用"問 分から1寺

使用人数

詐可申請理由

添付書類

位匿図(建築在n的と寸るときは、配圃図及び平面図等)

橋造図

下記仍惜受財産は、惜受期間満了(契釣の解除)により、

0て返逓し主寸'の、でお届けし主・小。

産 返

記

当該財産の名称、所征、区分、種目及ぴ数量

契約薪結年打H

契約朔間満了(契約の解除)作村日

惜受目的

惜受朔問

惜受料金

その他Z、要九事項

還 届

年

4

月

年

儁受人

臼

i

月

第19条め規定に上り申1"し主寸.

式第10号

口主で "

左)主 U

日

色殿

用

'し

教青財産の所在地、区分、種臼、棚途,構造、数量弊

所在地

用区 分

j色擶

怯用討的

使用期問 年月fl、 "カ、1、

時 時使川時制 左)カ、〔)

使用料

希雫侠用料

減額イ免除)」11請理山

式第12号

管理名

職氏

管理者

職氏

年

住所

氏名又は名称及び代去者氏 名

教育財産使用許可中諭書

下記のとおり教官尉産のn的外使用許可を受けたいので、山形県數青財産臂理規則第

1

見

臂理

職

年

」金途

口付けを

侘所

氏名又は名称及び代表賓氏 Ii f.

數青財産使用料被額(免除)印請書

下記のとおり教寳財産山紬則料を誠額(免除)されるよう、山形県數青紺産簀理規則

Π主で

"

名殿

17条の規定により申請しまナ'

日まで

記

教育財産の所在地、区分、種目、用途、構造、数量等

第19条の規定により小'青します'

1

名殿

記

敏育射序の1所在地、区分、種H、朋途、構造、数量等

所在地

用分区

j告構

使堺Π的

'bU 力、'コ{史用期剛 jl革

時時 ろ)/J、島1使用"存鬪

使用料

希望使用料

誠栖(免貯) 111訊理11】

午

使用目的

年月 日方、ら使用捌間 年

時使用時闇 時 分小ら

使用人数

許可印請理由

添付書類

位贋図(趣築を日的とするとさは、配貴図及ぴ平而図等)

構造図

月

'f

日

JI

住所

本,氏名又"名称及ぴ代妥老氏

教青吋産使用料被纈(免除)申請書

下記のとおり教吉財産の使用料を誠額(免工知されるよう、山形県教育吋産管理規則

お

月日まで

分主で

R

途

式第松号

議3-28

11

ク)主て、

受

年

ー
リ

3
4
5
6

仕
氏

理
職

目
量

種
数

2
3
J
5
6
7

地
分
造

在所
区
構

2
 
3
 
゛
 
5
 
6
 
-
i

2
 
3

4
5
6
7

自
量

種
数

U
量

挿
数

2
 
3

2
3
4
5
6
7

6
 
7

種
数

噺
名

皿

主
又

所
名

者
氏

自
量



式第13号

北所

氏名又1・t冬動;及ぴ代妥者氏 1'1 i;

教介財産使捌Π的(源状)亥璽許可申請書

下紀のとおり使朋穀育財産の使用R的 f原状)を蛮更Lたいので、1b形県教介財産菅

理規則第部条の燿定によ"中諸し土寸、

古

名殿

記

使用數介財産の所在地、区分、種目、構」古、数量、使用目的等

変爽前

年

所

変更後

"

在

使用許可年月Π 月打・

変更をゼ,要主,る理由

高更の内客

添什書類

a)変更をE.要と・上る航分を明示Lた図面

(2)その他E.要な沓顎

Π

地 区分

式第玲号

種U

議3-29

構造 数蚤

苛

式第15号一略一

主所

数量

氏名又は名林及び代喪右氏 名

教育財産使川目的仙剥幻変奥許可中請書

下記のとおり使用教育財産の使用月的σ京状)を変史したいので、山形県教育財産管

理規則第20条の規定によη申;青L主1。

使用目的使用R焼

名殿

日

摘聾

記

使用教〒〒財産の所任地、区分、種日、榊造、数星、仙用詞的等1

変更前

年

所

変更後

在

井

年使用許可年月口 月

変史を必便上ナる理由

変亟の内容

添付書類

(1)変更を老、要と寸る部分を明ホした図血

(2)その他立、亜な霄類

地

R

区分 種目

口

摘要構遺

式第15号一略一

2
3
4
5

此
白理

職

2
 
3
 
J
 
5

珊
駿

簀



山形県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則新旧対照表

第1条一略一

(引受けの許可の申i削

第2条一略一

(1)~(3)一略一

(4)受託者となるべき者の履歴書及び印鑑証

現

明書 q去人にあっては、その名称、代表者の

氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書

類並びに定款又は寄附行為)

(5)信託管理人を置く場合にあっては、信託

管理人に就任を予定されている者の履歴書及

び印鑑証明書 q去人にあっては、その名称、

議3-30

代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記

載した書類並びに定款又は寄附行為)並びに

就任承諾書

(6)運営委員会その他当該公益信託を適正に

運営するために必要な機関(以下「運営委員

会等」という。)を設置する場合にあっては、

その名称及び構成員の数並びにその構成員に

就任を予定されている者の毓任承諾書及び印

金職証明書

第1条一略一

(引受けの許可の申i剤

第2条一略一

(1)~(3)一略一

(4)受託者となるべき者の履歴書(法人にあ

つては、その名称、代表者の氏名及び主たる

事務所の所在地を記載した書類並びに定款又

は寄附行為)

(5)信託管理人を置く場合にあっては、信託

管理人に就任を予定されている者の履歴書

(法人にあっては、その名称、代表者の氏名

及び主たる事務所の所在地を記載した書類並

びに定款又は寄附行為)及び就任承諾書

改

(フ)~aの一略一

第3条~第16条一略一

蜻己

式第1号

正 案

山形県教育委員会殿

公益偕託

ます

申請者住所

氏宅 兵

公益信託引受許可申請審

を引き受けたいので、下記関係書類を浮えて許可を申請し

(6)運営委員会その他当該公益信託を適正に

運営するために必要な機関(以下「運営委員

会等」という。)を設置する場合にあっては、

その名称及び構成員の数並びにその構成員に

就任を予定されている者の就任承諾書

式第2号

山形県教育委員会殿

(フ)~(1の一略一

第3条~第16条一略一

1惰己

式第1号

年

公丑信託

請します

記

月 日

式第2号の2

信託変更許可申舗書

月 日

の信託を変更Lたいので、下記悶係書類を桑えて認可を申

受託者住所

氏名

山形県教青委員会殿

年

公益信託

主す。

サコ

打 日

式第2号

公益信託引受許可申請書

を引き受けたいので、下記関係書頴を添えて許可を申請し

亦

山形県教育委員会殿

申箭者住所

氏名

年

公益恰託

請L 主・よ。

記

月

受託名住所

氏名

信託変更許可申論書

の信託を変更したいので、下記閉係書類を添えて認可を申

日

式第2号の2

年

行

氾



山形県數育委員会段

公益信託

申請名住所

氏名 イ丘

信託併合許可申請書

の併合について、下記関係書緬を添え_て許可を印請しま,、。

争コ

式第 2号の3

山形県教育委員会殿

年

公益信託

と、

申請者住所

氏名 師

吸収偕託分割許可申請審

の吸収信託分割について、下記閼係書類を添えて許可を申請し

月 日

式第2号の4

t

月

山形県教育委負会殿

山形県教育委員会殿

年

公益信託

月

心益信託

記

,0

申請吉住所

氏名 .'

新規信託分割許可申請書

の新規信託分割について、下記関係書踊を添えて許可を申錆L

申舗者住所

氏名

信託併合許可市請書

の併合について、下記関係書類を添えて許可を申請しま十。

記

日

式第2号の3

式第 3号

申請者住所

氏名

異託者解任請求書

の受託者の解任に0いて.下記綱訴吾顎を添えて請東L主

日

式第5号

山形県教育委員会殿

山形県教青委員会殿

午

年

八益信託

申請Lます。

公益信託

主・と。

月

hL

月

申請者忙所

氏名

吸収信託分割許可申請書

の吸収信託分割に0いて、下記鬨係書頴を添えて許可を申請L

受託名住所

氏名 匙

受託者辞任許可申請書

の受託者を辞任したいので、下記闘係番類を泳えて許可を

日

H

式第 3 号の2

式第2号の4

議3-31

山形県教育委員会殿

山形県教育委員会殿

年

年

、益信託

公益信託

す。

目

記

託

月

由請者住所

氏名 "T'

検盗役選任請求審

の検査役の選任について、下記関係書穎を誤えて請求L主す。

申請者住所

氏名

新規信託分割許可申請書

の新規信託分割について、下記閼評書類を添えて許可を申請L

日

日

式第4号

式第3号

年 月

山形県鞍育委員会殿

山形県數青委員会殿

年

年

公益イ苫託

→、_

公益信託

申請L主す

記

月

月

記

申請者住所

氏乳 金

受託者解任請求審

田受託者の解任について、下紀悶係書頴を添えて請隶Lミ

受託名住所

氏名

受託者辞任許可申請書

の受託各を辞任したいので、下紀関係書頴を添えて許可を

日

日

式第5号

式第3号の2

記

山形県教育委艮会殿

年

年

1Ξ

月

公益俗託

月

日

申請名住所

氏名

検晝役選任請*書

の検晝役の暹任について、下記関係書類を謡えて請*L主す。

記

日

式第4号
日

山形県鞍育委員会殿

臣

公益恬託

記



山形県敏育委員会殿

公益岱託

司、。

痢請者住所

氏名 豊

受託者巡任請求書

の交託者の逢任について、下記関係書顯を添えて舗求L主

式第5号の 2

山形県數介委員会殿

年

公益俗託

す.

記

月

申請者住所

氏名 翻̂

信託財産督理命令請隶書

の恰託財産管理命令について、下記閥係書類を添えて繭求Lま

日

式第5号の3

山形県教育委員会殿

申請者住所

氏名

保存行為等範囲外行為許可申請書

の信託財産管理者が行う保存行為等の範囲を超える行あについ

下記関係書類を添えて許可を申請します。

記

山形県鞍育委員分殿

年

公益信託

月

公益信託

記

す、

日

申舗者住所

氏名

受託行選任請飛書

の受託占の選任について、下記朋係書類を添えて請求Lま

式第5号の2

式第5号の4

日

式第6号

山形県數育委員会殿

山形県轍育委員食段

年

年

公益俗託

月

公益信託

可を申請し主す'

す、

"

申請者住所

豊氏名

信託酎産管理名等辞任許可申請書

の恬託財産管理名を辞任Lたいので、下記閉係書類を添えて許

ホ請名侘所

氏名

信託尉産管理命令請求書

の信託附産管理命令について、下記閨係書緬を沸えて請求しま

日

且

式第5号の5

式第5号の3

議3-32

山形県數育委員会殿

山形県教青委員会殿

年

公益信託

kL主す'

月

月

公益信託

記

て、下記閏係書緬を添えて許可を申請Lます。

01

申請者住所

氏名 '"

信託財産管理者等解任請東書

の信託財産管理者等の解任について、下記閼係書類を添えて請

申諮者住所

氏名

保存行為等範囲外行為許可申請書

の信託財産管理者が行う保存行為等の範囲を超える行角につい

日

日

式第5号の6

式第5号の4

年

山形県教育委員会殿

山形県數育委員会殿

年

年

心益俗託

します、

月

月

公益恰託

記

可を申請します.

記

印請者住所

氏名

悟託昇1産智理者等酵任許可申請書

の信託財産誓理者を鯏壬Lたいので、下記閏係書頓を所えて許

日

日

式第5号の5

式第6号

恬託射産法ノ、管理命令請求書

の信託財産法人管理命令に0いて、下記関侍書頓を添えて請求

月

記

日

申請者

山形県教青委員会殿

年

年

月

公益信託

月

典します.

記

紀

申箭者住所

氏名

信託財産管理名等解任諸求書

の恰託財産苦理者等央解任について、下記閔係書萄を添えて請

日

日

式第5号の6

'、

山形県教青委員会殿

年

た益俗託

しよ十,

月

記

申請者住所

氏名

儒託桝産怯人管理兪令請求書

の信託射牽浩ノ、管理命令に0いて、下記闊係書顛を爵えて箭東

兇

所
名

住
氏



山形県數青委員会殿

公益信託

しま司、。

申請名住所

氏名 11'

信託管羅人遂任請求霧

の信託管理人の逢任について、下記関係書顎を添えて請求

式第 6号の 2

山形県畿育委員会殿

年

公益信託

申請しま,、。

記

村

申請者住所

氏名 i;,

信託管理ノ、辞任許可申請書

の信託管理人を辞任したいので、下記閏係書類を添えて許可を

日

式第 6 号の3

年 月

山形県教育委員会殿

山形県歓青委員会殿

年

公益信託

しま司、'

公益俗託

す。

月

記

串請者住所

氏名 林

信託管理ノ、解任請求書

の恰託簀理人の解任に0いて、 T紀関係書類を添えて請求Lま

申請者住所

氏名

信託管理人選任請求書

の信託皆理人の遂任について、下記関係各類を添えて請求

日

式第6号の2

式第6号の4

記

日

山形県數吉委員会勝

山形県教育委員会殿

年

公益信託

申請します。

詑

公益恬託

月

月

記

申請者住所

氏名

信託終了舗求書

の終了に◇いて、下記関係書類を添えて請求します。

日

日

'式第 7号

式第8号

信託管理人辞任許可申請書

の信託管理人を謝壬したいので、下記関係書類左誘えて許可を

式第6号の3

議3-33

申請者

山形県數育委員会殿

山形県教商委員会殿

住所

氏名

一略一

年

公益信託

す。

年

月

記

公益信託

認を申請し主す。

記

申請名住所

氏名

信託臂理人解任請求書

の信託臂理人の解任について、下記関係書類を添えて請求L主

月

日

受託名住所

氏名 包

残余財産処分承認申請審

の殘余酎産の処分をしたいので、下記閼係審顎を添えて承

日

式第6号の4

f{t

山形県教育委員会殿

年 月

公益信託

年

記

申請者住所

氏名

信託終了請*書

山終了について、下記閏係書類を添えて請求L主t、

記

記

日

月 日

式第7号

式第8号

山形県教育委員会殿

一略

公益信託

認を申請し主す。

月 日

曼託者住所

氏名

残余財産処分承認申請害

の残余財産の処分をしたいので、下記悶係書類を添えて承

年

年



山形県教育委員会聴聞の手続に関する規則新旧対照表

第 1条~第10条一略一

第Ⅱ条法第24条第1項に規定する調書(以下「聴

聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴

聞の期日における審理が行われなかった場合に

あっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記

載し、主宰者がこれに記名押印しなけれぱなら

現

ない

(1)~(8)一略一

行

法第24条第3項に規定する報告書には、次に

掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印

しなけれぱならない。

(1)~(3)一略一

第12条~第15条一略一

1」記

式第1号~様式第2号

式第3号

一略一

第1条~第10条一略一

第Ⅱ条法第24条第1項に規定する調書(以下「聴

聞調書」という。)には、炊に掲げる事項(聴

聞の期日における審理が行われなかった場合に

あっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記

載しなけれぱならない。

聴闘のキ宰名

氏名

改正案

殿

(1)~( 8 )一略一

一略一

法第24条第3項に規定する報告書には、次に

掲げる事項を記載しなければならない。

を当事者主する職聞が行われる不利打日に年

益処分に0き、 T記の利智鬨イ系があるので、その聴聞に関する手続に孝加寸ることを許

可してくたさい

(1)~(3)一略一

第12条~第15条一略一

リ記

式第1号~様式第2号

式第3号

関係ノ、む加許可申請書

仕所

氏名又は名称及び代炎者氏名

('氾タ,事1,「1r丈は'W タ,)

年 月 Π

利醤関係

聴闘の宅宰老

氏名

備お血な1こと当瑠者上の関係、その処分がされ六場合に害されること主なる●なたの

利益等を貝体的に記載してください。

記

式第4号

殿

一略一

を当鄭者占・小る馳,1瑚が行われる不利年月 e iこ

益処分にっき、下記の利害関係があるのて、その融聞に悶する手鞍に参訓け心ことを納

可してください

関係人寺加許可中請沓

住所

氏名又は名称及しY弌喪者氏峯

年 円 日

刊害関係

備・"あなたと当事名'との関係、その処分がされた場合に害される二七となるあなたの

エリ益等を旦仏酌1丁記鞍L てください

記

式第4号

議3-34

一略一2
3

2
3



行政庁右 底

年 " Bに

益処分に関してド記の貸1十の閲覧を求め主ナ。

記

不利儒処分に関十る文腎等閲駿請求書

閲覧を求める貸科

式第5号

式第6号

住所

氏名又は宅称及び代表老氏名

{'ι1、.111]NJ く11'託老}

年 月 Π

聴問の主宰者

氏名

寺当事者上寸る聴開が行われる不利

行收庁名

殿

殿

を当晦老とする聴闘につい年月日に行われる

て、その聴開の翔日に下記の補化人と主もに出頭することを許可してください。

午打日に

益処分に閏して下記の資料の閲覧を犬めま,

補住ノ、出頭許可中詰糊

住所

氏名又は名称及ぴ代表者氏●

(,1]■抑剛父.ミ鷲勧

年

不利益処分゛関寸る文書皆閲覧詣求害

月

住所

氏名又は名称及び代喪者氏名

閲覧を求める貸料

1 柿佐人の住所及び氏名

日

午

式第5号

式第6号

月

2 申請考との関係

Π

一略一

聴闇のキ宰岩

氏名

モ

を当事者と寸'る聴、闘が行われる不利

記

3 補佐する事項

式第7号

殿

行政庁名(主宰者の氏名)

を当事者と司、る恥聞にノ〕い羊月口に行われる

ぐ、その聴開の翔Πに下記の楡佐人とともに出頭寸ることを許可Lてください。

補侘人出頭許可申請喪

住所

氏名又は名称及ぴ代太者氏名

年

殿

R

1 補佐ノ、の住所及び氏名

下記の聴問翻書(報告霄)の閲覧を求め主ナ、

日

隙聞調書(報告書)問覧請求書

住所

氏名Xは名称及び代表者氏名

1。C 乳判]1ポ Xト【Z 皐 j

2 中補者少の閣係

年

閲覧を永める聴聞翻書(報告書)

月

記

3 補佐寸る事項

日

式第7号

行政庁名(主宰者の氏名)

記

殿

下記の聴聞調得・(報告冉〕の閲覧を求め土司。

聴聞開書{綴告1わ関覧請求霄

住所

氏名又は名称及び代表者氏名

年

閲覧を求める井劇娼調書(報告書)

月

議3-35

日

記

一略一



山形県技能教育施設の指定の申請等に関する規則新旧対照表

第1条~第5条

嘱己

式第1号

ル吾乳共斉善貝゛鮫

現

H 壗乳一;!亀 a1 111 二Z 小諸占

r{々孔介む柄εこ無竿 1珀U」現1ヱによる並亀轟点'り、ノ,山晃殻山掬Vきq"六い山t、閏仟書衛を1毛式く1111寺L 主、.

佐底駐"晃訟山ミ兵

"謡兵1亨麗1投山n1イ'塾

1生闇弐¥;玉・空、!る二主リ]、ごきる"、乃盲13

イ'0 ){、

貸翫官左受

訟躍異UJJ{.1,長び訂,キ」「11.人1'」,J,、、ι1,'"長tj」ノーる

卓1与,逼,J"弓if地卦しー;こ4':亥 11U)↓(. T,J'びn 1舌〕

無ι→乙凱山讐■立

贈器劃

H鳴牝
冑J〕雁
熱

叟晉"山
、、1

帳窒Π酸

ん

ιキ i」σ」字'"

」臣捲員"艮訟.ニ」1
゛,左li,」占、"鞄黙

/〕主→ら11Πυ、癖,亡()

第1条~第5条

嘱己

式第1号

人

イt

q

ー',〕コイ」小;肖、二悶τ,1、珪
穀青皇制町・」る井山敢

人

Ⅱ

へごがJ)1
二よ山詠

"

,

1間山揃畔時閉騒

"〒イ毛,11、→

1

1 イ1

駐詑山乳窯

"膨

ル『慨駐青t「け股

改

"知

9q

共慮,1 官亀詑"11' 0,=き轟

?牧,1青此請工乱弔1」n.,」凶;[.:上る抽罵"青、九た'"'」鳧虚J]犢とも1けたい山で朋仟表類を蔀't小:寺L tせ

正

十・・・・・・・・

"間

専打凱U」ιミ

J町
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瓢
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罷豊"山氏帛赴びU Iーイ寸、」、に」,コて辻名"J之ミエt ノ」ろ
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る一主
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畔刑
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'宝空武象

式第2号

邑川

H "山乳"

誰炭古 0,1〔,.R〔f訂 F「 iりノ、{、あ・」て吐工卸輪{11 たる

事珪"」小所r「地材τ工;、代't'd]1兀工長こtr!_丙,〕
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2 '1

"
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塁
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屋
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人
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ご 11
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償
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功用

4Q

量

堂

専 HI・,{打1

Ⅱ陀晶青島ミ1仁」.Uる姶丑力1」・呪

式第2号

叱之罪1

呉川

嶋

"~、、、

ト旺町,コ立於.

訂殉

穀盟εJⅡ足,,J臣{T111〒「{が」、{'左ノ」';!n?,専Jミ'11゛ι乙

卓臨1、゛"'6」邑基びに代," OK乞三び{11刊J

連壇吊置仁詳こ兵Πψ抽庄 111 隷喪
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L
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偏

ι酉

ノ

曇
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備

H'ノ」ノ【 1 /

1工

殖
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韮怠製青亀r'山,,h

払託"而島詮山所n艮

畔i ,Ⅱ・上、川
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H枕粧f,2受'1る二1山でき乙'●音印

乙段侮JⅧ促
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1チJ]峠
勃

島

症孝"血

与

蜘

,

憎証小請斜Π山字"

町

＼＼

努

蔓議

町

1 '1

Ifl ,,]

,1 於

眺倒

4f

北秤

al

J]

'1畑
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,{1

」」

孟1 蝿も.1,酷

時捕

4 イ1

畦

費

共是討青鳧訂

轟

酢嵐

""詐H亀

議3-36

時断

数

,る局靴山「」円
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ー、」、..、、_、

ノ
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県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則新旧対照表

第1条~第18条

式第1号

山形県教脊委員会殿

現

下記の療養補償を請:kLまゞ

(補償費用の受領委任〕
二の諸求書による療養補償の費用の受領を

療 聾

(妥任に基ノ5く支払請求)

E記委任に基・づきこの請隶警による療鑁補償の支払を請求します
支払請求者の住所

氏 名

補 償 請求

1 被災学校
医等に閏
する車項

請水年月妾

書

請求者の住所

名氏

2診

謂求回数

f所属学校)

3 毛

(氏

療

(職

氏

袈)

年

護

費

4移

第

第 1条~第18条

式第1号

種)

内訳は「診療費請求明細」爆記執のとおり

料

月

5

送

回

名

上記D、外の療聾
費

に委任Lまt.

年月日から
年月日主で

6

B

費

{交通費〕

から

控義楠償請求金
額

7

(負傷又は発病の年月田

添付する審類そ
の他の廣料名

山形県數育委負会殿

(その他の移送費)

改

二

日問

まて

下記の控笑補償を請求Lまt、

正

イ繍償費用の受甑委任)
この請求書による療養補償の費用の受甑を

凡竿管劇

痔

年

振込み

振込先金融
機閉名

養

案

月

(委任に基4く支払請求)
上記委任に基ノ」きこの請求書による疫養補慎の支払を舗求Lよ・キ。

支払請求者の住所

名

補

口普通預金口当座預金

年月日

※9

日生

口序器号

償

(ユ)

傷

預金名聾者

診療費請求明細

請

1 被災学校
匠等に閏
tる事項

銀行

回

円

k書

請求年月日

支店

円

請求者の住所

名氏

2診

請求

(所属学1々)

( 3 )

ニト'

3看

籾診

(氏

円

回数

療

(職

時問外・休日・深夜

氏

円

決

名)

券支

理

ι戸

費

護

4移

察

第

種)

円

逆決定金額

指導

足

内訳は「艶療費請求明細」欄記載のとおり

料

糾

月

剤

イー1

円

年

送

名

回

ト.記鋤外の療養
費

年月日から
年月日まで

に委任し主't。

月

6

イ

日

費

内服{、'
宙豆服{'
外用{爵

(交通費)

カ、ら

年

療笠湘償請求金
額

回'

月

年月日

年月日

年月日

7

日

(負傷又は発病の年月日)

暴風雨冒

月

繰付する書類そ
の他の資料名

(その他の移送費)

日

( 5 )

日

日冏

王で

回

皮下筋肉内

静脈内

そのイ也

円

N竿管劃

年月白から
年月日まて

年

振込み

振込先金恐
機闇名

冶ゆ

( 6 )

月

口普通預金口当塵預金

死亡

口庄得号

裟9

B左

月日

帰

藁

日

預金色凝者

( 1 )

傷

診痔費請求明細

中止

銀行

回

円

青」

藁

支括

円

( 8 )

検

ノ、

※

( 3 )

纛藁

青」

初診

円

五"

円

時間外・休凹・深夜

;:

理

支

察

円

※決定企額

内科再診
寺問
休日・深夜

剤

指導

払

料

円

年

イ王

晶J

年

( 4 )

投

而多

月

イ

年

回.゛

月

内服

年月凹

鼻月日

年月白

日

異属市雷

月

日

臼

{ 5 }

回

4

皮下筋肉内

静 豚内

の他

円

年月昌から
年月日まで

治ゆ

( 6 )

単位

回

単位

回

単位

回

死亡

婦

日

薬

中止

剤

粟

( 8 )

剤

薬

議3-37

一略一一略一
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藁
1

回
回
回

8
 
送
金
希
望
の
嶋
合

在
射
料

回
回
回

回
圓
回
回

斗

⑦
手
術
・
麻
酔
料

イ
 
U
 
ハ

回
回
回

診
討
昇
夜

位
位
位

単
回
単
回
単
回

病
名

再
内
霖 、

」
.
J

検
査
糾

再
診

隅
夜
路

着
夜
深
熟

診

剤
処
剤
処
剤
処

回
回
回

回
回
回

4
 
投
稾
料

回
回
回

圧
射
料

主
診



Uの

入院
年月日

回

回

nD

入

旨 入院時基本影疫料

室料・看護

料・霜食料

食右

食毎

特食

入院時医学簀理料

2週間以内 X

2避閻超~1月以内

X

1月超~3月以内

2

年

1

月

゛

院

日

1

折

点

日間

日問

B間

モの他

a2)診療報酬点数表により計算できる

( 9 J

3月超

Q3)診療報酬点数表に上り針算できな

合計額

B間

いもの(例えぱ診断書料・入院室料
差額等)

(14)

日問

診療費請求合計額

(10)

上記の事項は事実と相違あり主せノν.(この欄の記入は、診控にあたった医疫機関に

日間

日問

療養補償の費用山妾倒を委任すろ蠣合は不製です。)

、ー

の

他

入院
年月日

回

年

(注意事項)

1 請求者は、※印の棚には記入しなVこと。該当する口にレ印を記入すること。

2 「(補償費用の受領委任)」の欄は、診療にあたった医師又は医療犠関に補償聲用

1点単価

回

門

aD

入

月

入院時基本診疫料

室料・看護

料・給食料

食右

食無

特食

入院時医学管理料

2週間以内 X

2週間超~」月以内

X

1月超~3月以酷

年

日

,ニ

U2)+ Q3)

の受領を委任しようとする場合にのみ記載し、その他Φ場合には記入しなVこと。

月

3 「3 看護料」及び「4 移迭費」にっYては、費用の領収書及び明細書を添付

院

所在地

医師の氏名

すること。

日

4 「5 上記以外の療委鬢」の棚に微、入院料に食事代を含まなV場合の食事料及

所

び療菱に必要な治療材料等の名称、数量及び費用を記入し、その領収書及び明細書

を添付すること。

占

2

円

ヨ問

日問

日問

5 「8 送金希望の場合」の棚は、当該補慣の支給が決定された坦合におVてその

aω詑療秘酬点数表により計算できる

そσJ1也

円

3

支払方法にっVて銀行送金を希望するときに記入すること。

3月超

Q3)詑療螺酬.点数麦により計算できな

/、昏卜額

円

6 礫9 診療費請求明細」欄の記入に代えて同様事垣を記載した匡師、歯科医師

日問

いもの(例えぱ診断書料・入院室料
差額等}

又は柔道整復師の証明書を添付してもよV。

式第2号

a幻

日間

彫療費請求合計額

上記の事項は事実と相違ありませノV。(この幌の記入ば、詑療にあたった医療機閼に

日問

日問

寮養補償の費用の受領を委任する努合は不要です。)

年

IA単価

(注意事項)

1 請求者は、難印Φ欄には記入しなVこと。該当する口にレ印を記入すること。

2 「(補慣費用の受領委任)」Φ棚は、診療にあたった医師又は医療桜関に補慣費用

月 日

a2〕+(]3)

の受領を委任しようとする場合にのみ記載し、その他の場合には記入しなΥこを。

3 「3 看護料」及び「4 移送費」にっVては、費用の領収雪及び明細雪を添付

劇在地

医師の氏名

すること。

4 「5 上記以外の痔養劉の糊には、入院料に食事代を含まなV場合の食事料及

び療菱に必要な治療材料等の名称、数量及び鬢用を記入し、その領収書及び明細書

を添付すること。

円

5 「8 送金希望の場合」の欄は、当該補慣の支給が決寔された坦合におVてその

円

支払方法にっVて銀行送金を希望するときに記入するこど。

円

6 喋9 診療費請求明細欄の記入に代えて同様事垣を記載した医師、歯料匡師

叉は柔道整復師の証明書を添付してもよい。

式第2号

議3-38

ノ
料

レ
ン
ト

X
 
x
 
y

X
X

、
ψ

四
レ
ン
ト
ゲ
ン
料

X
 
X
 
〆

て
の
他

会
一

J
イ

X
X雪
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2

一
(



{1」形県,'青委員会殿

下記山イ*美補償を請水Lまナ

1 被災学校

催等に閏

tる廓項

休馳補償請火醤

2 詣隶日数等

σ畔属学校)

(氏

{職

名〕

請井t年打

種)

所属学1々長の

証明

請求者の住1所

氏 名

請隶 回

21こ0、、えr1土

年

11t 業補償

数第

年

(負傷又は発病の年月B)午月日

全部休藁し

乍日{ニノコL

ぜU)計算

Π

k記のとおり、で左ろこ上を1正明Lます
月 日

所属学控d

5 厚生午'生{呆i途鵡

等仍適用閲係

回

日

q

一部休業L

た B {こノコ、

ての計算

〔補償韮礎額〕

月

(A)

休黨楠愃請
求金額

11」形県敏育喜員会殿

口土

(補償基礎額)

口

口焚保殴者でなし

6 [K師りコ三正明

下託のイ永秦楠償を諦:RLま■

(請求日数)

(B)(

1 械災学校

武等に閼

土る事頂

侮

イ、契補償請,k 書

(A)+(B)

け青*日数)

2 ;青井t 日数等

U翫属孚ι之)

の被保険古'である

{氏

Id

(職

上記の上おりであるこ上を証明L主t

T 月日

名)

3 J,T属Y,控長d)

証1羽

請太年"日

種)

振込先金融
棲朋名

円

請東者山忙所

名」て

援込み

青衷則数第

現存の状態

口普通預金口当嘩預金

仔
口i台暑1 口死亡
U転催口鞭親中

2 に01、't1立

年

円

4休凝繍償

(注意事項)

請求者は、※印の梶には記入Lないこと。該当する口にι卸を記入すろこ上

医断の証明」の棉には、入院中の場合のように、既に療養補償請求害等

によって療養のため勤務できないことが明らかに認められるときば、この請求書に

おいて重ねて医師の証明を求めて記入・「る必要はないこと

3 'この請求書を提出するときに、請求する休業補償上同一の事由に上って獣に掲け

る年金の給けを受けている場合には、その年金の種類、年額、支給開姑年月、年金

証書の記号番号及び所轄年金事務所名等を記載した書類を茅付すること

(1)国民年金法等の一部を改正する怯律(昭和60年法律第N号。以下「国民年金

等改正法」という。)附則第87条第1項に規定すろ年金たる保険給付に該当すろ

障害年金

(2)国民年金算改正注附則第78条第1項に規定tる年金たる保険粕付に該当する

障害牟金

捻)国民年金等改正怯附則第開条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害

年金

(4)厚生年全保険法の趨定による障害厚生年金{以下「障がい厚生年金」巴τ

う。)及び国民年金法仍規定による障害蒼礎年金(同法第30条の4の規定による

障害基礎年金を除く、」り、下「障がい基礎年金」上いう。)

(5)障カミV厚生年金(当骸楠償の事由となった降審につVて障がい基礎年金か支

給されむ坦合を除く。)

(6)障力二V基礎年金(当骸補償の事由となうた障害にっVて、国家公務貫共済組

舎法若しくは地方公務貫等共済組合法の規生による障署共済年金又は障がい厚生

年金が支綣される坦合を除く。)

4 「7 送金希望の埋合」の槻は、当該補慣の支給が決定きれた埠合におVてその

支払方法にっいて銀行送金を希窒するときに記入寸ること

口座番月

円

午

銀行支店

イ負傷又社鳧構仍年ne)

預金名鞭名

月

上記L乃主お"、であろことを証明し生'オ
月 日

f,「職学千空υ

月
口中止

5 厚生年金保険材

等の遮用閨僻

回

日

郁休業し

た日 1こ0、

ての言÷算

坪

(繍償基礎額〕

日

※休業補償
決定金額

月

議3-39

('ヘ)

理

休塞補慣謂
*金額

'戸

日生

(綿償基礎額)

※通知

月日

口

口被伐険者でな、

6 医師の証明

暗酉ンR口数〕

年月

沌等降ヨ拶

〔B} r

傷窮

{A}+(B)

病名

イ罰,R日数)

日

年月

の被保険名であろ

年月

←加挺辻司

円

上記のとおりであることを証明しまオ
年月日

日

'暴・・

振込先金酷
機閼名

日

円

按込み

現在のせ態

口普通預金口当座預金

畷*即,11 ' 1

▲ヒ

口治ゆ口死亡
口耘医口継続中

円

Gキ意事項)

請求者は、※印の欄には記入しないこ上。該当する口に厶石]を記入tること

「※6 匡師の鉦明」の欄には、入院中の場合のように、既に疹養補償請求書等

によって控撲のため勤務できない二とが明らかに認められるときは、この請東書に

おいて重ねて医師の証明を東めて記入tるし、亜はないこと

3 この請求書を提出するときに、請求する休業補償と同一の事由によ0て汰に掲げ

乙年金の給付を受けている場合には、そ仍年金の種類、年額、支給開始年月、年金

証妥の記号番号及び所轄年金事務所名等を記載した書類を添付tるこ上

(1)国民年金法等の一部を改正する法徐(昭和印年法律第34号。以下「国民年金

等改正法」上1、う。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付に該当司、ろ

障害年金

柁)国民年金等改正法附則第78条第]項に規定tる年金たる保険給付に該当する

障害年金

(3)国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害

年金

(■厚生年金保険法の規定による障轡厚生年金(以下「障がい厚生年金jと、

う。)及び国民年金法の規定による障害基礎年金(同注第30条の4の規定による

障害基礎年金を除く.以下「障がい茎礎年金」という。}

(5)障がV厚生年金(当骸補償の事由となった障審にっYて障がV基礎年金が支

給される堺合を除く。)

(6)障ガ;V基礎年金(当該補愃の事由となった障害にういて、国家公務貫共済組

合法若しくは地方公務貫等共済組合法の規定による障害共済年金又は降がV厚生

年金が支給*れる坦合を除く。)

4 「7 送金希望の坦合」の棚は、当該補儷の支給が決定された堤合におVてモの

支払方法にっいて銀行送金を希望するEきに記入するとと

口座話号

円

銀行支店

預金名終名

L医師の氏会

月

口中止

Jユ理

日

休業補償
决定金額

崇通知

年月

政令第6条の制隈
口有 口畢

÷支払

日

年月

年月

円

日

日

日
口

数
勲

休
休
額
額

郎
都
鞠
詮

全
一
の
σ

{
等
等

日
与
与

払
黙

た
た

お
れ
れ

コ
わ

山
払
払

し
で
支
支

岡
し
れ
額

業
わ
記

休
払
●

部
支
等

全
に
与

動
認
日

め
と

た
た

0
0

雄
な
ら
で

ら
き
"
三

り
て
日
日

の
が
数

数
L
L
 
日
月
月

日
二
る

求
ろ
れ
年
年

詰
寸
・
0

務
め

也
尓
名

'
畉

冉
ま
に
セ

日
口
"
日

に
た

し
し

月
月
姦
業

永
木

蔀
部

年
年
上

所
名
長

恐

称
の

所
名
医

機療

支

し
し

業
 
0
 
算

休
に
計

部
日
の

全
た
て

"
Π
)

円
円

数
数

休
休
頴
額

都
部
紀
稔

令
一
の
の

{
等
等

日
与
与

鋤
認
 
B

'
と

た
た

0
「

建
か

療
な
ら
一

あ
、
L
 
力
.

黙
"
日
日

数
レ
.
一
口
月
月

日
こ
る

求
る
れ
¥
年

首
司
ら

務
め
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御
し
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額

業
わ
稔

休
払
の

部
主
等

全
に
与

ち
れ
れ

り
わ
」

の
払
払

ら
で
支
立

力
ま
に
一
い

日
Π
日
日

亢
六

L
L

円
"
業
業

永
*

部
部

年
午
全
一

給
給

た
た

受

也
尓
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御

所
名
長

し
れ
額§

冊
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し

X

払
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送
金
希
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の
堀
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ハ
聖



式第3号

山形県教育凄員会殿

下記の慱病補償年金を請ホL主t。

傷翁補償年金請求審

被災学校

医等に関

する事項

("i属学校)

(氏

傷病の名称、都位及ぴその状態

(職

請求年月日

名)

(療養開始年月日)

諮求者の住所

名氏

種)

既存障害とその程度

B常生活の駄態

年

年月日

傷

月

(負傷又は発痢の年月印

病

傷病補償年金請求金額

(傷病等級談当年月日)

式第3号

日

等

厚生年金保険怯等の適

用悶係

年

級

月

山形県敬育委員会殿

日生

年月日

(補償基礎額)

第

下記の傷病補償年金を藷求します

振込先金融
機閏名

年月日

口

口被保険者でない、

振込み

傷病補償年金請求書

級

被災学校

医等に閲

する事項

口普通預金口当座預金

議3-40

(注意事項)

口座番月

(j野属学校)

X

鋳行

2 傷窮の名称、部位及びその状態

請求妻は、※印の欄には記入しないこと。該当する口にレ印を記入すること。

この請求書を提出するときに、請求する休業補慣と同一の事由によって吹に掲け

る年金の需付を受けてVる埋合に轤、その年金の種類、年額,支給閉始年月、年金

証雲の記号舌号及び所轄年金事務所名等を記散した嵩類を添付すること。

Q)国民年金法等の一部を敢正する法律(昭和印年法律第触号。以下「国民年金

等改正法」という。)附則粛87条第1垣に規寔する年金たる保険給付に骸当する

障害年金

(2)国民年金等敢正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付に骸当する

障害年金

(3)国民年金等改正法附則第詑条第1項に規定する年金たる給付に該当すろ障審

年金

(4)厚生年金保険法の規定による障笹厚生年金(以下「障がい厚生年金」とV

う。)及び国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第30条の4 の規定による

障害基礎年金を除く。以下「障かV基礎年金」とVら。)

(5)障がV厚生年金(当該補慣の事由となった障害にっVて障がV基礎年金が支

給きれる坦合を畭く。)

(6)障かい基礎年金(当材補償の事由となった障密にっいて、国家公務員共済組

合法著しくは地方公務員等共済組合法の規定による降書共済年金又は障がV厚生

年金が支給される娼合を除く。)

「8 送金希窒の場合」の潤は、当誠補慣の支給が決定された場舎におVてそΦ

支払方法にっVて銀行送金を希窒するときに記入すること。

預金名甍者

(氏

q盲数)

の被保険者である.

(職

支店

諮求年月日

名)

〔療霊開始年月日)

請求名の住所

名氏

種〕

厩存隙害とその程度

日常生活の状恕

理

年

円

年月日

5僖

年

支

月

(負傷又は発病の年月日)

6 傷病神償年金舗求金額

美決定金額

払

月

病

年

【傷病等紐肢当年月日)

7 厚生年金保険抵与の適

日

日

等

月

年

年

用閼係

級

日

月

月

日

日生

年月日

(補償基礎額)

第

按込先金融
機閉名

年月日

円

口

口被保険者でない'

振込み

級

口着通預企口当座預金

(注意事項)

口座番号

X

銀行

ミ決定

預金名美者

請求番は、難印の欄には記入しなVこと。該当する口にレ印を記入するこど。

この謂求雪を提出するときに、請求する休業補償と同一の事由によって次に掲け

式第4号

q音数)

の被保険者である,

支店

る年金の給付を受けてVる坦合には、その年金の種麺、年額、支給閉始年月、年金

証暑の記号番号及び所轄年金事務所名等を記敢した書類を添付するこど。

(1)国民年金法等の一部を故正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金

等故正法」とVう。)附則第密条第1垣に規寔する年金たる保険給付に該当する

障害年金

理

決

円

※支

(2)圓民年金等改正法附則第?8条第1項に規寔する年金たる俣険紬付に該当する

7L

年

障喜年金

(3)團民年金等故正法附則第32粂第1頂に規定する年金たる給付に該当する障害

月

払

年

決定金額

年金

日

月

(4)厚生年金保険法の規定による障審厚生年金(以下「障がV厚生年金」どV

日

う。)及び国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第30条の4 の規定による

障害基礎年金を除く。以下「障がい基礎年金」という。)

月

(5)障がい厚生年金(当該補償の事由となった障霽につVて障がい碁礎年金が支

日

給される場合を除く。)

円

(6)障がY基礎年金(当該補慣の事由となった障害につVて、圃家公務員共溺組

合法著しくは地方公務員等共済組合法の規定による陣害共法年金又は障がい厚生

年金が支給*れる堪舎を除く。)

「8 送金希望の場合」の禍は、当該補慣の支給が決定された場合におVてその

支払方法にっVて銀行迭金を希望するときに記入すること。

式第4号

受

年

8
 
送
企
希
望
の
堤
ム

受

送
金
希
望
の
場
ム

父



山形県奉々脊委員会殿

下記山主おり傷病補憤年金の変硬を請求

{、・・・,。

傷病補償年金変更請求書

現在受け'ぐいる傷窮補償年金

の侮病等級

現在受けている傷病衛償年金

の支給が開始された年打

請求年月日

障害の程度に立更があ0た年

月日

4

詰求者の年金証書の爵号

請求者め住所

氏 名

変更後の障害の部位及びその

程座

変更後の傷病補償年金請求額

年

6 添付する書類その他の資料名

月

円

年

{文

日

鍛

年

琴

変更後の傷病等紐

(注意事項)

ι年金補償基礎額)

理

月

山形県轍育蚕員会殿

1 請隶者は、芽印の欄には記入しないこと'

払

年

2 「4 変更後の障害の部位及びその程度」の欄の記入事項が添付する診断書の記

月

年

月

下記の上おη傷搭補償年金の亥更を請求

し主す。

載事項と同じであるときは、「診断書のとおり」と紀入すること。

傷柄補償年金変更請犬書

3 この請隶各には、障害の倒窒に変夷があった時期の決定及び変更後の儁撰等級の

月

日

1

B

X

決定にし、要な氏師の訟断書その他の書類及び資料を添付するこ七。

現在受けている悔病補償年金

の傷病等鍛

B

::

(筑

式第5号

仟音数)

2 現在登けている悔病補償年金

決

級 ※決定金額

級)

の支給が関始された年月

3

山形鳳教育委員会殿

請隶年月日

障害の程度に変更があ0た年

月日

'

年月日

口窒更口不変更

J 変更後の隠害の郁位及ぴその

請求者の年金証書の番弓扇

請*者の住所

名氏

円

程度

下記の障害補償を舗求Lます。

障がい繍償年金(一時金)請求轡

5 亥更後の傷病補償年金請求額

年

6 添付ずる書類その他の資料名

第

妓災穹讐交

医等に関

する事項

月

年イ#

円

受

年

(所属学校)

日

請求年月B

支

紐

i 変更後の傷病等怨

号

2

(氏

請求者の住所

氏 名

(注意事項)

(年金補償基礎額)

理

(障害の部位及ぴその程度)

月

名)

(負傷又は発搭年月日)

1 請求者は、※印の欄には記入しないこと。

2 「4 変更後の障害の部位及びその程度」の禰の記入事項が添付する診断書の記

載事項と同じであるときは、「診断審のとおり」上記入すること。

3 この舗求書には、障害の程度に変更があ0た時期の決定及び変更後の修病等級の

決定に必要な医齢の診断書その他の書類及び資料を添付すること.

払

年

3

月

年

月

(既存障害とその程度)

年月

第

月

日

月

日

X

噐

日

日生

障

(筑

式第5号

"音数〕

年月日

決

紐

害

日

(職

級)

長決定金額

等

5 陣害補償請求金額

種)

{治癒年月日〕

級

山形県數育姿員会殿

定

年月日

口亥璽口不変吏

円

下記の障害補償を請隶し主す。

年

障がい補償畢金(一時金)請求書

年企

6 厚生年金保険怯等

月

(補償基碇額)

山適用閨係

1

一時金

日

被災学校

医等に鬨

する事項

円

{楠償墓礎額}

(所経学校)

口

請求年月日

y

仟喜数)

(氏

口被悍険者でない。

請求者の住所

級

(薙害の訊位及びその程座〕

名)

{負惚又は発病年π日}

氏

X

仟書数】

3

..........._の被保険者である

(既含障害とその程度)

名

年月

月

4障

日生

円

年月 B

日

害

{職 種〕

円

(治癒年月印

5 障害補償誇求金額

鞍

年

6 算生年金保険法等

月

〔樒償基礎額)

の適用関係

妾

・一時企
【補償基磯額)

口

X

(倍数)

口被保険者でない。

議3-41

級

y

(倍数〕

の被保殴者であろ

円

年

二

第

年

第

第

第

年

受

2

等第



振込先金融

礎関名

振込鹸

口苦通預金口当座預金

銀行

口座委号

支店

{受理

預金名義者

※

決定

金額

障害等級

口年金

ロー時金

年

(注意事頂)

政令第6条の制隈

口有口景

1 請求者は、※印の棚には記入しなVtと。該当する口にン印を記入寸るこど。

2 「2 (障喜の部位及びその程度)」の欄の記入事珊が添付する診断書の記載事

項と同じであるときは、 1彫断書のとおり。」と記入するこど。

3 「3 (既存陣害とその程度)」の欄には、新だに既存の障害の程度を加重した

坦合に記入するものとし、既存障害にっVて障害補慣を支給された堤合は、その該

当等級を明記するこど、

4 「6 厚生年金保険法等の適用関係」の欄には、障害補慣年金を受けようとする

者につVて記入すること。

なお、この請求雲を提出するどきに、請求する陣害補慣年金と同一の事由によっ

て墳に掲げる年金の給付を受けてVる嶋舎には、その年金の種類、年額、支給閑始

年月、年金証婁の記号看号及び所轄年金事務所名等を記載した婁類を添付すること。

(1)国民年金法等の一部を改正する法律(昭和印年法律第34号。以下「国民年金

等改正法」とVう.)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する

陣喜年金

(2)園民年金等改正法附則第78条第1垣に規定する年金たるイ呆険給付に骸当する

障害年金

(3)国民年金等改正法附則第詑条第1項に規定する年金たる給付に該当する障署

年金

(4)厚生年金保険法の規定による降害厚生年金(以下「障がい厚生年金」をV

う。)及び国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第30条の4 の規皇による

障喜基礎年金を除く。以下「障がV基礎年金」とVう。)

(5)障がV厚生年金(当該補償の事由となった障害にっVて障がV基礎年金が支

給きれる埋合を除く。)

(6)障がV基礎年金(当該補慣の事由邑なった障喜にっVて、圃家公務員共済組

合法若しくは地方公務員等共滂組合怯の規定による障害共済年金又は障がV厚生

年金が支給きれる堺合を除く。)

5 「7 送金希窒の場合」の棚は、当該楠慣の支給が決定された堤合におVてその

支払方法にっVて銀行送金を希望すると送に記入すること。

6 この請求書には、治癒の時期の決定及び陣害等級の決定に必要な匡師の診断雪

エヅウス線写真その他の雪類及び資料を添付すること.

崇 3重

月

第

日

知

年金証書の

号看

※年金支払

開始年月

級

年

円

月

第

一時金の

支払

日

振込先金融

機閏名

号

振込み

年

口苦通預金口当塵預金

年

月

銀行

口座呑号

月

支店

日

預金名義者

※

决定

金額

熨障害等級

口年金

ロー時金

年

(注意事垣)

1 請求者は、擬印の榔には記入しないとと。該当する口にレ印を記入するこど。

2 「2 (障審の部位及びその程度)」の榔の記入事項が添付する詑断書の記載事

政令第6条の制眼

口有口無

月

第

,武

項と同じであるときは、「診断妻のとおり。」と記入すること。

日

3 「3 (既存障害とその程度)」の糊には、新たに既存の陣害の程度を加重した

知

年金証書の

舌 号

娼合に記入するものとし、既存障害にっVて障審楠慣を支給された埋合は、その該

当等級を明記すること。

縦年金支払

閑始年月

級

年

円

4 「6 厚生年金保険法等の適用閏係」の潤には、降害補償年金を愛けようとする

月

難

第

者にっVて記入すること。

なお、この請求書を提出するどきに、請求する障告補慣年金邑同一の事由によっ

て炊に掲げる年金の給付を受けてぃる堺合には、その年金の種類、年額、支給閉始

斧月、年金証書の記号番号及び所轄年金事務所名等を記載した審類を添付するこど.

(1)国民年金法等の一部を改正する舷律佃召和60年法律第討号。以下「国民年金

等改正法」どVう。)附則第87条第1須に規定する年金たる保険給付に該当する

陣審年金

(2)團民年金等改正法附則第78桑第1項に規定する年金たる保険給付に鰄当する

障害年金

(3)国民年金等故正法附則第詑条第1項に規定する年金たる給付に該当する陣害

年金

(4)厚生年金保険法の規定による障害厚生年金(以下「障がい厚生年金」とV

う。)及び国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第30条の4 の規庄による

障害基礎年金を除く。以下「障がY基礎年金」とVう。)

(5)障がい厚生年金(当該補償の事由となった障害にっいて障がい基礎年金が支

給*れる嶋合を除く。)

(6)障がV基礎年金(当該楠償の事由どなった障害にっいて、国筆公務員共済組

合法若しくは地方公務員等共属組合法の規定による降害共済年金又は陣がV厚生

年金が支給きれる場合を除く。)

一時金の

支払

白

式第6号

号

年

年

月

月 日

5 「7 送金希盟の場合」の棚は、当該補慣の支給が决定された場合におYてモの

支払方法にっVて銀行送金を希望するどきに記入すること。

6 この請求書には、治癒の時期の決定及ひ陣害等級の決定に必要な匡師の診断雲、

エッウス線写真その他の書類及び資料を添付するこど、

式第6号

議3-42

受 1里

通

送
金
希
望
の
場
A

送
金
希
望
の
場
A

、
゛
ノ

=
ム



山形県鞍育委員会殿

下記の障害補償年金差額一時金を請求

しま寸

障がい補償年金差額一時金請求書

1 死亡した

芋校氏等

閨tる

事項

請求年月日

t所属学校}

請求者の住所

名氏

死亡学校長等と

山読柄又は閨儒

{氏名}

(死亡年月日)年月日

(既存障害主その程度)

'手

受給権者の
氏 名

年月日生

2 障害楠償

年金差額

一時金請

求金額の

+算等

月 日

死亡学校医等と
の続柄又は関係

(職種)

(死亡時の障害等穀)第

山形県教青婆R会段

支玲された年金の額の合計

イ樒償基磯額}(倍数)

下記の障害補憤年金整額・一時金を請東

L 主寸

障がい補償年金差額一時金請求書

3 障害補償年金差額一時金の請求金額

1 死亡した

学校医弊

に関寸る

事項

支給された前払一時金の額

級

前;ムー・時金の額の合計

ト'

請求年月日

(所属¥校)

請求者の住所

氏 名

死亡学校医等と

の続柄又は閉侍

キ辰込先金融

搬閏名

円

(氏名)

1長込み

(死亡年月日)年月日

口普通預金口当座〒亘金

年

(薩存障害七その程座〕

円

受給権者の
氏 名

銀行支店

目座昏号

年月日生

2 障害補償

年金差額

一時金請

求金額の

計算等

月

(受給権者の数)

預金名義者

受理

日

死亡学校氏等と
の続炳又は関係

(注意事項)

1 請求者は、災印の棚には記入しなVこと。該当する口にレ印を記入寸ること

2 「1 死亡した学校匡等に閏する事項」の棚中「(既存陣喜どその程度)」の欄に

は、既存の降雲の程度を加重した埋合に記入するものセし、既尋障害にっYて障害

補慣を支給された場合は、その該当等級を明記すること

3 「2 陣審柿償年金差額一時金請求金額の計算等」の棚中「死亡学校医等との続

柄又は閏係」の欄には、その表が請求者であるときは剖、その者が死亡した陣書補

慣年金の受給権岩ど生計を同じくしていた者であるセきは命ど、併せて記入すると

と

4 この請求書には、吹に掲げる妻類を添付すること。ただし、との請求書の提出前

に、他の補償の請求に関し、既に提出されてVる書類又はその写しにっVては、添

付する必要ガな、

(D 学校匡等の死亡診断雪、死体検案雲、検視需委その他当該学校医等の死亡の

事実を証明する書類又はその写し

(2)請求者と死亡した学校匡等との続柄又は闡係に閏する市町村長の発行する託

明響

(3)語求者が、婚姻の届出をしてVなVが、学校匡等の死亡の当時事実上婚妬閏

係と同キ藁の事情にあうた者であるときは、〒の事実を認めることのできる書類

(職種)

(死亡時の障害等級)第

口受給権者が一人の

埋合又は代表者を

選任しなV堪合

口代表者を選任した

埋合

決定

金額

円

年

※通

月

支給された年金の額の合計

(補償基磯額)(倍数)

円

日

濠支

3 障害捕償年金差額一時金の請求金額

スⅡ

※年金証妻の

看 号

支給された前払一時金の額

円

紐

年月日

払

支給された年金及び

ト'

年月日

振込先金融

機関名

円

第

振込詠

白苦通預金口当座〒亘金

円

銀行支店

口座譽号

§1!受王里

(受玲権者の数)

預金名義者

0主意事垣)

1 謂求者は、※印の棚には記入しなVこを。該当する口にレ印を記入するこE

2 1]死亡した学校匡等に閏する事項」の欄中「(既存降署と干の程度)」Φ裡む

は、既存の障審の糎度を加重した坦舎に記入するものとし、既存障書につVて障署

補償を支給された堪合は、その該当等級を明記すること

3 「2 陣審補慣年金差額一時金請求金額の計算等」の棚中「死亡学校医等どの続

柄又は閏係」の棚には、その者が請求者であるときは個、その者が死亡した障害補

償年金の受給権者と生計を同UくしてVた者であるとぎは邑を、併せて記入するこ

ど

4 この請求書には、次に掲ける妻類を添付すること。ただし、この請求書の提出前

に、他の補償の請求に関し、既に提出されてVる轡類又はモの写しにっYては、漂

付する必妻がな、

(1)学校匡等の死亡診断書、死体検案妻、検視朗書その他当骸学校医等の死亡の

事実を証明する書類又はその写し

(2)謂求者と死亡した学校医等どの続柄又は閏係に閉する市町村長の発行する証

明雲

(3)請求者が、婚姻の届出をしてVなVが、学校匡等の死亡の当時事実上婚姻関

係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を翻めることのてきる雲類

口受給権者が一人の

埋合又は代表者を

選任しなV埋舎

口代襄去を選任しナ
ナ田A

円

年

※通

月

円

日

※支

ス0

濠年金証雲の

委 号

円

年月白

払 年月日

議3-43

定
額

衆
決
金

号第

4
送
金
希
望
の
場
合

号

4
送
金
希
望
の
場
舎



(4)請求者が、学校医等の死亡の当時その者と生計を同じくしてYた配偶者、子

父尋、孫、祖父母及び兄弟姉妹であるときは、学校匡等の死亡Φ当時生計を同じ

くしてVた事室を認めることのできる暑類

(5)請求者が配偶者以外の者であるとき轤、他に先順位去のなVことを証明する

書類

(6)請求者が、死亡した学校医等の遺言又はその任命権者に対する予告により特

に指定された者であるときは、これを証明する雲類

5 「4 送金希望の堤合」の欄は、当該補慣の支給が决寔された場合におVてモの

支払方法にっVて銀行送金を希望するときに記入するtと。

式第7号

山形県教育委員会殿

下記の障害補償年金前払一時金を請求
ます.

障がい補償年金前払一時金請求書

障

既存障害とその程度

害

障害補償年金の支詣決定に閨
する通知を受けた年月日

等

障害縮償年金前;ムー■寺金の申
出を行った月までの期問に存
る障害闇償年金の額の合計額

(4)請求者が、学校匡等の死亡の当時その者ど生計を同じくしてVた配偶者、子

父尋、孫、祖父母及び兄弟姑妹であるときは、学校医等の死亡の当時生計を同じ

くしてVた事実を認めることのできる書類

(5)請求者が配偶者以外の者であるときは、他に先瀬位者のなVと之を証明する

書類

(6)請求者が、死亡した学校匡等の遺昔又はその任命権者に対する予告により特

に指定された者であるどきは、これを証明する巻類

5 「4 送金希望の場舎」の凋は,当該補慣の支給が決定された塲合においてその

支払方庄にっいて銀行送金を希望するときに記入するとと、

式第7号

舗求年月日

級

誇求者の住所

氏 名

第

箭隶者が選択する障害補償年
金前払一時金の請ネ金額の計
算等

年

月

口障害補償年金前払
一時金の隈度額

日

月

紐

月分から

月分まで

山形県教育委負会殿

振込先金融
機関名

宴

01,200日分
01,000日分

800日分
600日分口

400日分口

20OB分

下記の障害補償年金前払・時金を請隶
しま寸

援込み

住)隈度額を選択した場合
(補償基礎額)(侍数)

円X

口普通預金口当座預金

1障

障がい補償年金前払一時金請求書

請

2 既存障害とその程度

口窪器号

銀行

求

3 障害補償年金の支給決定に関
tる通知を受けた年月日

害

円

預金名簑者

(注意事項)

柁)隈度額捌、外を選
択した場合
(補償基礎額)
X 日分=円

士店

4 障害補償年金前払一時金の申
出を行0た月までの期問に評
る障害楠償年金の額の合計額

響

号

請求者は、巣印の欄には記入しないこと。骸当する口にレ印を記入すること。

「2 既存陣害どその程度」の欄には、新たに既存の障害の程度を加算した埋合

にのみ記入するものどし、既存障害にうVて障害補償を支給された坦合は、その該

当等級を明記するこど。

「4 陣害補償年金前払一時金の申出を行った月までの期間に係る障害補償年金

の額の合計顎」の欄には、障害補償年金の最初の支払に先だうて申し出る場合は記

額

請求年月日

※

級

請求者の住所

名氏

理

決

5 請ホ者が選択する障害補償年
金前払・一時金の詰求金額の計
算等

定

年

年

入しなVとと。

円

繋決定金額

月

払

年

月

「5

Vては

※年金証書

の番号

日

月

請求者が選択する障害補憧年金前払一時金の請求金額の計算等」の棚につ

請求者が選択する口にレ印を記入すること。

送金希望の場合」の棚は、当骸補慣の支給が決定された坦舎におVてその

年

口障害補償年金前払
一時金の殴座額

日

「6

支払方法について銀行送金を希盟するときに記入するこど。

式第8号

月

紐

日

月

月分から

月分まて

日

補憤
基礎

額の

媛込先金患

機閨名

第

日

振込み

円

(1)隈度額を選択した場合
(綿償基礎額)(佶数)

円X

口普通預金口当座預金

月

請

口座番月

銀行

゛

円

議3-44

(注意事垣)

預金名美者

(2)隈度額以外を選
択した場合
(補憤基礎額)
X 日分サ円

金

支店

請求者は、築印の欄には記入しないこと。該当する口にレ印を記入すること。

「2 既存障害ど〒の程度」の棚には、新たに既存の陣害の程度を加算した堰合

にのみ記入するものとし、既存障害につVて障害楠償を支給された場合は、その該

当等級を明記すろこと。

「4 障喜楠慣年金前払一時金の申出を行った月までの期間に係る障害補慣年金

の額の合計客削の糊には、障害補償年金の最初の支払に先だって申し出る坦合は記

入しなVこと。

「5 請求者が選択する陣害補償年金前払一時金の請求金額の計算等」の榔につ

いては、請求者が選択する口にレ印を記入寸るとE。

「6 送金希望の堪合」の棚は、当該楠償の支給が決定*れた堺合におVてその

支払方法について銀行迭金を希望するどきに記入すること。

額

理

決

誠

足

年

円

月

士1

年

決定金額

※年金証書
のW号

日

月

牛

日

様式第8号

月 臼

第

円

第

"

年
年

相
す
額

に
当
る

分
分
分
分
分
分

日
日
日
日
日
日

翻
噐
翻

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

送
金
希
望
の
場
ム

旦

年

受

支

年
年

6
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11」形県教青委員会殿

障がい補償午金(一時金)変更請求書

下紀のどおり降害補償の変更を誘隶L主

,、0

1 現在受けていろ障害年金の障

害等鞍

2 現在受什ている傷病年金の支

給ポ關姑された年月

請犬年月日

3 障害の程隆に変更があった年

Π日

請求名の年金証嘗の番牙第

請求者の住所

名氏

4 変史後の障害の部位及びその

理度

年

5

月

窒更後の障害補償

請東金額

第

日

年

6 添イナ・ナる書類その他の賣料名

紐

年

11」形県叔寳隻晶会殿

金

月

一時金

(補償基曄額)

下記の上おり障害補償の変爽を請求L主

b。

X

障がい補償年金(一呼金)変更請求審

同

(補償基嘩額)

X

変更後の障害等緩

理

(注意事頂)

X

1 現在曼けていろ障筈"金の障

害葬吸

年

1 期求審は、災印の欄には記入しないこと。

2 「4 璽更後の障害の部位及びその程度」の棚の記入事項が添付する診断妻の記

載事垣ど同じであるときは、「診断書のどおり」と記入すること。

3 この請求書には、障密の程度に亥亜カヌあった時期の決定及び変更後の障害等級の

决定ヒ必要な匡師の診断雲その他の書類及び資料を泳付するこど。

式第9号

'ム

(イ奇数)

口

2 現在受けている傷病年帝の支

(第

月

年

〔イ各数)

緒が闊姑された年月

月

日

箒

訴ホ午ⅡB

3 障害の秘度に窒吏が島ウた年

級)

日

請*者のり全証書の番号笊

詰ホ占の住d!

氏 名

月U

決

4 変更綬の障害の部イ丘及ぴその

鞍

円

来訣定金顯

程度

5 変賀後の障答縮償

0!

円

山形県教育美員会殿

耳二

第

月

一出

請ボ金額

口変更口下変更

下記の介護楠償を請求し主す。

月

日

介

年

6 誘"すろ書顕その他の貸料名

1 被災学装

圧等に閉

十る事項

日

護

年

媛

,1

年

補

受

・・時金

門

{所属学{女}

2 傷病等籔又

は障害等紐

(補償基礎額)

償

円

支

{氏

請

i 変更後の障害等級

月

↓介謹を菱ナる歌愈の常時又は鮪時の別

〔繍償基礎額)

)k

(襲

理

名)

0王意事項)

請ホ年月日

謂緊身の住所

名氏

X

書

U侮病響紐(第

口障害等掻(第

種)

年

才ム

請求回数

1 請求者は、崇印の欄には記入しなVとと。

(倍数)

請求対魚午月

n

2 「4 変吏後の障害の部位及びその程度」の欄の記入事項が添付する診断書Φ記

Y

月

〔箪

載事項と同じであるときは、「診断書のとおり」ど記入すること.

(惰数)

第

3 この請求暑には、障害の程度に変至があった時期の決定及び笈璽後の障害等級の

月

H

介護費用を支出せずに

介護左受けた日仍有気

年

級)

筑

級)

紐〕

決定に必要な匡師の診断雲その他の書類及ひ資料を添付すると邑。

ニニ

日

(負儁又仕晃病の年月日)

年

月

;1

03うる

月

年

疑

3年金証書の番号

月

式第9号

6 介淺を愛けた

場"テ

回

介護補償請求令客自(請求月額の合針)

口ある

円

旦

口常時介讓を亜する

状態

決定金額

日

口ない

白ある

年

<、

ンビ

円

介護費用と

ス出し

口ない

介護

年

月

氏

口孝L、

口変更口不変更

口堰、宅口病院、施設等(名"

入F是・入所期聞(

年

山形嶋鞍青妥員会殿

事L

,゛;

第

門

日生

月

口舶時介護を纂司、る
状棲

して

額

下記の介淺捕償を蕭*しまt、

日

日

/r

名

1 被災竿校

匡等に閉

,る事項

昇

舗

護

請求者と功
続括父け閼停

円

円

補

"

円

償

U霽焦¥校}

2 傷病等紐又

は障審等級

月

円

請

{氏

額

年月

J 介糎を興,ろ状恕の常時又は随時の別

(駿

請求年n B

謂求名の住所

名氏

円

請求者が介護鳧受けた期聞

書

年

日かし年月

口儁病等羅 f筆

口障害等鍛(竿

種}

請ホ回数

円

飴求討象年刀

月

升1

円

!;}ニケ、'tj

月

日主で}

円

1ヨ3、゛コ

月

年

介護豊用を支出せすに

介護を髪けた日の有無

鰻)

級)

年

(負娼Xは発消の年月 H)

』茎

n ;ケ、,コ

月

月

年

只

口ある

年

3年金証書の壽号

月

回

6 介護を交けた

場所

日、で

介淺繍償請求金額イ請隶月額の合計)

月

羊

鐸島る

月

口営時介護を要ナる

状態

H

日主で

月

口ない

尋島ろ

野

介:蓮費用上

日ネて

口たい

介護

に徒

事L

た者

月

氏

口允い

年

口屑・宅白猪院、施設等 f名称

入r足・入1折期間 t

第

日生

打

口鼬時介穫を要す乙

勲趣

額

日

名

請

請*老と山
縫挟又に閨侍

円

議3-45

求

拘

月

1η

年月ヨかむ年貝日ミで)

額

1^]

請一てぎが介護を唖:;ナた期間

円

日

'羣

円

ι];ウ、.3

月

年

日力、リ

月

午

日古、tj

月 口生で

月

年

日主で

月 日上で

昇

年

一
一

牙

金

.
%

年

構

年

牙

訂

た

令

L

従二

受

年

支

年

5
請
求
登
訊
等

た

年

5
 
請
求
金
額
等

年
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振込先金融
機関名

口着通預金口当座預金

口座委号

銀行

預金名義者

支店

(注意事項)

1 請求舌は、※印の糊には記入しなVこと。翻当する口にレ印を記入,るこど。

2 「5 請求金翻等」の糊中「請求対恐年月」、「介霞麦用を支出せすに介腹を受け

た日の有無」、「介誕聾用として支出した客動及ぴ「請求月客動の棚には、ーの月ご

どに記入すること。

3 「7 介護に徒事した者」の棚には、介護彊用を支出せすに介護を受けた日があ

る堤合に当該介護を行うた表につVて記入するこど.

4 「8 送金希窒の場合」の欄には、この請求に係る補償Φ支給が決定されたとき

その支払方法にっいて銀行送金を希望する埋合に記入すること。

5 ヒの請求書には、炭に掲げる婁類を添付すること.

(1)障害を有することに伴う日常生活の状態に関する匡師又は苗料匡師の診断雲。

ただし、第2回目以後の請求におVて介緩を要する状椎の常時又は随時の別に変

更かなV堪合には、古略することがでぎる.

(2)介護楠償を受けようとする期問における介霞の事実並びに当骸介霞に従事し

た者の氏名及ひ請求者との続柄又礁閏係を記載した書類、ただし、第2回目以後

の請求におVて一Φ月に介設麦用を支出せずに介艇を受けた日があり、当該介毅

を行う者が前回の請求における介護補慣顎求書に記載*れた者と亥更がなV嶋合

で、当骸月に係る介鬚楠償の請求月額が公立学校の学校匡等の公務災害楠償の基

凖を定める政令(以下「政令」とVら。)第6条の2第2項第2号又は第4号に

規定する額である月があるときはその月に係る当骸書類の添付を省昭するこどが

できる。

(3)介諺盡用を支出して介護を受けた臼かある場合にあっては、当談介謬を受け

た年月日及ぴ時問並びに当骸介護賓用としてーの月に支出した額を証明するこど

ができる委類。ただし、第2回目以後の請求におVてーの月に介護費用を支出せ

ずに介簸を受けた日がある埋合で、当該月に係る介護捕慣の請求月額が政令第6

条の2第2頂第2号又は第4号に規生する額である月があるどきはモの月に係る

当該委類の添付を省鴫することができる.

受 理

託支

定

年 月

払

年

决定金額

白

月

年

日

月

振込先金融
機閏名

日

円

口菅通預金口当庄預金

口座番号

銀行

預金名義者

支店

(注意事項)

1 請求看は、来印の棚に轤記入しなYこと。該当する口にレ印を記入すること。

2 r5 請求金額等」の槻中「請求対線年月」、「介綬費用を支出せずに介護を受け

た日の有無」、「介霞畳用として支出した客動及び「請求月客動の糊には、ーの月ご

とに記入するtと。

※決

ヌ里

3 「7 介綾に従事した者」の欄には、介體費用を支出せずに介護を受けた日があ

式第10号

定

る場合に当該介護を行った者にっいて記入すろこと。

年

4 「8 送金希望の埋合」の欄には、この請求に係る柿慣の支給が決定されたとき

※決庄金額

その支払方法にっいて銀行送金を希望する場合に記入すること。

月

払

111形県數育委員全段

5 この請求妻には、吹に掲げる委類を添付するとど。

年

日

Q)障害を有することに伴ら日常生活の状態に関する匡師又は歯科匡飾の診断妻。

ただし、第2回目以後の請求におVて介蛭を要サる状熊の常時又は随時の別に変

更がない場合には、省略することができる。

(2)介毅補慣を受けようとする期問における介護の事実並びに当該介耀に従事し

た者の氏名及び請求者との続柄叉は関係を記載した書類。ただし、第2回目以後

の請求におVてーの月に介證聾用を支出せずに介謡を受けた日があり、当該介護

を行う者が前回の請求における介讃補償請求書に記載された者と変亜がない埋合

で、当叢月に係る介駿補償の請求月額が公立学校の学校医等の公務災害補償の基

準を定める政令(以下「政令」とVう、)箪6条の2第2頂第2号又は第4号に

規定する額である月があるときはその月に係る当該書類の添付を省略することが

Cきる。

(3)介護費用を支出して介鐙を受けた日がある場台にあっては、当該介護を受け

た年月日及び時間並びに当該介謹費用としてーの月に支出した額を証明するこど

ができる書類。ただし、第2回目以後の請求においてーの月に介誰費用を支出せ

ずに介護を貢けた日かある場合で、当該月に係る介護棉慣の請求月額が政令第6

条の2第2項第2号叉は第4号に規定寸る顎である月があるときはその月に係る

当該雲類の添付を省略することができる。

月

下記の遣族袖償午企を詰求しよせ、。

年

日

遺族締償年金請求書

月

1 死亡Lた

学挟優埣

に悶すろ
事項

日

U訴属学校)

円

請求

事

σモ

請求年月日

(負傷又は髭
揣の年月日)

劫求者(代畿岩)0住所

毫氏

死亡斗だ按阪尊上

の綾れ阿又は関係

円

3 請東者及

名)

口学校催等の死亡口先順位者の失控口胎児であうたテの出生

口先貝貞イ立者の所在不明

ぴ遺族補

償年金き

受ける二

とヨニ寸.証

る遺段

氏

年月

年

名

{F 月

4 既iこ遺翠'

日生

生年円日

月

補償年企
を受けて

いる名

(斑

日

式第10号

臼

年齢

(死亡

年月日」

氏

5 遺厩補償

種)

゛,0

住

'F4ケ請求
金額山計
算

名

山形県教育後員分殿

6 遺熊補償

生イ武月日

f繍償基礎額)

庁1

年金詰水

金額

死亡¥校医等と
の続炳Xは閥係

下記の遺族補償年金を諸求します。

'手齢

遺族補慣年金請求審

H

住

及給樗'
代炎吉を選1

1 死亡した

学校医等

に関する

事項

q音数)

佛X

X

所

人

死亡学袋匡等上
の続炳又は閉毎

ι所属孚校)

2

号合又
場介

請ホ年月日

(氏

請隶の

事由

1青求者(代表名)の住所

名氏

死亡学校区等と

の鞍柄父は悶怖

(負傷又は苑
病の年月 B)

X

名}

代支名左選イ
た場

【受給棧者山数〕

口学校匡等の死亡口先順位雪の失權口胎児であ0たテの出生

口先願位古ω所イ上不明

備,'

氏

年月

年

とができ

る遺歳

名

'1

日生

月

4 既に遣族

生年打日

月

円

(職

口

捕償年金

を及けて

いる古

日

(死亡

年月日)

年餅

種〕

氏

円

5 遺放袖償

住

年金請求
金額の計

算

名 生年月日

6 痘族補信

月i

(補償基礎額〕

年月

死亡学校阪等と
の統柄又は関係

年金請求

金額

年齢

議3-46

日

^』^.

住

備

(倚数)

"■、

1吾i
死亡学校区弊ど
の魂柄父は関坪

X

〔受給拷者の数)

備"

1
円

勢1 受

美モ又

※决

「
立

3

送
金
希
望
の
場
 
A

2

送
金
希
望
の
堪
 
A

考

及
補
を
こ

者
族
金
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遺
年
け

請
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償
受

月



7 厚生年金
イ部童法等
の適用関
係

口

掘込先金融
機閏名

振込詠

の被保険者であった。

口苦遁預金口当座預金

口座晋号

銀行

預金名義者

支店

(注意事項)

1 請求者は、渠印の棚には記入しないこを。骸当,る口にレ印を記入すること。

2 「3 請求者及び退族補慣年金を受けるととができる追族」の棚中「備毒」の糊

には、その者が請求者であるどきは劇、モの者が代表者であるときは8、その者が

公立学校の学校匡等の公務災害補償の基凖を定める政令(以下「政令」どVう。)

別表第3 に定める障署の等級第7級以上の障害の状態にあるときは園、また、その

者が請求者ど生計を同じくしてYるときは●と明記すること。

3 「4 既に遣族楠償年金を受けてVる者」の槻には、「2 請求の事由」の棚の

記入が「学校匡等の死亡」以外の場合に記入すること。

4 「7 厚生年金保険法等の適用閏係」の欄には、死亡学校匡等叉は請求者が厚生

年金保険法若しくは国民年金法又は旧船員保険法(園民年金法等の一部を改正寸る

法律(昭示酷0年法律第誕号。以下「図民年金等改正法」とVら.)第5条の頬定に

よる改正前の船貫保険法をいう。)、旧厚生年金イ呆険法(圖民年金等改正法第3条の

規寔による故正前の厚生年金保険法をいら。)若しくは旧国民年金法(園民年金等

故正法第1条の規定による改正前の国民年金法をVう。)の適用を受ける老である

の被イ呆険者であった。」の口にレ印を記入すろとともに、そのときは、「ロ

適用を受ける怯律名を記入するとと。

なお、との請求雲を提出するときに、既に当該邇族楠償年金と同一の事由によっ

て次に掲げる年金の給付を受けている埋合には、その年金の種類、年額、支給聞始

年月、年金証君の記号看号及び所轄年金事務ア斤名等を記載した雲類を添付すること。

また、この請求委に係る年金の支給決定後に渡に掲げる年金の給付を受けることと

なった場合には、迷やかにその冒を暑類で粧告するこど。

(1)倒民年金等故正法附則第87条第1項に規定する年金たるイ郷命、粕付に該当する

遺族年金

(2)閏民年金等敢正法附則第78条第1項に規定する年金たるイ呆険給付に該当する

遺族年金

(3)圃民年金等改正法附則第詮条第1項に規定する年金たる給付に該当,る母子

年金、凖母子年金、遺児年金又は寡婦年金

(4)厚生年金保険法の規生による遺族厚生年金(以下「遺族厚生年金」とい

う。)及ひ圃民年金法の規定による追族基礎年金(團民年金等改正法附則第28粂

第1項の規定により支給きれる邇族基礎年金を除く。以下「遺族基礎年金」をV

う、)

(5)遺族厚生年金(当該補償の事由となうた死亡にっVて遺族基礎年金が支給さ

れる場合を除く。)

(6)遣族憂礎年金(当該補慣の事由となった死亡につVて、圍家公謬員共済組舎

佐若しくは地方公務員等共儕組合法の規寔による遣族共済年金又は遺族厚生年金

が支給きれる堤合を除く。)又は国民年金法の短定による寡婦年金

5 この請求書には、次に掲十る雲麺を添付すること。ただし、この請求書の提出前

に、当該補慣の事由となった学校医等の死亡に係る遺族捕償年金の支給が行われて

Vたどきは、渡の(1)及び(3)に掲げる書類を添付する必要はない。

(1>学校匡等の死亡診断書、死体検案書、検視胴妻その他学校匡等の死亡の事冥

及びその死亡が公務上の事由によるものであるととを証明する書類又はその写し

(2)請求署及び請求者以外の邇族補償年金を受けることができる遺髞の氏名、太

籍及び学校匡等との続柄に関する市町村長又は区長の発行する証明雪(戸籍の謄

本又はチ少本でもよV。)

ぎ里

口被保険老ではなかうた。

口受給権者が1人の
唱合又は代表者を
選任しなV埋合

口代峩者を選任した
場A

年 月

7

支払開始

年 月

知

日

厚生年金
イ呆険法等
の適用関
イポ

年金証雲の

番

年

円

月

口

年

日

援込先金融
機閏名

第

月

振込み

の被保険者であった。

口普通預金口当座預金

口庄妻号

鐶行

預金名義者

支店

(往意事垣)

1 請求者は、券印の欄には記入しなVこと。骸当する口にレ印を記入サろこと。

2 「3 請求者及び遣族棉慣年金を受けるととができる遣族」の襖中「備考」の棚

には、その者が請求者であるどきは色、その者が代表者であるとき轍8、その者が

公立字校の学校医等の公務災害補償の基凖を定める政令(以下「政令」という。)

別表第3に定める障害の等級第7級以上の障害の状態にあるときは@、また、その

者が請求者と生計を同じくしてVるときは命と明記すること。

3 「4 既に遣族捕慣年金を受けている去」Φ欄には、「2 請求の事由」の棚の

記入が「掌校匡等の死亡」以外の堰舎に記入すること。

4 「7 厚生年金保険法等の適用関係」の搬には、死亡学校医等叉は請求者が厚生

年金保険法苦しくは園民年金法又は旧船貫保険法(園民年金法等の一部を改正する

法律(昭ネ珊0年法稼第34号。以下「閏民年金等改正法」とYら。)第5条の規定に

よる改正前の船員保険法をVう。)、旧厚生年金保険法(圍民年金等改正法第3条の

規定による改正前の厚生年金保険法をVう。)若しくは泊国民年金法(園民年金等

改正法第1条の規定による改正前の国民年金法をVう。)の適用を受ける者である

ときは、 T口 の被保険審であった。」の口にレ印を記入するとともに、モの

適用を受ける法挫名を記入するとど。

なお、この請求書を提出するときに、既に当該迫族補償年金と伺一の事由によっ

て次に掲げる年金の給付を受けてVろ場合には、モの年金の種類、年額、支給閑始

年月、年金証雲の記号番号及び所経年金事櫛斤名等を記載した書類を逓付すること。

また、この請求妻に係る年金の支縮決定後に圦に掲げる年金の給付を受けることと

なった埋合には、速やかにその旨を書類で報告するとど。

(1)圓民年金等改正法附則第飢条第1垣に蜆寔する年金たるイ呆「童給付に該当する

週族年金

(2)圍民年金等改正法附則第78条第1頂に規定する年金たる保険給付に骸当する

遺族年金

(3)圃民年金等故正法附則第詑条第)垣に規定する年金たる給付に該当する母子

年金、凖母子年金、遺児年金又は寡婦年金

(4)厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金(以下「遣族厚生年金」とV

う。)及ぴ国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則靈28条

第1項の規定により支給きれる遭族基礎年金を除く。以下「遣族基礎年金」とい

ら。)

(5)迫族厚生年金(当該補慣の事由となった死亡にっいて遺族基礎与金が支給さ

れる堤合を除く。)

(6)遉族基礎年金(当叢補慣の事由となうた死亡にっVて、国寡公務貫共驚組合

庄若しくは地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金又は迫族厚生年金

が支給*れる場合を除く。)又は團民年金法の規定による寡婦年金

5 この請求書には、次に掲げる書類を泳付サるこ巴。ただし、この請求書の提出前

に、当鰄補償の事由どなった学校医等の死亡に係る遺族補償年金の支給が行われて

いたどきは、次のQ)及ひ(3)に掲げる妻類を添付する必要はなV。

(1)学校匡等の死亡診断客、死体検案雲、検視翻暑その他学扶医等の死亡の事実

及びその死亡が公務上の事由によるものであることを証明する書類又はその写し

(2)請求者及び請求者以外の遺族補償年金を受けることができる迫族の氏名、本

籍及び学校匡等どの続柄に閏する市窃村長又は区長の発行する証明書(戸籍の謄

本又は抄本でもよV。)

口被保険者ではなかった、

崇
口受給権者が1人の
埋合又は代表者を
選任しなV堺合

口代表者を選任した
埋合

年 月

支払閼始

年 月

知

日
年金証雲の

妻

年

円

月

年

日

月

号

露1 通

鷲一

議3-47
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(3)請求者及び請求者以外の遺族柿償年金を受けるこどができる遺族が学校医等

の死亡の当時その収入によって生計を維持してVた事実を語めることがで送る書

類

(4)請求者が、婚姻の届出をしてVないが、学校匡等の死亡の当時事実上婚姻閏

係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を翻めるとどのできる書類

(5)請求者又は請求者以外の遺族補慣年金を受けることができる迫族が政令別表

第3に寔める障害の等級第7級以上の障喜の状熊にあるものにつVては、その障

審の状熊にあることを証明する医師の診断書その他の書類及び資糾

(6)請求者以外の迫族補償年金を受けるこどができる迫族が請求者と生計を同じ

くしてぃるEきは、その事実を認めるととのできる書類

(フ)受給権者が妻で、他に造族補慣年金を受けるこどができる遺族がなV堤合に

おVて、その者が政令別表第3に定める障害の等級第7級以上の障害の状態にあ

るものに0いては、モの障害の状熊にあるこどを証明する匡師の診断書その他の

書類及び資料

(8)災害が第三者の行為によって生じたものであるときは、その事実、第三者の

氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからなVどきはその旨)を記載した書

類

(9)請求者が2人以上ある場合で代表者を選任したどきは、代表者以外の請求者

の同意書等、〒の者が代表者であるととを認めるこどができる書類。また、代表

者を選任しなVときは、その理由を記載した書類

6 「8 送金希望の坦合」の欄は、当該補償の支総が決定された場合におVてその

支払方法にっVて鎬行送金を希望するときに記入すること。

式第Ⅱ号

(8)謂求者及び請求者以外の遺族補慣年金を受けることがてきる遺族が学校匡等

の死亡の当時その収入によって生計を維持してYた事実を認めることがで嵳る書

類

(4)請求者が、婚姻の届出をしてぃないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻闡

係と同;藁の事惰にあった者であるどきは、〒の事実を認めることのできる書類

山形県數育委員全殿

(5)請求者又は請求者以外の迫族楠慣年金を受けることができる迫族が政令別表

第3に寔める障害の等級第7級以上Φ障害の状態にあるものにつVては、その障

答の状態にあることを証明する匡師の診断書その他の雲類及び資料

下記の遺族補憤年金前払一時金を請求L

ま司'.

(6)請求者以外の遺族棉慣年金を受けるこどがで送る迫族が請求者と生計を同じ

遺族補償年金前払一時金請求書

くしてVるときは、その事実を認めるととのできる雪類

(フ)受給権者が妻で、他に迫族補愃年金を受けるととができる迫族がなV堪合に

遺族補償年金前払一時

金請求金額の針算

おVて、その者が政令別表第3に寔める障害の等級第7級以上の障喜の状態にあ

るものにっVては、その障害の犹熊にあるこどを証明すろ匡師の診断書その他の

雪類及び資科

2 遣族補償年企前払一時

請求年月日

(8)災害が第三者の行為によって生じたものであるときは、その事実、第三岩の

請ホ者(代麦者)の住所

名"_氏

死亡学校医等と

の読荊又は閼係

金請求額

氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからなVどきはその旨)を記載した書

類

(補償基磯額)

(9)請求者が2人以上ある場合で代表者を選任したどきは、代憂者以外の請求者

遺族補償年金前払・一時
金の申出を行った月ま
での翔間に係る遣族補

償年金の額

の同意雲等、その憲が代表者であるこEを誘めるととができる雲類。また、代表

者を選任しなVときは、その理由を記載した妻類

年

受給権者が1人の場合又は
代麦者を選任しない場合

6 「8 送金希望の堤舎」の棚は、当該補償の支給が決定声れた坦合におVてその

支払方法にっいて銀行送金を希望するどきに記入するとど。

式第Ⅱ号

X

(倍数)

月

補償基礎額の1,000信

に相当する額から3の
額を差L引いた額

代麦者を選任した場合

X
(受給権者の数)

日

規則第7条に上る通知

を受けた年月日

1

山形県數育委員会段

年

aの計算額X受給権者の数)
円X

月分から

掘込先金融
機関名

下記の遺族補償年金前払一時金を請求L

ます。

遣族補償年金前払一時金請求書

振込み

円

口普通預金口当座預金

1

年

遺族掬償年金前払一時

金請求金額の計算

円

口窪番号

銀行

年

月分まて

預金名美者

請求年月日

2 遺族繍償年金前払一時

支店

請隶老(代表者)の住所

名氏

死亡学校医等と

の続柄又は閨係

月

金請求額

(補償基磯額)

円

決足

金額

口受給権者が1人の

場合又は代喪者を

遺任しない鳩合

口代表者を選任した

場ム

3 遺族補償年金前払一時
金の申出を行0た月ま

での期間に係ろ遺熊補
償年金の額

年

日

円

受給権者が1人の場合又は

代麦者を選任しない場合

鷲通

X

4

(倍数)

月

補償基礎額の1.000倍

に相当する額から3の
額を差し引いた額

代安者を選任した場合

X

知

日

(受給権者の数)

5 規則第7条による通知

1

払

年

円

を受けた年月日

月

年

年

日

aの計算額X受給権者の数)
円X

月

月分から

撞込先金融
機関名

日

円

振込み

口告通預金口当塵預金

円

口座番号

銀行

月分まで

預金名義名

支店

同

円

決定

金師

口受給権者が1人の

場合又は代麦者を

遷任Lない場合

口代表者を選任Lた

場合

日

円

通

芽支

議3-48

知

才ム

年

円

月

年

日

月 日
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ι受理

く注意事項)

1 請求者は、濠印の欄には記入しなVこと。該当する口にレ印を記入するとど。

2 「1 遺族補償年金前払一時金請求金額の計算」の糊中「(倍数)」の棚には、請

求者(代表者)が選択する迫族楠慣年金前払一時金の額の算定の基礎どなる倍数を

記入するこど。

3 遺族補慣年金の最籾の支払に先立って、遺族補慣年金前払一時金の支総の申出を

する者は、「3 遺族楠慣年金前払一時金の申出を行った月までの期問に係る遭族

補償年金の額」及ぴ「4 楠慣基礎顎の1,000佶に相当する額から3の顯を差し引

Yた額」の欄は記入しなVこと。

4 請求者が2人以上ある埠合で代表者を選任した邑送は、代表者以外の扇求者の同

意書等その者が代表者であることを語めることができる書類、また、代表者を選任

しないときは、その理由を記載した書類を添付するこE。

5 「6 送金希望の坦合」の欄は、当骸補慣の支給か決定された場合におVてその

支払方法にっVて銀行送金を希望するときに記入するこど。

年 月 日
※ 鼻金証妻Φ
香号

第

式第12号

山形県教育委員会殿

下記の遺族補償一時金を請東Lます。

(注意事垣)

遣族補償

1 請求老は、染印の欄には記入しないこと。該当する口にレ印を記入するとと。

2 「1 遺族補償年金前払一時金請求金額の計算」の棚中「(倍数)」の棚には、請

求者(代表圭)が選択する迫族補慣年金前払一時金の額の尊定の基礎どなる倩数を

記入すること。

3 遣族補慣年金の最籾の支払に先立って、遣族楠慣年金前払一時金の支給の申出を

する者は、「3 遺族楠慣年金前払一時金の申出を行った月までの期問に係る週族

補慣年金の客動及ぴ「4 補償基礎額の1.000佶に棺当する額から3の額を差し引

Yた客動の欄は記入しないこと。

4 請求者が2人以上ある堪舎で代表者を選任したときは、代表者以外の請求者の同

意書等その者が代表審であるととを翻めることができる書類、また、代表者を選任

しなY邑きは、モの理由を記載した書類を添付サること。

5 「6 送金希望の場合」の棚は、当骸楠償の支給が決定された場合におVてその

支払方法にっVて銀行送金を希望するときに記入すること。

1 死亡Lた

学校圧等

に閼,る
事項

年

時金請求響

(所繍学校)

請隶年月B

月

{氏

請ホ者(代喪者)の住所

氏 名

死亡学校医等と
の続柄又は閨俳

{職

名〕

日

(死亡年月日)

種〕

受給権者の
氏 名

年金証暑の
舌

年

2 遺族補償

月

^
^

年

生年月日

一時金請

求額の昔十

算

第

式第12号

日

月

死亡孚校圧等と
の続柄又は閼係

年

B生

イξ

月

山形県教育委員全殿

遣族補償

年金が支

玲されて

い六場合

補償基
礎額

( X

年金の受給権者で

あった者の氏名

日

3 遺族補償一時金請求額

下記の遺族補償一時金を請求します。

遺族補償

倍数

>

支話された年
金額の総針

4

f受玲権者の数)

]

標付tる書類その他の賣料名

年金証書の番号

死亡した

学校医等
に閼する

事項

1

時金請求書

(所属学校)

請ホ年月B

羽

(氏

支祐された年金額の

合 計

請求者(代去者)の住所._."

氏 名

死亡学絞睡等と
の税柄又は閏係

戸ニチ里

(職

計

名〕

(死亡年月日)

種〕

受給権者の
氏 名

年

2 遺族補償

一時金請

求額の計

算

月

生年月日

円

円

日

月

死亡学校厩等と
の続柄又は関係

年

円

日生

円

月

遺族補償

年金が支

給されて

いた鳩合

円

年金の受霜権者で
あ0た者の氏名

日

3 遺族繍償一・時金請求額

>

支給された年
金顯の稔計

〕

4 添付する書類その他の賣料名

(受輪棧者の数)

年金証書の番号

1

議3-49

支給された年金額の

計
^
U

計

円

円

円

円

号
棄

年

※号

勲音
基償

額
補
礎

〕
円

)
円



振込先金融
機閏名

振込散

口苦通預金口当塵預金

口座番号

銀行

(注意事垣)

1 請求者は、窯印の欄には記入しないこと。該当する口にレ印を記入tること。

2 「2 遺族補償一時金請求額の計算」の棚中「受給権者の氏名」の欄には、すべ

ての受給権者にうYて記入すること。

3 「2 迫族捕償一時金請求額の計耳」の糊中「遺族補慣年金が支給されていた埋

合」の棚は、この請求霄の提出前に、当該楠慣の事由となった学校医等の死亡に係

る遣族楠償年金の支給が行われてVた場合に記入するこど。

4 この請求書には、次に掲げる書類を添付するこを.ただし、この請求書の捉出前

に、当骸補債の事由となった学校匡等の死亡に係る遣族補償年金の支給か行われて

Vたときは、次の(1)に掲げる書類を添付する必要はなY。

a)学校医等の死亡診断書、死体検案書、検ネ盛毎霄その他学鞍匡等の死亡の事実

及びその死亡が公務上の事由によるものであるこ上を証明する書類又は干の写し

(2)請求者の氏名、本籍及び学校医等との続柄に閏する市町村長又は区長の発行

する証明貫(戸籍の謄本又は抄本でもよV。)

(3)請求者が、婚姻の届出をしてVないが、学校匡等の死亡の当時事実上婚如潤

係を同;ぎの事情にあった者であるど送轤、モの事実を翻めるととのできる書類

(4)学校医等の死亡に係る遺族捕慣年金を受けることができる遣族がなく、かつ、

語求者に先顯位者のなVととを証明する書類

(5)請求者が学校匡等の収入によって生計を纏持してVた子、父母、孫、祖父母

及ひ兄弟姑妹である埋合は学校医等の死亡の当時その取入によって生計を維持し

てVた事実を語めることのできる書類

(6)語求者が配偶者、学校匡等の収入によって生計を維持してVた子、父母、闘、

祖父丑及び兄弟柿妹以外の者で主として学校医等の収入によって生計を維持して

いた者であるどきは、学校医等の死亡の当時王セしてその収入によって生計を縦

持してVた事実を胡めることのできる雲類

(フ)請求者が、学校医等の遺言又はその任命権者に対する予告により特に指定き

れた者であるときは、これを証明する雲類

(8)災婁が第三者の行為によって生じたものであるときは、その事実、第三者の

氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときはモの旨)を記載した書

類

(9)その他必要な妻類

5 「5 送金希望の堰合」の欄は、当翻補慣の支給が决定された場合におVてその

支払方法にっVて、鎖行送金を希望するときに記入すること。

式第13号

預金名義者

又店 1製受 ま里

定

年

摸決定金額

月

払

年

日

月

年

日

月 日

振込先金融
桜関名

円

振込み

口苦通預金口当座預金

口座番号

銀行

(往意事項)

1 請求者は、戴印の棚には記入しないこど。骸当する口にレ印を記入寸ること。

2 「2 遺族補償一時金請求都の計算」の棚中「受給権者の氏名」の稲には、すべ

ての受給権者にっVて記入するこど。

3 「2 遭族補償一時金請求額の計尊」の稲中「迫族補償年金が支給されていた堺

合」の棚は、この請求雲の提出前に、当該補慣の事由となった学校医等の死亡に係

る適族楠償年金の支給が行われてVた埠合に記入すること。

4 この請求書には、炊に掲むナる妻類を泳付すること。ただし、この請求書の提出前

に、当該補慣の事由どなった学校医等Φ死亡に係る遺族楠償年金の支給が行われて

いたどきは、汝の(1)に掲げる書類を添付する必要はなV。

(1)学装匡等の死亡診断雪、死体検案書、検視胴轡その他学校匡等の死亡の事実

及びその死亡が公務上の事由によるものであるこをを証明する書類又はその写し

(2)請求者の氏名、本籍及び学校医等どの続柄に閏する市町村長又は区長の発行

する証明書(戸籍の謄本又は抄本でもよV。)

(3)謂求者が、婚姻の届出をしてぃないが、学校匡等の死亡の当時事実上婚姻関

係と同様の事情にあった者であるどきは、その事実を翻めるとどのできる婁類

(4)学校匡等の死亡に係る適族楠慣年金を受けるとどができる遺族がなく、かつ、

請求者に先畑位者のなVごとを証明する雲類

(5)請求去が字校匡等の収入によって生計を維持してVた子、父母、孫、祖父母

及び兄弟姉妹である鳩合は学校匠等の死亡の当時モの収入によって生計を維持し

てVた事実を語めることのできる雲類

(6)聶求者が配偶者、学校匡等の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、

祖父母及び兄弟妨妹以外の者で主として字校医等の取入によって生計を維持して

いた老であるどきは、学校医等の死亡の当時主としてその収入によって生計を維

持してVた事実を詔めることのできる書類

(フ)請求者が、学校医等の遣言又はモの任命権者に対する予告により特に指定*

れた老であるときは、これを証明する書類

(8)災審が第三者の行為によって生じたものであるときは、その事実、第三者の

氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからなVときはモの旨)を記載した書

類

(9)モの他必要な書類

5 「5 送金希窒の場合」の槻は、当該補慣の支紘が決定された場舎におVてモの

支払方法にっいて、鎮行送金を希盟するどきに記入すること。

樋金名義者

支店 ※受 理

炎支

定

年

崇決寔金額

月

払

年

日

月

与

日

月 日

円

様式第13号

議3-50
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山形県教青妥員会殿

下記の詐築補償息請犬します。

郁 祭 補

1

儘

死亡Lた学校医等

に閼tる事項

請

請*年月日

求

請求者の住所

f所鼠¥校)

書

(氏

2 葬祭補償請求金額

名)

{職

年

種)

{死亡年月日〕

月

3 添イ,1tる書類その

(A) 315,000+

日

年

他の費料名

4

( B )

月

(C)謂求金額αA)

山影県教育委員金殿

(補償基礎額)

挺込先金融

棲閏名

年

口生

(繍償基礎額)

振込み

下記山郭染補償を請求L主,

月

蔀

口普通預金口当腔預金

X30品

口主意事項)

1 請求者は、※印の棚には記入しなVこと。該当する口にレ印を記入するとと。

2 「4 送金希望の堺合」の棚は、当骸補慣の支給が決定された堤合において〒の

築

口座番号

(B、のうち高い金額)

H

,60=

銀行

補

預金名養者

1

償

死亡した¥校医等

に関十る事項

支店

附

支払方法にっVて鎮行送金を希望するときに記入するこど。

諮求年月日

式第14号

火

則

0折羅掌校)

誘*・ぎの住所

It・ 名

死亡芋技臣等巴

の続柏又1土闇係

香

円

理

σモ

山形県鰍育婆負会霞

※支

2 葬捺補償請*金額

円

定

名)

t職

年

年

※決定金額

種)

払

イ死亡'与月日)

下記の太支給の補償の支靴を請求L主

月

マ、。

月

年

3 轟、エイ.1tる書輸その

未支給の補償請求書

【 A )

日

月

年

他の貨*1令

B

年

315 000+

( E )

1

日

月

死亡Lた

受給梅者

(C)舗求金額αA)

月

(楠償基礎額〕

日

掘込先金麿

機閨名

午

請ホ年月日

氏

媛込み

イ闇償基礎額〕

2 主支緒の袖償の種類

日生

円

請隶者の住所

月

口苦通預金口当座預金

死亡年月日

名

3 末支給の補償請求櫛

X30-

(注意事垣)

1 請求者は、※印Φ棚には記入しなVとと。翻当する口にレ印を記入するこど。

2 「4 送金希窒の場合」の欄は、当該補償の支給が决定された場合においてその

支払方法にっVて銀行送金を希望するときに記入するとと。

口空番号

(B)のうち高い金額}

日

4 添什する書類その他の

安料名

y 60.・'

銀行

関

預全名義者

年

支店

{年金たる補償のとさは年金証書の番号}

月

停

年

受

円

式第N号

日

振込先金融機
名閨

円

理

月

振込J゛

円

支

口昔通預金口当應預金

山形県緻育委員会殿

¥

日

決定金額

才ム

口窪番月

銀行

月

(注琶事項)

1 '武共者捻、必印の爆には記入Lないこと'該当する口にし'弔を記入・よること,

2 この1青求書には、挨に掲げる書踊叉け資料忘添付tること、ただし、請求名ボ

夫支玲の補憤とあわせて、遺族補債を請求、とる場合には、当該遣族補償を請求ナる

ために提出すべき霄類又は資料については、添付する'、隻はない。

年

下記の末支給の補償の支給を諸東しま

す。

預金名美者

日

末支給の補償請求書

月

年

第

日

月

1

号

日

死亡した

受給権者

理

円

円

氏

請求年月日

2 未支緒の補償の種類

契ズ

寔

請求者の住所

氏 名

死亡Lた受給権
者との綬柄又は

悶 儒_..、......

死亡年月日

名

3

1決定金額

月

払

年

k支給の補償請求額

4 添十ltろ書類その他の

日

月

年

年

貨料令

バ店

日

月

(年金たる補債のときは年金証書の番号)

月

年

日

日

援込先金融機

名閲

円

月

揖込み

口谷通預金口当座預金

日

鏗行

(注意事項)

預金名美者

1 請火者は、※印の欄には記入しないこと。該当・上る口にι◆]を記入,ること,

2 この請求各には、歌に掲げる妥踊父は資料を添什司、ること、ただし、請求名が

宗支発の補償と島力せて、遣族補償を請求する場合に壯、当該遣族補償を請求する

ために提幽・ナ・くき書顎又は資科については、添什ナるZ、要はない。

支店

11決

理

議3-51

円

だ

払

月

決定金額

年

日

月

今・

臼

月 日

円

口窪番号

定決畦

5
送
金
希
望
仍
場
合

名
と
係

等
閉

氏
は

学
訶

亡
詫

氏
死
の

L
 
金
希
望
の
場
ム

冥
り第

受

決

決

年受

支

送
金
希
望
の
揚
合

气

権
は

名
給
又

受
柄

た
鑁

し
の

亡
レ

氏
死
者

5
 
送
金
希
望
仍
嶋
合

年受

%



(1)死亡受給権者の死亡診断妻、死体検案書、検祖羽書その他死亡受給権者の死

亡を証明する響類又はその写し

(2)未支給の補償が遣族補慣年金以外の補償であるどきは、次に掲げる雲類

イ請求表の氏名、本籍及び死亡受給権者との続柄に関し、市町村長又は区長の

発行する証明書(百籍の勝本又は抄本でもよい。)

口請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしてVたことを認

めることのできる書類

ハ請求者が、婚姻の届出をしてぃないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚

姻閏係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる

響類

(3)請求者が配偶者以外の者であるときは、他に先瀬位者のなYとどを証明する

雲類

(4)死亡受給権者が、この藷求に係る未支給の捕償分につVてまだ藷求をしてい

なかうたときは、その請求を行うこととした埋合に必要な書類モの他の資料

3 「5 送金希盟の堤合」の棚は、当該補慣の支給が決定された場合におVてその

支払方法にウYて銀行送金を希望するときに記入すること。

式第15号

式第16号

山形県駄青委員会殿

Q)死亡受給権岩の死亡詑断書、死体検案書、検視胴雲その他死亡受給権者の死

一略一

下記の所在木物者に停る遺該補償年金の
支牝停止を中請しま寸。

亡を証明する雪類又はその写し

(2)未支給の補償が遺族楠慣年金以外の補慣であるときは、次に掲十る響類

イ請求者の氏名、本籍及び死亡受給権者との続柄に関し、市町村長又は区長の

発行する証明書(戸籍の謄本又は抄本でもよV。)

U 請求者が死亡受給権者の死亡の当時〒の者ど生計を同じくしてぃたととを認

めることΦできる書類

ハ請求者が、婚姻の届出をしてVなVが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚

姻閏係と同様の事惰にあった者であるときは、干の事実を認めるこセのできる

雲類

(3)請求者が配偶者以外の者であるときは、他に先順位者のなVことを証明する

書類

(4)死亡受給権者が、この請求に係る未支給の補償分についてまだ請求をしてV

なかったときは、その請求を行うこととした堺舎に必要な書類その他の資料

遺族補償年金支給停止申舗書

年合証書の播号

氏

中諸年月 U

り」諮者のξ工金
証盡の番昇

住

氏 名

年月生

所在木明者との
銃柄又は閏俳

量荏の住所

所在不明者とな0た年月B

2 申請者の
尚順位者

名

所在不咽の事珀

氏

年

3 「5 送金希望の場舎」の欄は、当骸補慣の支給が決定*れた場合においてその

支払方法にっVて銀行送金を希望するときに記入するこ巴。

笥

受

月

鞘

_壮._..

侘

式第15号

式第16号

(注意事項)

申請者は、崇印の擢には言己入しないこと。

「1 所在不明老」の欄中「年金証書の爵号」の櫁は、その番号が下明のときは

記入一}、ZU必要はないこを.

3 「2 申請名の同願位名'」の網には、所在不明者の同順位名があるときけその同

噸位者について、「司願位者がないときぱその汰頗位者である申請者の伺願位考に0

いて認人し、後老の場合は、1司欄中 1年金証書の爵号」の榔の記人を嬰Lない。

4 二の印請書には、所在下明"にういて所在が1年」リ上明らかでない二とを証明す

る書類を泳付寸ること.

'_____号

翻

日

定

日 ....旦':ミ

二

年

丹1

号

'巨

月

山形県穀育委員会殿

年南罰婁仍
^ 号^

一略一

月

月

下記の所在不明吉に係る遺族捕償作金の
支祐停止を申請Lます。

日

日

」折木明.との
純柄Xば悶係

芽決定内容

遣族捕償年金支給停止印請書

日

式第17号

山形県數育委員会殿

年金証

年

申請年月 H

氏

中諮名の年金
証各の器"

年月 Π

所在不明名との
携柄又は閼係

最径の住所

月分から停止

の番牙

下記のとおり

遺歳補憤年金支靴停止解除申請書

の解誹を小請しよ,,

所在不瑚者上なった年月臼

名

2 申請者の
問顯位者

生年月

所在不明の事項

氏

年

夫給停止となうた年月

3 送イ寸一1る書類
その他の貸料

遺族楠償年金の支給停止

名

月

ノ、

N受

.'....生....

申諸年月日

第

英ii夬

仕

中請者の年金

証書の爵号

日

(注意事項)

中請者は、難印の欄には記入Lないこと、1

「1 所在不明"」の棉中「年金証書の番琴」の欄は、その番りが不明のときは

記入する岩要はないこと'

3 「2 中請者の同願位者」の禰には、所在不明名の同顯位者が島るときはその向

願位名に0いて.同甑位者がない上き捻その炊順位名である市請右の冏願位名にノ)

いて記入し、後?1の場合は、伺欄中「年金証書仍番号」の鵜の記入を要しない。

4 この申請書には、所在不明者について再'T在が 1午以上明らかでないことを1正明吋、

る書頴を添什すること。

決

理

a

理

(n.意事項〕

1 卵請"ぱ、芽印山欄には記入しないこと。

2 二の申請書を提出tるときには、 0下せて年金証書を提出すること'

年

定

号

所

年

月

年

年

午

年全証書の
蜑 号

月

年

日

月

月

月

箆

臼

所王木明者との
統佃又は閉停

月

式第17号

日

日

髪決建内容

年

日

....鼻.....冬

亭決定内容

日

山形県教育委日会殿

月

月

1]ノ

年

日生

年

下記のとおり

月分方、ら停止

の解除を印請Lまナ。

遺族補償年金支給停止鮮除申請書

月分からの解除

支゛0停止とな0た".月

遺族掬償年金の支祐体止

申請年"日

小請青の年金

証書山器号

"i

名

生却月且

決

理

(辻意事項〕

1 申請耆け、燕印の欄には記入Lないこと'

2 この巾請書を提出するときには、 OH卜て年金証轡を提出寸るこ上。

'

ι'三
'1-

年

町

議3-52

円

刀

筑

月

日

"

日

.、..![:

口

決定内容

,王

月

月

日生

年 月分からの解除

量

蒸旦

笛

在
者明

所
不

1

雄

訂
ト

住
氏

各

在
者偶

所
下

1

類
料

書
貸

る
の

t
他

付
の

送
そ
名

3
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受

決

住
氏

所
名

日



式第18号

山形県教育委員会殿

下記のとおり悔捌の現状を報告L主す.
年月日

傷病

1 年金証書の番号

(乃

2

現松報告書

儁搭補償年金の
支粕開始年月

3 傷消

4 傷病の壮況

5

級

日常生活の概亜

報告者の住所、..,、.、

名氏

第

6

年

厘生年

金保険

等の受

給関係

当該{冨翁'に閏して支給されている年金の

種類

...,゛.......、..,.....ー.゛...』.■^....

第

式第18号

口旧厚生年金保険法の障害年金

口旧国民年金注の障害年金

口旧船員保険注の障害年金

口厚生年金保険法の障害厚生年金

口国民年金怯の障害基礎年金

号

山形県教育委員会殿

7

イa

月

添付する書頴その他の資料名

下記のとおり傷病の現耿を報告L主す。
年月日

二8

級

医師の証明

傷病

( 1 ) 傷猫の種類(侮病名、塩病の部位等)

支給されて
いる年金の
額

の

( 2 )

年金証寄の番号

現状熱告霄

2

傷病の経過及び治療方法の概要

傷病補償年金の
支給開飴年月

( 3 )

3

傷病及び障害の現壮

年金証審の
記男・番号・

介護補償を受けている者にあっては、以下の項目についても記入してくださ

L、

(日常生活の状態)

①行動能力口終日臥床

口自宅、病棟内でのみ行動できる、

口通院(単独歩行)できる。

②食事口全く自用を弁じない。

口他人の介助にようてできる。

口支障がない'

③用便口全く自用を弁じない。

口他ノ、の介助によ0てできる、

口支障がない'

④精神能力口常に他ノ、の廠重な注意を要する。

口鼬時他人の注音を要ナる、

口通院可能であるが就労できない。

円

4 傷網の状況

年

所鷲年
事務所

紐

綴告者の住所.........

名氏

日常生活の概要

月

第

年

6 厚生年

金悍険

等の受

給閏係

当該1語暴、{こ関Lて支給されている年金の

種類

第

口旧厚生年金保険法の障害年金

口旧国民年金法の障害年金

口旧船員保険法の障害年金

口厚生年金保険法の障害厚生年金

口国民年金法の障害墓礎年金

号・

⑤詣語能力

月

7 添付する書頴その他の資料名

級

;18 医師の証明

( 1 )

( 4 )

支給されて
いる年金の
額

傷描の種顎(傷非1'名、傷搭の都位響)

( 2 )

傷,丙及び障害仍今後の見込み

口支障がない。

(報告者の氏名)

傷病の経過及び治控方法の概要

( 3 )

年金証審の
記号番号

傷病及び障害の現状

介護補償を受けている者にあ0ては、以下の項月についても記入Lてくださ

{'ζ

細常生活の状態)

①行動能力口終日臥床

口自宅、病棟内でのみ行動できる。

口通院(単独歩行)できる。

個食事口全く自用を弁じない。

口他ノ、σ}介助によってできる。

耀支障がない。

③用使口全く自用を弁じない,

口他人の介助によ0てできる。

口支障がない'

①精神能力口常に他人の厳重な注意を要tる。

口随時他ノ、の注意を要する'

口通院可能であるが就労できない.

円

(注意事項)

年

所轄年金
事務所等

報告名・は、※印の欄には記入しないこと、該当、上る口にι郵を記入すろこと。

「4 膓病の状況」の禰仁は、最近1年間山状況について記入すること、

「5日常生活の概要」の欄には、最近1年問のlk況について記入寸、ること。

月

については、上記のとおりである上認めまt。

年月

式第19号

所在地

医師氏名

理由

f理.

、

理由

r理由

口完全な失語あるいは構音機能の爽失/理由

口他ノ、との闘でようやく意思を通じ合うこ 1 -
とができる'

口支障がない、

⑤言語能力

( 4 )

日

傷病及び障害の乃後の見込、み

(報告者の氏名)

b

議3-53

日

(注意事項)

傷病笄

報告者は、÷印の梶にば記入Lない二と、該当十る口に厶印を詑入寸ろ二七'

IJ 傷窮の耿況」の欄には、量近1年間仍耿況について記入すること、

「5日常生活の概要」の槻には、最近1年閤の状況について記入寸、る二上。

については、上記のとおりであると認め主・と,

年月

式第19号

所在地

医師氏名

こ
年
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山形県教育委員会殿

下記のとおり障害の現状を報告しま寸

年月日

障がいの現状報告書

1年金証書の番号

治痔年月B

3 障害等鍛

4 障害の状汐

5日常生活の概亜

第

報告者の住所

名氏

年

当該障害に関Lて支給されている年金の

第

月

口旧厚生年金保険怯の障害年金

口旧幽民年金法の障害年金

口旧船員縲険法の障害年金

口厚生年金保険注の障害廩生年金

口国民年金法の障害基礎年金

山形県教育委員会殿

下記のとおり障響の現状を報告しま,

年月日

豊

添付する書類その他の資料名

級

8 医師の証明

障がいの現耿報告書

a)障害の種顎

1年金証書の番号

器質的障害のみの場合は、この欄の記入は慰腰ありません

ただし、器質的障害のみの鳩合であっても介纏補償を受けて

いる者については、(2)の欄について記入Lてくださ、

(2)障害の理ガ

治癒年月日

3障害等級

介護補償を受けている者にあっては、以下の項目についても記入Lてくださ

(日常生活の状態)

・・、・ー・・・。 1
理由

年金証書の
記号番号

理由

円

4 障客の状

年月

所轄年金
事務所等

5日常生括の概要

翹告名の住所

氏 '

第

②食喫口全く自用を弁じなも

口他人の介助によってできる

口支障がなし

③用便口全く自用を弁じな、

口他人の介助にようてでき

口支陣がなし

④精神能力口常に他人の威重な注意を要する

口随時他人の注意を要する

口通院可能で島るが就労できなレ

年

当該障害に閼して支船ざれている年金の

月

口旧厚生年金悍険法の障害年金

口旧国民年金法の障害年金

口旧船員伐険法の障害年金

口N生年金保険法の障害厚生年金

口国民年金怯の障害基瑳年金

日

級

添付する書顎その他の貰料名

※8 医師の証明

(3)障害の今後の見込み

とができる

口支障がな、

Q)障害の種類

(報告名の氏名)

器質的障害のみの場合は、この構の記テ、は彪、聾ありません

ただし、器質的障害のみの場合であ0ても介護補償を受けて

いる者について捻、(2)の欄について記入してくださ、

(2)障害の現状

年金証書の
記号番号

介護補償を受けている名にあっては、以下仍項目についても記入Lてくださ

円

(注意事項〕

(日常生活の状態)

①行動能力口終日臥床

口自宅、病棟内でのみ行動でき

口通院(単独歩1テ)でき

②食事口全く自用を弁じな、

口他人の介助によってでき

口支障がな、

③用便口全く自用を非じな、

口他人の介助によってできる

口支障がな、

④精神能力口常に他人の厳重な注意を要す

口随時他ノ、の注意を要す

口通院可能であるが就労できなし

1 報告者は、襲印の欄には記入Lないこと。該当すろ口にι倒]を記入、とるこ上

) 14 障客の壮況」の榴には、最近1年間の状呪について記入すること

3 f5 日常生活の概要」の欄には、最近1年間の状況について記入するこ

式第20号

年月

については、上記のとおりであると認めます

年月

(3)障害の介後の見込み

日

(報皆名仍氏名)

注音事項〕

1 報告者は、÷印の槻には記入Lないこと.該当する口にb皆]を記入すること

ノ漣障害の耿況」の櫑には、最近1年間の状況に0いて記入すること

3 「5日常生活の概要」の欄には、最近1年問の状況について記入寸、るこ

ついては上記のとおりであると認めまt

年月

式第20号

繊那加和{■"

議3-54
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山形県教育委員会殿

下記の上才3り遺族山現状を報告し主す。

年目日

遺族の現状報

死亡した学校医等の氏名

受給権者

及びその

者と生剖

を同じく

して、、る

遺族補償

年金を受

けること

ができる

遺族

書

報告者(代表者)の

年金証書の番号

氏 名 生年月日

第

住

(死亡年月日

3

当該死亡に関Lて支給されている年金の

種類

厚生年

金保険

寸のX

給関係

山形県教育委員会殿

所

口旧厚生年金保険法の遺族年金

口旧国民年金法の

口母子年金口泡母子年金

口遺児年金口寡婦年金

口旧船員保険法の」宜族年金

口厚生年金保険怯の遺族厚生年金

口国民年金法の遺族基礎年金

口国民年金庄の寡婦年金

年

死亡した学校
医笄との続柄

下記のとおり遺族の現状を綴告L主す。

年月日

月

tl

遺族の現状郁告書

日)

4

障害の
有無

添付すろ書類その他の賣料名

有・無

0主意事項)

1 報告者は、該当する口にレ印を記入すること。

2 受給権者が2人以上あるときで、そのらち 1人を代表者として選任し、その去が

当該迫族補償年金の支給を代憂して受けている鳩合には、その代表表が代表してこ

の報告書を提出すれぱ足りるもΦであり、他の受給権者は、提出する必要はなVこ

と。

3 この報告妻には、吹に掲ナる雲類を泳付するものとする。

(D 受給権者及びその者邑生計を同UくしてVる遣族補慣年金を受けるととがて

きる遣族の戸籍の謄本又は抄本あるVはこれに代わる市町村長又は区長の発行す

る証明書

(2)受給権者が妻で他に遉族補償年金を受けることができる遺族ガなV場合にお

Vて、その者が障害の状態にあるもの並びに受舶権者及びその者と生計を同じく

している遺族楠慣年金を受けるととができる遣族のらち、障害の状瓣にあるとど

により迫族楠慣年金を髮けるこどができる遺族である者にっいては、その陣審の

状態にあるととを証明する匡師の診断書その他の妻類及び資料

(3)受給権舌と生計を同じくしてVる造族補償年金を受けることができる追族に

つぃては、その事実を翻めることのできる書類

1

有

死亡した羊校医等の氏名

虫壬

有

受給権名

及びその

者と生計

を同じく

している

遺族補償

年金を受

けること

ができる

遺族

隻

有

支給されるこ
ととなった年
打

侮

報告者(代表名〕の

年金証書の番号

有・無

氏

年金証答の
記号番号

円

名 生年月日

年

所轄年金
事務所等

月

第

住

名

(死亡年月日

3

当該死亡に関して支給されている年金の

種類

厚生年

金保険

等の受

給閏件

所

口旧厚生年金保険法の遺族年金

口旧国民年金法の

口母子年金口講母子年金

口遺児年金口寡綿年金

口旧船員保険法の遺族年金

口厚生年金保険法の遺族厚生年金

口国民年金法の遺族基磯年金

口国民年金注の寡婦年金

年

死亡した字校
霪等との続柄

月

'式第21号~様式第24号一略一

日)

障害の
有無

4 添付する書類その他の資料名

有

(注意事頂)

1 穀告者は、叢当する口にb印を記入,ること。

2 受給権者が2人以上あるどきで、そのうち 1人を代表老として越任し、その者が

当該遺族補償年金の支給を代表して受けてVる埋合には、モの代表者が代表してと

の報告雲を提出すれば足りるものであり、他の受給権者は、提出する必要はないと

と。

8 ごの報告響には、淡に掲げる雲類を添付するものどする。

(D 受給権者及びモの者と生計を同じくしてVる遺族補償年金を受けることがて

きる遺族の戸籍の謄本又は抄太あるVはとれに代わる市町村長又は区異の発行す

る証明妻

(2)憂給権者が実で他に遺族補慣年金を受けることができる這族がなV埋合にお

Vて、その嵩が障署の状態にあるもの並ぴに受鞍権者及ぴその者と生計を同じく

してVる迫族補償年金を愛けることができる遺族のうち、障審の状態にあること

によ"遣族補償年金を受けるこどができる遺族である者にっVては、モの陣害の

状態にあるととを証明する医師の診断書その他の書類及び資料

(3)受給権者と生計を同じくしてVる遺族補慣年金を受けることができる週族に

つVtは、モの事実を翻めることのできる書麺

婁圧

有・無

支給されて
いる年金の
額

有 主導

有 耀

右・無

円

年金証書の
記号番号

年

所轄年金
事務所等

月

式第21号~様式第24号一略一

議3-55
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山形県高等学校奨学金貸与条例施行規則新旧対照表

第 1条~第18条

1信己

式第1号

現

山形県教吉委員会殿
小舗名

山形県高等宇校奨学金貸方・子,約申請害

山形県高等学控奨学金の貸与の〒約を受けたいので、閏係杏顛を・添什して小請Lよナ、

一略

ふ゛」'."

イテ

司打 1」 U

現Q がi

他d

(女)

」努¥会0厶臭

〒"/Jlt'

氏 t

{+

毘貞所

」1

詞

"イ

於畑

イ1 (1',"

鮭〕

氏

年

第 1条~第18条

1」記

式第1号

UJ

刀

';

山形県敦青舌nl

タ

迦蒜

11
1司

Ⅱ■>

畿勲寺兵頻1!山奨 i,!.上 L ビ」ぎ胸纂市に、、三tL、(いろ上認め、佳肪しミ→

打Π

椀m

1を立え'tレる再,ノ、仁1、
で口鼻顎UI.の折樽μ左う

小7軟

分N

t貸Jナ

'外仇照籔

氏

電訊

.、

7

'仍場介も兇入"

1」/

0〕就

▲人と0熊M

第37"

公eの別

砕がいJ)島る人d」いる製帯イ庫●;い誕!辻を妾,1イL、るノ、界)

父 r佳舟 h'女二 W議ι肴閑び野済力山んい冊裟以1,山枇父吐山恒帯=]
{芹杓力円}

改

公0等.1ム;i

入

山形県教育委員会殿

甚期に御捉を習十る人山いる睦帯(6打以上接契*●人)

小請苔

山形県「島等¥校奨¥金貸与予約申;青害

山形県簡等学校奨学金の貸与の予豹を受けたいので、闇係答類を需付して中納し主す。

艇人・イι1.金趣
(悦゛、/J1リ1

一略

ー)ける
nば、 Rを分けて

六1、.堤,、寓ゞけ俄健等の詮告を玉けナ・1J得{打、蛋セ"間の立H1卓・般人識山{
制金額)

公立笄.毛'立

鞍

正

乳?'31マ樺

製

案

〒"'り'

1{. 1」

県轍育玉員交
誌と饗

1力'゛,{丘,1ズ、i0針
入';' ZJ

j司

{典込

n 打:」1 "

(注.)保准者榔に比、申請訓が井ミ成午者の場合は親権者又は後見人を
の場合は父母兄弟のい十れか又はこれに代わる者を記入吋、ること。

(裏)

別{」"

』i門)

通学別

,粥ノ、貝

包U

11 f

(1そ〕

「1'τ

)憐Υや d)●艇

"'て外

訂、i二・白宅外

迄かむ"よての計井繰無冉轟

ノコ」」ニ

氏,,

り

訂宅外

ノ

6一山

各,宅1十る,/弦左Cで締ノ,でくだ占、

1型 tl_」,1

休#H力円}

」]

Ⅱ人に0き那万11n

井詩類

口

"【

、

力

貌柚

円

認定所罫郁

イイ【"t〒

紅

議3-56

膨

収人基市顧

n7

tる

i鞄紅)

仟

氏

、、

南琴学軟

2

"

事

認と所得額

"

H

'

乳

寛訊

1.{三
局

1青

Π

'1 怠

武

わ,乏"

分佼

屯

?邪rコ氣 6口踏)
山三訂' r"ノ位

ι貨し

H「器の隷習

氏

電話

専薙7捜(易工課界)

'、

丑占

止ψ壕古も記入)]

「」 1

駒就

皐ノ、1U)疑M

姉3 子ξ

公息の制

序がい0為る人山いるⅢ井岬がい認宅を1けている人井〕

父子世井{「女'118歳;滋疑び弁゛力のない刷〕叢」.11.駒裡父「1」]惜帛牝〕
f一徐"力円)

'"捻

申請者が成年名

公゛井・圭'、寸

知

豊棚'ニ=養を暖ナξ人山いる"帯イ6"μ1痔撲中のノ゛

取J
1牲込

01,ろ
介は,段ミ分.,て

■・,0

ノ、災風永XXけ盗建等の骸害左塁けた佳帯 e;後0(1搖d)11"携・放人減の1
周金首}

凱

だ上争詩
b l]」}

就学よ井詮

唆

Qt〕?刊虚抽の:1Cに0い叉女草認逮が"1詮な堤介はそ'に従0、{上

井ミ兵承見

W駐青乏貝1

謁1ビ楓

L力.し轟王での計
人寸、る

-i
〔↓毛操

5段叱で舒'しぐくださ{

1記J]1;t

(注)悍護者禰には、申請者が未戒年考の場合は親権者又は後見人を
の場合は父母兄弟のいずれか又はこれに代わる者を記入すること

(裏)

;闘
力円〕

世舟人盈

酔て・訂t外

7劉

"'七・白宅外

上翻山式壮

nて・訂'C外
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f1空兵

心

{1
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觜郁

千

ji 俳

認吐'隣尋翻

遜

癒

取人辰秉題
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市

聾定所冉類

8

愈

嚇
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遺

7習虚禎 Uin曙)
励二武tヰ」勺段

尋

切修Υ牧{甑穿詐松〕

ノ

申請者が成年者

物 図
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式第 1号の2

1Ⅱ形県敏育委員会殿
申請者

山形県高弊学校奨学金貸斗*請書

山形県高笄学校奨学金の貸与を受けたいので,剛係書独を泙付して申請Lまナ,

.、 f,コ1J'

氏 t

T/1、目艇

現G.1丹

nt

(表)

他σ

'1

1寅'仕轟富六■剖

"

塁'ゞ'令仍へ盤

jl

」.0力;メ'

N 乳

1] t

暖{{"1

h /「

、ナる

7按
レ']

{'、1

続柄

イ1

,1

Ii

け,計

イ挙

Ⅱ'七

八

月

談謬

由ぶ

γ

ノ、"枠,

だ井制

轟L割

("1住凱)

キに
元f 〒

Π

打脅

'立捕

'舟も立凡ている名人'二0
、で 2 挿葡」』 1・4圷勇1尋ι;',,る」

1'富'仕帯杓六

式第 1号の 2

〔貸」ナ!'之ι,)」

,1 【イ1 11}

イ"●Ⅱ拝!11モ圷人'゛}

H

角"山亜瓢

ιノ、J二乳7占"博

電露

,J i、.父 f稔猷{「女玉;jg史ネ湯1支U'ι'寿ノ」山「'い60農以上JJ:1左!」1J」11・帯弊
{一ξ瓢"り1リ}

乳

nも記人"

山形県教育委員会殿

永ノ、ンσJ語1貞

毒ゾ;1、ι乃'力三ノ、●いるぞ↓帯〔捧ゾ1い認11!き二、j、ているノ、排}

公乳山別

立」JJ.X .0、くし

長協.二1桑養ι・妾',ろノ、゛π.るIT帯〔 6,」」1上宅E養中σ」ノ、1

公ψ弐.老.立

大災.展水'支父仕温霜児の被響玉・受け立世将 f/:雀2g 鬪の立謎巣.耻ノ、誠U'1

纈中額〕

耻ノ、
{熊」

ノ)ける
介に、段を分行てJ

ノ"、女キさ.毛L 力

山形県高算学校奨学金の貸与を曼けたいので、関係書櫛を添付して中請しま寸.

光」金懇
JJ 11n

聖ι

就学行"紗

"ι1な

又

慨教青孟貝圭
誌'圏

与」]Π

D力'「]二主'マd〕計
1/、ー「才

フ、

中請者

山形県高算学佐奨学金貸与申請霄

足Ⅱ所

①

(注)保護者欄には、申諸者が未成年者の場合は親椛名又は後見人を、申請者が成年耆

キ' 1
【艶込

(喪)

t ・ 1 密イ{二手詩」含がJ"」

イ1

冉
Ji1重1]

の場台は父母兄弟山いずれか又はこれに代わる者を記入すること。

(裏)
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飢

1 '毛τ計急圭●事H1をイ1 十ろとき
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ウヤ計磨"裏:!ノコいて゛)般立],註劉捻仍;た1〔
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山形県數青委員会殿
小舗名

山形県商等学校奨学金特別貸与・印請書

山形県商等学校奨学金の貸ぢを受けたいので、倒係苔類を静付Lて申請し主寸。
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山形県教育委員会殿
印請者

山形県簡等¥校堤学令特別貸与申詣齊

山形県高等学校奨¥金の貸ぢ.を受けたいので、閨係書噸を添什して印請Lま寸。
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山形県高笄孚校縫学■の貸与を妾けること仁つき主Lぐは、山形県高等¥牧』a学令貸

与条例及び山形県商等字牧奨¥金貸与条例施行綬則を守り、奨¥生の木分を尽くし、奨

孚金の返」塁は期日ネで確実に実行Lよナ。

誓 号'{」

ヰ 月

山形県教青委員会殿

式第4号

式第5号

日

窪t

山形県高弊学校奨孚金の貨与を継紐して受けたいので、閨係書類を添付して申請しま

す。

山形県數育委員会殿

山形県高等学校奨学金貸与縦続申請書

学校名

議3-59

ふりがな

山形県高等学校奨羊金の貨与を受ける二とに0き主しては、山形県高等V才立'廷学全貸

条例及び山形県島等サ校奨7金貸5条例施lj規則を守り、奨プ生の本分を尽くし、奨

金の1反還11棚日主で酷実に'足行1、主・1
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高等専門学校

父と母、又は二れに代って際計を支えているノ、の家計状況が申請時
または餉回の継続申請書提出時と比較して
/ほぼ変わらないイ苦Lくなったウその他

(特別な慕情)

年

約

年
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月
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山形県高等学枝奨学金貸与継続申請書
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山形県教育委員会殿

山形県高等学校奨芋金貸与条例第6条の規定により、下記のとおり奨学金の返運の期

傑の猶于を受けたいので卵請しよ十,

山形県高等学校奨学金返還猶子申請書

貸ぢ.を受けた考の
名氏

貨りの翁額

住所

氏右

年

返還済額

月

返還の猶子を受け
ようとtる額

日

記

返還の猶子を受け
ようと寸る期間

妾

返還の猶予を受け
ようと司、る理由

山形県數育委員会殿

(注〕申請事由を明らかにする証明書を添付tること

年

山形県高等学核奨学金貸与条例第6条の規定により、下記のとお"奨¥金の返還の期

隈の膳予を受けたいので申請します'

'式第 9 号

山形県教育委員会

月から

円

山形県高等¥校奨学金返還猶予市請書

貸与左受けた名の
名氏

円

年

貸与の難額

円

殿

山形県高等学校奨学金貸与条例第7条の規定により、下記のとおり奨学金の返還の免

除を受けたいので申請します。

住所

氏名

月まて

年

返邇済額

月

返還の猶テを受け
ようとする額

山形県高等学校奨学金返還免除申請書

日

記

貸与を受けた者の
名氏

返還の猶予を受け
ようとする期間

貸与の総額

年

返遅の猶予を受け
ようと寸る理由

返還

月

返逓未済額

済額

日

(注〕申請事由を明らかにする証咲書を添什司、ること。

記

返還の免除を受け

ようとする類

年

式第9号

40

貸与

月から

山形県教育委員会殿

円

期

円

返還の免除を受け
ようとする理由

年

問

円

山形県高等学校奨学金貸与条例第7条の規定により、下記のとおり奨学金の返邇の免

除を受けたいので申請します。

」,1-、.・

(注)申請事由を明らかにする証明書を泳付すること。

式第10号一略一

年

山形県高弊学校奨学金返還免除申請書

円

貨与を受けた者の
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月から

円

貸与の総額

住所

氏名

円

年

年

返邇済額

円

月

月まて

逗還未済額

日

紀

返還の免除を受け

ようとする額

貨 与期間

返邇の免除を受け
ようとする理由

(住)申請傷由を明らかに司、る証明書を泳付すること

様式第10号一略一

年

円

月から

円
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指導改善研修に関する規則新旧対照表

第 1条~第12条
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t l ]

穀科に倒する寺"的

翻識や壮{訂色.木足 1

偵"

概

(

〒慨

J

、、る

斯弛計角山崇牢や掬

貞宅む"る二●が、で
.1」:、、

q齢

下'ι

詳価項註

i【4 }

惣q薪兇を行力ι
IH貞や數材進択L、

山].J、が見t.オ1註い

n〕

;〒f三

111'5'子イ1

反υ

蛾当鞍科

覺童弓.発山1轟覇勺身
や¥鰻山験;兄に選瑚
に対q;tキな{

Ⅱ作焼左事丈h弓

【 4 }

氏

菌甥む試験劉題をn
虚L力り討経したり

司、る二上がてき女い

γ

{ 2 1

捉敬1_徒の毛搬弌,"
主雁を引き出ナニ上
カ,、.イきゞ亡L

モ{ハ他

f :1〕

ノ、檎を坐製Liこ、 1科
里轟L乃為る1 戯占十る

J三む、1f凸

具作此ど争4行h

1 ■}

剣ノ,"1.f舗【<・、 1〕}

1をi15

分望

括典・娘助拝0裴説

n)

觀,,.、勺」11〒艦(<~ 1〕

児童,1徒山大恐を物

携した街尊を行う

備打

所弛

甚翌の遮め力に興
竹.'1虜佐ινム

〔 3 }

芥1尊.發劫"亨UJ勲{U

兜蛮畦.詫の7力き町
え・1'に知興寸る

与

「行見

周踊の

昇唾

1コ△)

話儀

〔 J 、

J

紀入にあた0て

令、ぐの評価項唇にりいて記入するこ主を原則上するが、実態に合わない場合1,1記

人しない.

各観"占、め繍゛拐リ評価及び所見は立、ず記入司、る、

欄ぶ不足の場介は、ι、要に応じて行を増やしてもか主力ない

数斜・貸n=佼築に
ビ.魯む凖備をliわな

1」 ( 5 )

ニ{rJ舌女

鵬題Φ
易班

、./、

記載名

式第2号

識メ.曾証干袋 IA~nl

愉"

校

倫キ

所見

肝偽凧"

群価

1)

児亀生豊山詔晒行動
や1髞の中;Nに凄珊
こ対珎できな

騒

{ 2 }

中

兜章,に菅のき欲やrl
1'性を引き出t二主
ができな

妬

1 」〕

ノ、総を堰檎L北、 1副
劇仍島るh身を'1 る

武

H体曲允事史Ⅱ鞠

イ 4 )

そ山軽

1

麹ハ"」詳丑〔A~ D}

倩"

鞭弛・鍾鋤等●Ⅱ、乱

冉艶

訴語

;ニ 記ノ、にあたうて

全ての評価項冒にっいて記入する二とを1京則とするが、実態に合わない場合は紀

人しない.

行観点の観A別評価及び所見は"、十認入司、る。

欄が不足の場台は、立、斐に応じて行を瑠やしてもかまわない

吻鴇の

倉喰
、J/、 y

記載吉

式第2号

1 n

憐弓

イ

一略一

そ山惚
リ
L

る
専
円

-
0

男
 
J
4

0
』

0
』

識
戸

〒
こ
目

る
艸
内

却
轟
・
扶
玲
琴

児
業
・
,
七
毬
奔
鉾

1
礼
段
鷺

η
一

U

槻
A

捌
占

熊
に
閃

創
識
・
n
愉
熊

3
 
兜
轍



市町村教青委R会殿

指逗が不適釖な教員に閼ナる郁告書

この二とについて、指噂改善研,ぢに関寸る規則第4条の規定により

導が不適U」な教nを報告いたします。
記

1 該当教員

¥校名

職名

氏名

2 措導が不適吻な教員に誠当寸る理山

3 その他特記事項

第 P
ワ

年打 1」

市町村立学校長区

(注)]指導が不適切な敏員に係る観点易1括干価表偶1錯己様式第1号)を誤付すること,

2 その他参考となる資料があれぼ添付寸、ること。

式第3号

議3-62

F記のとおり揃

性別

山形県教育委員会殿

市町村教吉委n会殿

男女

指噂が不適切な教員に関する綴告書

このことにういて、指導改轡研修に関する規則第4条の規定により、下記のとおり指

導が下適仞な教員を想仙,いたしまt、
記

1 談「教員

指導が不適U」な教n認定印請香

このこ上について、指導改苦研修に関寸る規則第5条第1項の趨定により、下記のと

お打指導が不遜功な教貝の認定を中請します。

記

1 該当教負

午餅

学校名

¥按名

職名

職名

氏名

氏名

2 指導が不適切な教貝に該当する理由

2 批導が不適切な數員の認定を申請寸る理山

第

年打

3 その他特記事項

市町村教育委員会

学校長

市町竹立学校長

3 その他朴記事項

W封

式第3号

指漠が不適翊な教員に係る観点別評価表{別記様式第}号)を添付すること

モの他参考となる資料が訪れぼ添イ、村、ること。

(d〕 1 指尊が不適仞な教員に係る観点別評価表{別記桟式第1号)を添付すること,

2 市町村教育委員会にあっては、校長の意見書を添付すること.

3 その他多ぢとなる資料があれぱ添付寸ること。

式第4号~様式第6号一略一

性別

山形県教肖委員会殿

性別

男女

指導が不適U」な教員認定小請害

このことに0いて、指噂改苫研修に関する規則第5条第1項の規定により、下記U〕と

おり指導が不適切な教員の認定を申請しま司

記

1 該当數貝

男女

年齢

年齡

学校名

職名

氏名

2 指噂が不適靭な數員の認定を中請寸る理由

市町村教青委員会

県立 ¥佼長

3 その他特記事項

(痴) 1 拓噂が不適釖な教員に係る観'貞別汁価安(別記快式第1号)を添付すること。

2 市町村教青委員会にあ0てけ、校憂の意見書を添什すること

3 その他お"となる資料があれぱ添付ヨ、ること。

性別

式第4号~様式第6号

男女 年齡

一略一

号
日月

筍
年

号
日月

第
斧

1
2

号
B

豊
聖



議第 4 号

山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則の制定について

山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則を次のように制定する。

山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則

山形県立高等学校管理運営規則(昭和 41年4月県教育委員会規則第3号)の一部

を次のように改正する。

本則中「保護者」を「保護者等」に改める。

第43条中「各号に」を「各号のーに」に改め、第3号を第4号とし、第2号の

次に次の1号を加える。

(3)生徒が18歳となる日の前日に第1号又は第2号に該当していた者
別表第1中

同 山形工業高等学校

同

工業

山形工業高等学校

機械

電子機械

電気電子

情報技術

建築

士木・化

学

に、

工業

同

機械

電子機械

機械技術

電気電子

情報技術

建築

士木・化

学

山形中央高等学校

同

募集停止

募集停止

40

40

40

40

40

山形中央高等学校

を

体育

スボーツ

160

80

160

募集停止

80

に、

議4-1

通
育

普
体

通
育

普
体

卯
卯
卯
卯
卯
卯

を
」



同 村山産業高等学校

同

農

40

村山産業高等学校

工

農業経営

農業環境

機械

電子情報

流通ビジ

ネス

商

農業

・議4-2

同

農業経営

農業環境

みどり活

用

機械

電子情報

流通ビジ

ネス

新庄神室産業高等

学校

工

に、

商

40

募集停止

40

農業

真室川校

同

生物生産

生物環境

食料生産

農産活用

機械電気

環境デザ

イン

新庄神室産業高等

学校

工業

を

募集停止

募集停止

40

40

40

40

通

真室川校

同

農

を

米沢商業等学校

工

食料生産

農産活用

機械電気

環境デザ

イン

に、

40

通

商業 糸含合ビジ

ネス

情報ビジ

ネス

を

40

80

普

普

業
業
業

0
0
0
0
0

4
4
4
4
4

業
業

卯
卯
卯

業
業

0
0
0
0

4
4
4
4



同 米沢商業等学校

同

商業

長井工業高等学校

糸念合ビジ

ネス

情報ビジ

ネス

商業

同

募集停止

募集停止

工業

長井工業高等学校

機械シス

テム

電子シス

テム

福祉生産

システム

80

に改める。

様式第5号中「保護者」を「保護者等」に改め、「@」を削除する。

附則

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

提案理由

民法(明治29年法律第89号)の一部改正に伴う規定の整備を図るため並びに令和

4年度高等学校再編整備計画に伴う入学定員の変更及び学科改編を行うため提案す

るものである。

令和3年10月14日提出

工業

40

機械シス

テム

電子シス

テム

福祉生産

システム

機械

電子

福祉環境

40

40

募集停止

募集停止

募集停止

に、

を

裕晃

山形県教育委員会

教育長菅間

議4-3

0
 
0
 
0

4
 
4
 
4



一
略
一 (学

校
評

価
)

第
6
条
の
2
 
校
長
は
、
高
等
学
校
の
教
育
水
準
の
向
上
を
図
る
た
め
、
教
育
活
動
そ
の

他
の
学
校
運
営

の
状

況
に

つ
い

て
、

自
ら

評
価

を
行

い
、

そ
の

結
果

を
公

表
し

な
け

れ

ば
な
ら
な
い
。

2 
校

長
は

、
前
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
、
保
謹
者
そ
の
他
の
学
校
関

係
者

に
よ

る
評

価
を

行
い

、
そ

の
結

果
を

公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

現

3
 
校
長
は
、
前

2
項

の
規

定
に

よ
る

評
価

の
結

果
を

、
教

育
長

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

イ
丁

一
略
一

山
形
県
立
高
等
学
校
管
理
運
営
規
則
新
旧
対
照
表
(
案
)

(誓
約
書
の
提
出
)

第
42
条
入
学

を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
迷
發
宣

連
署
の
誓
約
書
(別

記
様
式
第
5号

)に
住
民
票
抄
本
及
び
入
学
料
を
添
え
、
入
学
を
許
可
さ
れ
た
日
か
ら
2
0
日
以
内
に
校
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
 
生
徒
は
、

保
護
者
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
は
、
保
護
者
連
署
の
誓
約
書
に
住
民
票

抄
本

を
添

え
、

速
や

か
に

校
長

に
提

出
し

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

(昼
謹
宣
)

第
43

条
保
護
者
は

、
次

の
各

号
に

該
当

す
る

者
で

、
そ

の
順

位
は

各
号

の
順

序
と

す
る

。

( 
1 
)

(
2
)
後
見
人

(
3
)
そ
の
他
校
長
が
適
当
と
認
め
る
者

と
す

る
。

(
1
)
親
権
者

(
2
)
後
見
人

(
3
)
牛
_
徒
が
1
8
歳

と
な
る
日
の
前
日
に
第
1
号
又
は
第
2
号
に
該
当
し
、
ぐ
い
た
者

一
略
一

( 
4 
)

(学
校

評
価

)

第
6
条
の
2
 
校
長
は
、
高
等
学
校
の
教
育
水
準
の
向
上
を
図
る
た
め
、
教
育
活
動
そ
の

他
の

学
校

運
営

の
状
況
に
つ
い
て
、
自
ら
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

2
 
校

長
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
評

価
の

結
果

に
つ

い
て

、
保

誰
者

等
そ

の
他

の
学

校

関
係
者
に
よ
る
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

改
正
案

そ
の
他
校
長
が
適
当
と
認
め
る
者

3
 
校
長
は
、
前
2
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
を
、
教
育
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
略

一 (誓
約
書
の
提
出
)

第
4
2
条
入
学
を
許
可
さ

れ
た
者
は
、
保
護
者
等
連
署
の
誓
約
書
(
男
嘱
己
様
式
第
5
号
)

に
住
民
票
抄
本
及
び
入
学
料
を
添
え
、
入
学
を
許
可
さ
れ
た
日
か
ら
2
0
日
以
内
に
校
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら

な
い

。

2
 
生
徒
は
、
保
護
者
等
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
は
、
保
護
者
等
連
署
の
誓
約
書
に
住

民
票
抄
本
を
添
え

、
速
や
か
に
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
保
護
者
等
)

第
4
3
条

保
護

者
等

は
、
次
の
各
号
の
ー
に
該
当
す
る
者
で
、
そ
の
乢
酬
立
は
各
号
の
順
序

瓣 心 1 心



(休
学
又
は
退
学
)

第
"条

生
徒
は
、
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
2箇

月
以
上
出
席
で
き
な

い
と

き
又

は
退
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の

理
由

を
付

し
、

1墨
護

堂
が

連
署

の
う

え
休

学
(退

学
)願

を
提

出
し

、
校

長
の

許
可

を
受
け
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

病
気
の
た
め
休
学
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
医
師
の
診
断
書
を
添
え
な
け
れ
ぱ
な
ら

な
し

、

2
休
学
の
期
間
は
引
き
続
き
2
年
以
内
と
す
る
。

(留
学
)

第
44

条
の
 2

受
け

よ
う

な
い

。

生
徒
は
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則

第
93
条

第
1項

の
規

定
に

よ
る

許
可

を

と
す

る
と

き
は

、
迷

謹
宣

が
連

署
の
う
え
留
学
願
を
提
出
し
な
け
れ
ぱ
な
ら

(転
学
及
び
転
籍
)

第
45
条

生
徒

は
、
他
の
学
校
に
転
学
又
は
他
の
課

程
に
転
籍
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

転
学

(転
籍
)願

書
に
保
謹
晝
が
連
署
し
て
校
長

に
願

い
出

な
け

れ
ぱ

な
ら

な
い

。

2 
校
長
は
、
前
項
に
よ
る
転
学
を
志
望
す
る

生
徒

の
あ

る
と

き
は

、
そ

の
理

由
を

付
し

、
生

徒
の
在
学
証
明
書
そ
の
他
必
要
な
書
類
を

転
学

先
の

校
長

に
送

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
転
学
先
の
校

長
は

、
教

育
上

支
障

が
な

い
場

合
に

は
、
転
学
を
許

可
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

3 
校
長
は
、
転
学
を
許
可
し
た
場
合
に
は
、

そ
の

生
徒

の
従

前
に

在
学

し
て

い
た

学
校

の
校

長
に

そ
の

旨
を

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。

(休
学
又
は
退
学
)

第
"条

生
徒

は
、

病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
2箇

月
以
上
出
席
で
き
な

い
と
き
又
は
退
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
付
し
、
保
護
者
等
が
連
署
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前
項
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よ
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通
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を
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学
校
の
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長
は

、
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や
か

に
次

の
各

号
に

掲
げ

る
書

類
を

転
学

先
の
校
長
に
送
付
し
な
け
れ
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な
ら
な

い
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き
た

生
徒

に
つ

い
て

は
、

転
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よ
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送

付
を
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指
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要
録
の
写
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を
含
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(
2
)
進

学
の
場

合
に

送
付

さ
れ

た
指

導
要

録
の
抄
本

(
3
)
健
康
診

断
票

及
び

歯
の

検
査

票

う
え
休
学
(
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学
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願
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出
し
、
校
長
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許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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し
、
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気
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た
め
休
学
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
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師
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添
え
な
け
れ
ぱ
な

ら
な

い
。

2
休
学
の
期
問
は
引
き
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き

2年
以

内
と

す
る

。
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学

)

第
4
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受
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よ
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生
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、

学
校

教
育

法
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行
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9
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条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

許
可

を

と
す
る
と
き
は
、
保
誰
者
等
が
連
署
の
う
え
留
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な
け
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な

(転
学
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転
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第
4
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願
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校
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は
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る
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を
志
望
す
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あ
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と
き
は
、
そ
の
理
由
を
付

し
、
生
徒
の
在
学
証
明
書
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
転
学
先
の
校
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
転
学
先
の
校
長
は
、
教
育
上
支
障
が
な
い
場
合
に

は
、

転
学

を
許

可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
 
校
長
は
、
転
学
を
許
可
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
生
徒
の
従
前
に
在
学
し
て
い
た
学

校
の

校
長

に
そ

の
旨

を
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

4
 
前
項
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
学
校
の
校
長
は
、
速
や
か
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書

類
を

転
学

先
の

校
長

に
送

付
し

な
け

れ
ぱ

な
ら

な
い

。

(
1
)
当

該
生

徒
の

指
導
要
録
の
写
し
(
転
学
し
て
き
た
生
徒
に
つ
い
て
は
、
転
学
に

よ
り
送
付
を
受
け
た

指
導

要
録

の
写

し
を

含
む

。
)

(
2
)
進

学
の

場
合

に
送

付
さ

れ
た
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導

要
録

の
抄

本

(
3
)
健
康
診
断
票
及
び
歯
の
検
査
票
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5
 
校

長
は

、
全
日
制
の
課
程
、
定
時
制
の
課
程
及
び
通
信
制
の
課
程
相
互
間
の
転
籍

に
つ
い
て
、
修
得
し
た
単
位
に
応
じ
て
相
当
の
学
年
又
は
年
次
に
転
入
を
許
可
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一
略
一 (入

舎
等
)

第
 
5
1
条
生
徒

は
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寄
宿
舎
に
入
舎
又
は
寄
宿
舎
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舎
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う
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す
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け
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な
い
。
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等
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の
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・

課
程
及
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業
高
等
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全
日
制
の
課
程

設
置
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科

工
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制
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課
程
、
定
時
制
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課
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程
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互
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の
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い
て
、
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得
し
た
単
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に
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て
相
当
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又
は
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に
転
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を
許
可
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
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械
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情
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技
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建
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形

中
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5
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1
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様
式
第
5
号

山
形
県

立

誓

本
氏

約

高
等
学
校
長
殿

生
年

月

人
現

名

氏

住

日

現

所

本
人
と

の
関

係

住

名

山
形
県

収
入

証
紙

私
は
、

在
学

中
、

学
校

の
規

則
に

従
い

生
徒

の
本

分
を

守
っ

て
学

業
に

精
励

い
た

し
ま
す
。

在
学
中
本
人
に
関
す
る
こ
と
は
保
護
者
が
一
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を
引
受
け
る
こ
と
を
承
諾
し
ま

す
。
こ
こ
に
誓
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い
た
し
ま
す
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式
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収
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学
校
の
規
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守
っ
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学
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に
精
励
い
た

し
ま

す
。

在
学
中
本
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に
関

す
る
こ
と
は
保
護
者
等
が
一
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引
受
け
る
こ
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承
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し
ま

所

年

す
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こ
こ
に
誓
約
い
た
し
ま
す
。

月

年

日

月
日

書
書
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旦

保 護 者
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議第 ５ 号 

山形県金峰少年自然の家の指定管理者の指定について 

山形県金峰少年自然の家の指定管理者の指定について、地方自治法（昭和 22 年法

律第 67 号）第 244 条の２第３項の規定により、次のとおり指定する。 

１ 公の施設の名称 山形県金峰少年自然の家 

２ 指定する団体 酒田市北新橋一丁目 12 番 13 号 

庄内アソビバプロジェクト 

３ 指 定 の 期 間 令和４年４月１日から令和８年３月 31 日まで 

 提 案 理 由 

山形県金峰少年自然の家の指定管理者を指定するため提案するものである。 

令和３年 10 月 14 日提出 

山形県教育委員会 

教育長 菅 間 裕 晃 
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議第 ６ 号 

山形県体育館及び山形県武道館に係る指定管理者の募集について 

山形県体育館及び山形県武道館に係る指定管理者を次のとおり募集する。 

１ 募集する施設の名称及び所在地 

(1) 名 称 山形県体育館及び山形県武道館

(2) 所在地 山形県山形市霞城町１番２号

２ 指定の期間 

 令和４年４月１日から令和５年３月 31 日まで 

３ 申請者に必要な資格 

 次に掲げる要件を全て満たす法人その他の団体（以下「法人等」という。）であ

ること。 

(1) 県内に主たる事務所（本店）を有すること。

(2) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４（同条を準用する場

合を含む。）の規定により、本県における一般競争入札又は指名競争入札の参加

を制限されていないこと。 

(3) 山形県から指名停止措置を受けていないこと。

(4) 国税及び地方税を滞納していないこと。

(5) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225

号）の規定に基づく更生又は再生手続を行っていないこと。 

(6) 次のいずれにも該当しないこと（地方自治法施行令第 167 条の４第１項第３号

に規定する者に該当する者を除く。）。 

イ 法人等の代表者等（法人の場合は法人の役員（非常勤役員を含む。）、支配人

及び営業所の代表者、団体の場合は理事等法人の場合と同様の責任を有する者

を含む。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又

は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」とい

う。）であること。 

ロ 暴力団員等がその事業活動を支配していること。

ハ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するお

それがあること。 

(7) 県の公の施設の指定管理者又は指定管理者であった者のうち重大な協定違反

をした者については、県が当該協定違反の事実を知った時以後最初に行われる本

件施設の指定管理者の募集に対する申請でないこと。 
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(8) 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第 11 項の規定による指定

の取消し（合併、分割等による法人格の変更等により再度指定の手続が行われた

ことに伴う指定の取消しを除く。）を受けた日から２年を経過しない者でないこ

と。 

(9) 共同企業体が申請する場合は、当該共同企業体の全ての構成員が(1)から(8)ま

での要件を全て満たすほか、次に掲げる要件を全て満たすものであること。 

イ 共同企業体の適当な名称を設定し、及び代表となる法人等を選定すること。 

ロ 当該共同企業体の構成員が、他の共同企業体の構成員として又は単独で申請

していないこと。 

 

   提 案 理 由 

山形県体育館及び山形県武道館に平成 22 年４月から導入されている指定管理者制

度を継続し、施設の効果的、効率的な管理運営が行えるよう、指定管理者の募集につ

いて提案するものである。 

 

令和３年 10 月 14 日提出 

 

山形県教育委員会        

教育長 菅 間 裕 晃  
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＜別添資料＞ 

山形県体育館及び山形県武道館の指定管理者の募集について 

◆施設概要 

１ 設置目的 

  体育の普及振興を図り、もって県民の心身の健全な発達に寄与する。 

２ 施設面積など 

  敷地面積   13,027.00㎡（山形市からの無償使用貸借） 

  建  物   体育館 主競技場：鉄骨鉄筋コンクリート造 地上３階・地下１階 

延床面積 6,980.04 ㎡ 

 小競技場：鉄骨造平屋建 延床面積 905.55 ㎡ 

武道館     ：鉄骨鉄筋コンクリート造 地上３階  

延床面積 1,504.27 ㎡ 

３ 現在の開館時間及び休館日 

  開館時間  午前９時～午後９時 

  休 館 日  毎月第３月曜日（その日が国民の祝日にあたるときはその直後の平日） 

        年末年始（12月 29日～翌年の１月３日）   

４ 利用者数及び利用料収入の実績 

  平成 28年度：138,838 人 14,481,440 円 

  平成 29年度：129,913 人 13,630,110 円 

  平成 30年度：134,053 人 13,320,600 円 

  平成 31年度：124,221 人 12,606,800 円 

  令和 ２年度： 64,148 人  8,279,620 円 

５ 現在の管理運営体制 

指定管理者  公益財団法人山形市スポーツ協会（H22～） 

現在の管理運営体制 職員２人、嘱託職員３人、臨時職員１人、時間給職員３人 

 

◆指定管理者公募 

１ 指定期間：１年（令和４年４月１日～令和５年３月 31日） 

２ 応募資格：議案書のとおり 

３ 委託業務（指定管理料の上限額 29,322 千円／１年） 

  (1) 施設及び設備の維持管理に関する業務（保守管理業務、清掃、保安警備等） 

(2) 施設の運営に関する業務（利用料の徴収等） 

 (3) 施設又は設備の使用の許可に関する業務（使用許可、利用料の減免等） 

４ 選定のスケジュール（予定） 

①教育委員会へ指定管理者「募集」を付議   10 月 14 日（木） 

②募集要項審査委員会            10 月 25 日（月） 

 ③募集要項等の配付             11 月上旬～12月中旬※６週間 

 ④質問書の受付               11 月上旬～12月上旬 

⑤現地説明会の開催             11 月中旬 

 ⑥申請書類の提出期限            12 月中旬 

 ⑦選定審査委員会              12 月下旬 

 ⑧教育委員会へ候補者の報告         １月上旬～1月中旬 

⑨教育委員会へ指定管理者「指定」を付議   ２月 

 ⑩指定管理者の議決（県議会２月定例会）    ２月 

 ⑪指定管理者との協定締結          ３月中 
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